
（平成２１年１１月５日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 38 件

国民年金関係 18 件

厚生年金関係 20 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 83 件

国民年金関係 29 件

厚生年金関係 54 件

年金記録確認大阪地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



大阪国民年金 事案 3457 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 61 年 10 月から 62 年６月までの国民年金

保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正

することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 61年４月から同年６月まで  

             ② 昭和 61年 10月から 62年６月まで 

私は、昭和 52 年に国民年金に任意加入して定期的に保険料を納付し、そ

の後、第３号被保険者の手続を行ったので、未納期間は無いと思っていた。

その後、市役所から、未納期間があると年金がもらえなくなるので保険料を

納付するようにという内容の通知を受けた。 

私は、不審に思い市役所に問い合わせたところ、未納期間があるとの回答

だったので、同市役所へ出向き未納期間の保険料を納付した。 

保険料を納付した際、市職員からパソコン画面を提示され、未納は無くな

ったと言われたことを覚えている。 

申立期間の保険料は納付しているので、未納とされていることに納得がい

かない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間②について、申立人は、昭和 52 年に国民年金に任意加入した後、

申立期間①及び②を除き未納期間は無い。 

   また、申立人に係る社会保険庁の国民年金資格の記録をみると、昭和 63 年

10月 25日付けで、夫の厚生年金保険被保険者期間と合致するように、申立人

の第３号被保険者への資格変更年月日が 61年４月１日から 62年７月 1日に訂

正され、この手続に伴い申立期間①及び②を含む 61年４月から 62年６月まで

の期間が、第３号被保険者期間から未納期間へ変更されたことが確認できる。 

   この訂正に伴い、未納となった期間のうち、過年度納付が可能な申立期間①

と②の間の昭和 61 年 7 月から同年９月までの期間の保険料が、この訂正手続



き直後で、かつ、過年度納付が可能な最終月の 63 年 10 月 29 日に過年度納付

されていることが確認でき、申立人は、新たに生じた未納期間に対しても納付

意識は高かったものと考えられる。 

   さらに、その直後の昭和 63 年 10 月 31 日付けで納付書が発行されたことが

社会保険庁の記録で確認できるところ、この時発行された納付書は、上述の資

格記録の訂正及び納付記録から申立期間②の保険料の過年度納付書であった

ものと推認され、新たに生じた未納期間に対しても納付意識が高かった申立人

が、この期間の保険料も過年度納付したと考えるのが自然である。 

   一方、申立期間①については、上述のとおり、昭和 63年 10月に資格変更年

月日の訂正により、申立期間②と同様に未納となったことが確認できる。 

   しかし、この訂正の時点において、申立期間①の保険料は、現年度納付でき

ず、制度上、時効により納付することもできない。 

   また、申立人が、申立期間①の保険料を納付したことを示す関連資料（家計

簿、確定申告書控え等）は見当たらない。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は申立期間のうち、昭和

61 年 10 月から 62 年６月までの国民年金保険料を納付していたものと認めら

れる。 



大阪国民年金 事案 3458 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 46 年 12 月から 47 年３月までの期間、48 年４月から 49 年３

月までの期間、50年１月から同年３月までの期間及び 53年１月から同年３月

までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認められること

から、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 11年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 46年 12月から 47年３月まで 

             ② 昭和 48年４月から 49年３月まで 

③ 昭和 50年１月から同年３月まで 

④ 昭和 53年１月から同年３月まで 

私は、昭和 40年ごろに国民年金に加入し、43年ごろにＡ市へ転居した後

は、自宅近くの市役所出張所で納付書により国民年金保険料を納付していた

（申立期間①、②及び③）。 

その後、Ｂ市へ転居したが、そのころの保険料は、金融機関で納付書を使

用して納付していたと思う（申立期間④）。 

自分としては未納無く納付してきたつもりであるにもかかわらず、申立期

間①、②、③及び④が未納とされているのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①は４か月、申立期間②は 12 か月、申立期間③は３か月及び申立

期間④は３か月とそれぞれ比較的短期間であるとともに、申立人は、昭和 42

年に国民年金に加入して以降、申立期間を除き、国民年金加入期間に未納は無

く、厚生年金保険との切替手続もほぼ遅滞無く行っている上、国民年金加入時

に納付可能な期間の保険料を過年度納付しており、申立人の納付意識は高かっ

たものと考えられる。 

申立期間①について、申立人は、昭和 46年 11月に厚生年金保険被保険者資

格を喪失後、同年 12 月に国民年金の被保険者資格を再取得しているところ、

申立人が所持する国民年金手帳の住所変更欄に、同市内において転居したこと



が 47年４月 18日付けで記録されており、そのころに申立人が市役所において

国民年金の手続を行ったものと推認される。申立期間①の保険料の納付期限は

同年４月末であり、手続が行われた時点において当該保険料の現年度納付は可

能であり、納付意識の高い申立人が、申立期間①の保険料を納付したと考える

のが自然である。 

申立期間②及び③については、それぞれ前後の期間の保険料は納付済みであ

る上、申立人は、当時、住所及び仕事の変更などの生活状況に大きな変化が無

かったとしており、この期間の保険料も納付をしていたと考えるのが自然であ

る。 

申立期間④について、申立人は、昭和 52年 11月に厚生年金保険の被保険者

資格を喪失後、同年 12月に国民年金の被保険者資格を再取得しているところ、

申立期間④直前の同年 12 月の保険料は納付済みであり、申立人の納付意識の

高さからすると、再取得後１か月のみ保険料を納付して、その後の期間の保険

料を納付しなかったとは考え難い。 

また、申立期間④直後の昭和53年４月から55年３月までの保険料について、

当初未納とされていたが、平成 20 年 11 月 26 日付けで特殊台帳の納付記録か

ら、納付済みに記録訂正されていることが確認できる。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。 



大阪国民年金  事案 3459 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 49 年３月の国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 42年 11月から 49年１月まで 

             ② 昭和 49年３月 

時期は定かでないが、父が私の国民年金の加入手続をしてくれたと思う。   

   加入手続後、父が亡くなった昭和 46 年＊月ごろまでは、母が私の国民年金

保険料を集金人に納付してくれていたと思うが詳細は分からない。  

    それ以降は、私が自分で自宅に来る集金人にざら半紙のような納付書で保

険料を納付し、納付時に領収書をもらい保管していたことを覚えている。 

    昭和 49年ごろ、集金人から国民年金手帳をもらい、その際に、「今まで納

付した分は年金手帳に記録されているから、領収書は処分してもいい。」と

言われた。        

    申立期間①及び②について、納付記録が無く、未納とされていることに納

得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間②について、申立人に係る国民年金の加入手続は、その前後に国民

年金手帳記号番号が払い出された任意加入被保険者の資格取得日から、申立期

間②直前の昭和 49 年１月下旬から同年２月上旬ごろまでに行われたものと推

定されるところ、同年２月の国民年金保険料は、現年度納付されており、申立

期間②直後の同年４月から 60歳到達月までの保険料も完納されている。 

また、申立期間②は１か月と短期間である。 

さらに、申立人は、申立期間②の前後に仕事及び住所の変更などの生活状況

に変化は無かったとしており、国民年金加入直後の申立期間②の保険料は、納

付されていたものと考えるのが自然である。                          



一方、申立期間①について、申立人は、国民年金への加入時期は分からない

が、父が加入手続を行い、申立期間①のうち、昭和 42 年 11 月ごろから 46 年

７月ごろまでの期間の申立人の保険料は母が、それ以降の保険料は申立人自身

が、それぞれ自宅に来る集金人に納付していたと申し立てている。 

しかし、上述のとおり、申立人の国民年金手帳記号番号が払い出されたのは、

早くても昭和 49 年１月ごろと推認されるところ、この手帳記号番号を使用し

て、申立期間①のうち、大部分の期間の保険料は、現年度納付できず、そのう

ち大半の期間の保険料は、制度上、時効により納付することができない。 

また、上述のとおり申立期間①の大部分の期間は過年度保険料となり、基本

的には現年度保険料しか取り扱わない集金人に納付することはできない上、Ａ

市では、国民年金制度当時から昭和 50 年３月までの間の保険料の収納は印紙

検認方式のみであり、納付書による収納が開始されたのは、その後であるとし

ており、申立人の陳述と符合しない。 

さらに、申立人は、申立期間①のうち、昭和 46 年７月以前の保険料納付に

直接関与しておらず、申立人の国民年金加入手続を行ったとする申立人の父及

び保険料を納付したとする申立人の母は既に死亡していることから、当時の国

民年金への加入状況、同期間の保険料の納付状況等の詳細は不明である。 

加えて、申立人に係る複数の氏名別読みによる検索及び申立期間当時に申立

人が居住していた住所地を管轄する社会保険事務所が保管する国民年金手帳

記号番号払出簿の内容の調査、確認をしたが、申立人に対して別の手帳記号番

号が払い出されたことをうかがわせる事情は見当たらない。  

このほか、申立人が、申立期間①の保険料を納付していたことを示す関連資

料（家計簿、確定申告書控え等）は無く、申立期間①の保険料が納付されてい

たことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、昭和 49 年３月の国

民年金保険料を納付していたものと認められる。



大阪国民年金 事案 3460 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、昭和 57 年１月から同年３月までの国民年金保

険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正す

ることが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ：  昭和 18年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 38年７月から 43年３月まで 

                     ② 昭和 57年１月から同年３月まで               

    私の国民年金の加入手続は、昭和 43 年ごろに、夫が集金人に依頼して行

ってくれた。 

国民年金に加入後、しばらく経った昭和 46年ごろ、集金人から、「今なら、

特例納付により過去にさかのぼって国民年金保険料をすべて納付すること

ができる。」と聞いたので、夫が夫婦二人分の過去の未納分の国民年金保険

料をすべてさかのぼって集金人に納付した（申立期間①）。 

夫が保険料をさかのぼって納付したのはこの一回だけであったと聞いて

いる。 

昭和 57 年１月から同年３月までの期間については、夫が夫婦二人分の保

険料を納付しており、夫は納付済みとなっているが、私の保険料だけ未納と

されている（申立期間②）。 

申立期間①及び②の保険料は、夫が夫の保険料と一緒に夫婦二人分を納付

しているはずなので納付済期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間②は３か月と短期間であるであるとともに、申立人は申立期間②を

除き、国民年金手帳記号番号が払い出された昭和 43年度以降、60歳到達月ま

での国民年金保険料に未納は無い。 

また、申立人は、申立期間②前後に住所及び職業などの生活状況に変化は無

かったとしているところ、申立人夫婦の保険料を一緒に納付していたとする申

立人の夫は、申立期間②及びその前後の期間の保険料は納付済みであり、申立



人の申立期間②の保険料も同様に納付されていたと考えるのが自然である。 

一方、申立期間①について、申立人は、国民年金加入後、しばらく経った昭

和 46 年ごろ、集金人から、特例納付により過去の未納期間の国民年金保険料

をすべてさかのぼって納付できると聞き、夫が夫婦二人分の保険料をさかのぼ

って集金人に納付したと申し立てている。 

しかし、申立期間①については、夫婦二人分の未納期間の保険料を一緒にさ

かのぼって納付したとする申立人の夫も未納である上、Ａ市では、当時、集金

人が過年度納付及び特例納付に係る国民年金保険料を収納することは無かっ

たとしており、集金人に申立期間①の夫婦二人分の保険料を特例納付したとす

る申立人の夫の陳述と符合しない。 

また、申立期間①の夫婦二人分の保険料を納付していたとする申立人の夫は、

申立期間①の保険料を特例納付した際の納付金額についての記憶は無く、申立

期間①の保険料の納付方法などについての陳述が変遷するなど、申立人の夫の

申立期間①当時の保険料納付などに関する記憶は定かでない。 

さらに、申立人に係る特殊台帳及びＡ市の国民年金被保険者名簿には、申立

人が申立期間①の保険料を特例納付したことを示す事跡
じ せ き

は見当たらない。 

加えて、申立人の夫が、申立期間①の保険料を納付していたことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書控え等）は無く、ほかに申立期間①について申立人

の保険料が納付されていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は申立期間のうち、申立

期間②の昭和 57 年１月から同年３月までの国民年金保険料を納付していたも

のと認められる。



大阪国民年金 事案 3461 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 52 年 10 月から 53 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 52年 10月から 53年３月まで 

私は、昭和 51年９月ごろに、Ａ市役所で国民年金に加入した。 

その後、昭和 51年 10月ごろにＢ市へ転居したが、転居後も国民年金保険

料は納付書で金融機関に納付していたと思う。 

未納期間無くずっと保険料を納付してきたつもりなのに、申立期間が未納

とされているのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 51年９月に国民年金に任意加入して以降、申立期間を除き、

60 歳到達月まで未納は無く、国民年金資格の変更手続及び住所変更手続も遅

滞無く行っている上、高齢任意加入を行うなど、申立人の納付意識は高かった

ものと考えられる。 

また、申立期間は６か月と短期間である。 

さらに、申立人は、申立期間前後の保険料を現年度納付している上、申立期

間当時、住所及び夫の職業などの生活状況に変化は無かったと陳述しており、

納付意識が高かったと考えられる申立人は、申立期間の保険料も納付していた

と考えるのが自然である。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。



大阪国民年金  事案 3462 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 40 年４月から 41 年 12 月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 40年４月から 41年 12月まで 

私の国民年金は、昭和 38年ごろに両親がＡ市役所で加入手続をしてくれ、

結婚した 42年３月ごろまでの保険料は両親が納めてくれていた。両親は他

界したので詳細は不明だが、申立期間の保険料だけが未納とされていること

は理解できない。保険料の納付に関する資料は残っていないが、申立期間の

保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、両親が国民年金の加入手続をし、申立期間の保険料も納付してく

れたと申し立てている。 

そこで、社会保険庁の記録をみると、申立人の国民年金手帳記号番号は、昭

和 38 年３月８日に払い出されていることが同手帳記号番号払出簿から確認で

きるとともに、両親が納付していたとする保険料は、手帳記号番号が払い出さ

れた翌月の同年４月から申立人が結婚した 42 年３月までが、申立期間を除き

納付済みの記録となっていることが確認できることから、両親が加入手続及び

保険料納付を行ったとする申立人の陳述に不自然さはみられない。 

また、申立期間当時、Ａ市では集金人による印紙検認方式であり、申立期間

の直後に当たる昭和 42 年１月から同年３月までの保険料が納付済みとなって

いることから、保険料が未納であれば集金人が年金手帳を見て気付くと考える

のが自然である。 

さらに、当初、申立期間直前の昭和 39 年５月から同年９月までの保険料が

未納の記録となっていたところ、Ａ市の被保険者名簿の記録に基づき納付済み

に訂正されていることから、これに近接する申立期間についても、記録の誤り



があった可能性も否定できない。 

加えて、申立期間は 21 か月と比較的短期間であり、その前後は保険料を納

付している上、生活状況に大きな変化があったとはみられない。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人は申立期間の国民年金保

険料を納付していたものと認められる。



大阪国民年金 事案 3463 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 50 年 10 月から 51 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 50年 10月から 51年３月まで 

    私は、国民年金に加入してから昭和 50 年３月までの期間はＡ市の集金人

に保険料を未納無く納付し、国民年金手帳に検認してもらっていた。その後、

同年４月から自治会の集金に切り替わったが、同年４月から同年９月までの

期間は納付済みの記録になっているのに、同年 10月から 51年３月までの６

か月が夫婦共に未納になっている。しかし、当時、生活に変化は無く、６か

月も留守にして、保険料を納付できないことは無かった。 

また、当時向かいの家には兄夫婦が住んでおり、自治会も同じであったが、

同じ集金人に同じ様に保険料を納付していて、兄夫婦は納付済みの記録にな

っている。私達夫婦の上記申立期間の記録が未納とされているのは納得でき

ない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人夫婦は、昭和 49 年度までは集金人の手帳検認による保険料を納付し

ていたが、申立期間にかかる 50 年度から自治会による集金に切り替わり、保

険料を納付していたと申し立てている。 

そこで、この点に関し、申立人の近隣に住んでいた自治会役員に当時の状況

を聞き取りしたところ、昭和 50 年度からは集金人制度に変更があり、自治会

が国民年金と国民健康保険の保険料を収納していたが、国民年金に関しては、

自治会の負担が大きい為、この地域では同年度のみで集金を取り止めて、その

後は国民健康保険料のみの集金であったとの証言及び資料の提出があり、申立

人夫婦の陳述と符合する。 

また、申立人夫婦は、昭和 47 年から申立期間を挟み平成に至るまでの確定



申告の為の経費一覧を記載した「メモ書き」を保管しており、その「メモ書き」

には昭和 50 年度の国民年金保険料額と合致する金額が記載され、その紙質及

び筆記具の記載に不自然さは見られない。 

さらに、申立人は、昭和 43年３月に国民年金の加入手続きをし、42年４月

から 60歳に到達する前月の平成 13年＊月までの期間、申立期間以外に保険料

の未納は無く、申立期間は６か月と短期間である上、自治会が関与しているに

もかかわらず、その間の保険料のみを納付しないことは不自然である。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。



大阪国民年金 事案 3464 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 50 年 10 月から 51 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 50年 10月から 51年３月まで 

    私は、結婚後の昭和 44年９月に国民年金に加入し、50年３月までの期間

はＡ市の集金人に夫婦二人分の保険料を未納無く納付し、国民年金手帳に検

認してもらっていた。その後、同年４月から自治会の集金に切り替わったが、

同年４月から同年９月までの期間は納付済みの記録になっているのに、同年

10月から 51年３月までの６か月が夫婦共に未納になっている。しかし、当

時生活に変化は無く、６か月も留守にして、保険料を納付できないことは無

かった。  

また、当時向かいの家には義兄夫婦が住んでおり、自治会も同じであった

が、同じ集金人に同じ様に保険料を納付していて、義兄夫婦は納付済みの記

録になっている。私達夫婦の上記申立期間の記録が未納とされているのは納

得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人夫婦は、昭和 49 年度までは集金人の手帳検認による保険料を納付し

ていたが、申立期間にかかる 50 年度から自治会による集金に切り替わり、保

険料を納付していたと申し立てている。 

そこで、この点に関し、申立人の近隣に住んでいた自治会役員に当時の状況

を聞き取りしたところ、同年度からは集金人制度に変更があり、自治会が国民

年金と国民健康保険の保険料を収納していたが、国民年金に関しては、自治会

の負担が大きい為、この地域では同年度のみで集金を取り止めて、その後は国

民健康保険料のみの集金であったとの証言及び資料の提出があり、申立人夫婦

の陳述と符合する。 



また、申立人夫婦は、昭和 47 年から申立期間を挟み平成に至るまでの確定

申告の為の経費一覧を記載した「メモ書き」を保管しており、その「メモ書き」

には昭和 50 年度の国民年金保険料額と合致する金額が記載され、その紙質及

び筆記具の記載に不自然さは見られない。 
さらに、申立人は、昭和 44 年９月に国民年金の加入手続きをし、同年４月

から 60歳に到達する前月の平成 15年＊月までの期間、申立期間以外に保険料

の未納は無く、申立期間は６か月と短期間である上、自治会が関与しているに

もかかわらず、その間の保険料のみを納付しないことは不自然である。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。



大阪国民年金 事案 3465 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 52 年 12 月から 53 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 52年 12月から 53年３月まで 

    私は、親に勧められＡ市Ｂ区に住んでいるとき国民年金に加入し、納付を

始めた。 

    いつごろだったか、納付した保険料の金額が足りないので納付期間を訂正

したと連絡があった。すぐ、納付書をもらい足りなくなった期間の保険料を

納付した記憶がある。いつも納付書の順番に気をつけて納付していたので、

金額が足りなくて納付記録を訂正したと聞けば、足りなかった期間の保険料

を納付してからでないと、次の期間の納付はしなかったと思う。 

    昭和 60 年ごろに、Ａ市Ｃ区役所に領収書を持って行き未納記録の記録訂

正をしてもらったことがあるが、今回、申し立てた期間が未納になっている

ことの説明は無かった。市からも、社会保険事務所からも督促を受けた記憶

は無く、未納とされていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、社会保険庁から、納付した保険料の金額が足りないので納付期間

の訂正をしたと連絡があり、すぐ足りなくなった期間の保険料を納付したと申

し立てている。 

そこで、申立人の納付記録をみると、昭和 47 年４月に国民年金保険料の納

付開始以降、申立期間を除く国民年金加入期間の保険料をすべて納付している

ことから納付意識の高さがうかがえる。 

また、申立人が所持する領収証書から、申立期間を含む昭和 51年 10月から

53年３月までの保険料２万 4,800円を、同年７月 17日に納付していることが

確認できる。しかし、納付書に記載された保険料額は社会保険事務所の過誤に



より、正当な金額より１万円少ない金額となっており、納付期間を訂正したと

の連絡を受けた申立人は、すぐ納付書をもらい、足りなくなった期間の保険料

を納付したと陳述しており、その内容に不自然さはみられない。  

さらに、Ｄ市の被保険者名簿を見ると、申立期間に続く昭和 53 年４月から

同年９月までの保険料を同年７月 25 日に納付していることが確認でき、足り

ない期間の保険料を請求されれば納付することは可能であったと推定できる。 

加えて、申立期間は４か月と短期間であり、申立人の納付意識の高さを考え

ると、納付期間の保険料が不足している連絡を受けたにもかかわらず、納付し

なかったと考えるのは不自然である。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。                                                                                                                     



大阪国民年金 事案 3466 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 47 年 11 月の国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 45年６月から 47年 11月まで 

将来のことを考えて、昭和 45 年６月に夫婦一緒に国民年金に加入した。

以後、定期的に夫婦二人分の保険料を納付書で納付した。しばらくして、夫

について期間が不足するとして８か月の納付書がきたので、納付したことを

覚えている。しかし、どの期間を納付したのか、今となっては分からない。

年金記録を確認すると、夫婦一緒に夫婦二人分を納付した期間のうち、夫は

22か月、私は 30か月の未納と分かった。既に当時の資料等は無いが、夫婦

共に定期的に納付したはずであり、納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 45 年６月に国民年金に加入し、以後、夫婦二人分の保険料

を定期的に納付書で納付したはずであると申し立てている。 

そこで、申立人夫婦の加入手続時期をみると、昭和 47年 11月に夫婦連番で

国民年金手帳記号番号の払出しがなされているとともに、直前の任意加入者の

資格取得日は同年 10月 31日であることが、同払出簿及び社会保険庁の記録か

ら確認できることから、同年 11 月ごろになされたものと推定できる。この場

合、45 年６月に加入したとする申立人の陳述とは符合しないほか、夫婦が所

持する国民年金手帳の印紙検認記録欄が昭和 47 年度から作成されている状況

と整合している。 

また、加入手続時点において、申立期間のうち、昭和 45 年９月以前の保険

料は時効の成立により、既に納付できない期間になっているとともに、同年

10 月以降の保険料について過年度納付は可能であったものの、その場合、定

期的に現年度納付していたとする申立人の陳述とは符合しない。 



さらに、一緒に夫婦二人分を納付したとする夫も、昭和 47 年３月以前は未

納である。 

加えて、夫の納付記録をみると、申立期間のうち、昭和 47 年４月から同年

11 月までの８か月（後に現年度納付と重複した昭和 47 年 11 月分は還付。）

の保険料を、49年 12月に過年度納付していることが確認できる。この点につ

いては、加入後に、夫についてのみ期間が８か月不足するとして、まとめて納

付したとする申立人の陳述と符合しており、申立人については、遡及
そきゅう

納付は行

っていないと考えるのが自然である。 

また、別の手帳記号番号による納付の可能性を検証するため、社会保険庁の

オンライン記録により、旧姓を含めた別読みによる申立人の氏名の確認を行っ

たほか、当時の住所地を管轄する社会保険事務所において同払出簿の内容をす

べて確認したが、別の手帳記号番号の存在はうかがえず、また、申立期間（下

記の昭和 47年 11月を除く。）の保険料納付をうかがわせる周辺事情等も見当

たらなかった。 

次に、申立期間のうち、昭和 47年 11月について、申立人が所持する年金手

帳の印紙検認記録欄を見ると、保険料を納付したことを意味する検認印が押さ

れており、行政側の事務的過誤は明らかである。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、昭

和 47年 11月の国民年金保険料を納付していたものと認められる。



大阪国民年金 事案 3467 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 49 年７月から同年９月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

住        所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 49年７月から同年９月まで 

 私が昭和 45 年に結婚して以来、国民年金の保険料は申立期間も含めて妻

が夫婦二人分をまとめて納付していた。保険料は当初、年金手帳に印紙を

貼付
ちょうふ

する方式で納付していたが、49 年ごろから納付書によって金融機関で

納付するようになった。そのため、申立期間について今では年金手帳で納付

を証明することはできなくなった。しかし、納付の仕方は変わっても､いつ

の時期も保険料は欠かさず納付してきたつもりであり、昭和 49 年度途中の

３か月だけ未納とされているのは理由がわからず、不自然に思われるので､

調査をお願いしたい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 45 年に結婚して以降の夫婦二人分の国民年金保険料は、妻

が申立期間を含めて納付したはずであると申し立てている。 

   そこで、申立人の保険料納付記録をみると、厚生年金保険から国民年金への

切替手続をそのつど適切に行っている上、国民年金加入期間 136 か月のうち、

申立期間３か月を除く 133か月については、現年度納付済みであることが申立

人が所持する国民年金手帳、市の被保険者名簿及び社会保険庁の納付記録から

確認でき、納付意識の高さがうかがえる。 

   また、申立期間が未納であれば保存されるべき申立人に係る社会保険庁の特

殊台帳は不存在であるほか、申立期間当時に転居、転職等がなされた形跡は見

当たらず、生活状況に特段の変化は認められない。 

   これらの点を踏まえ、申立人の納付意識の高さに 鑑
かんが

みると、申立期間につ

いても、ほかの納付済期間と同様に現年度納付がなされていたと考えるのが自

然である。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の保険料を

納付していたものと認められる。



大阪国民年金 事案 3468 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 49 年７月から同年９月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

住        所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 49年７月から同年９月まで 

 私が昭和 45 年に結婚して以来、国民年金の保険料は申立期間も含めて私

が夫婦二人分をまとめて納付していた。保険料は当初、年金手帳に印紙を

貼付
ちょうふ

する方式で納付していたが、49 年ごろから納付書によって金融機関で

納付するようになった。そのため、申立期間について今では年金手帳で納付

を証明することはできなくなった。しかし、納付の仕方は変わっても､いつ

の時期も保険料は欠かさず納付してきたつもりであり、昭和 49 年度途中の

３か月だけ未納とされているのは理由がわからず、不自然に思われるので､

調査をお願いしたい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 45 年に結婚して以降の夫婦二人分の国民年金保険料は、自

身で申立期間を含めて納付したはずであると申し立てている。 

   そこで、申立人の保険料納付記録をみると、昭和 46 年４月から申立人が第

３号被保険者に適用される直前の 61 年３月までの、申立期間を挟む延べ 180

か月にわたって保険料は現年度納付済みであることが、申立人が所持する国民

年金手帳、市の被保険者名簿及び社会保険庁の納付記録から確認できる。 

また、納付済期間のうち、昭和 54年 11月以降は任意加入期間であることが

社会保険庁の資格記録から確認でき、申立人の納付意識の高さがうかがえる。 

さらに、申立期間当時に転居、夫の転職等がなされた形跡は見当たらず、生

活状況に特段の変化は認められない。 

   これらの点を踏まえ、申立人の納付意識の高さに 鑑
かんが

みると、申立期間につ

いても、ほかの納付済期間と同様に現年度納付がなされていたと考えるのが自

然である。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の保険料を

納付していたものと認められる。



大阪国民年金 事案 3469 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 52 年１月から同年３月までの国民年金保

険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正す

ることが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 39年 10月から 49年３月まで 

② 昭和 49年７月から 50年６月まで 

③ 昭和 52年１月から同年３月まで 

    私は、夫が先に国民年金に加入していたので、私も結婚式を挙げた昭和

39年 10月に国民年金に加入した。当時、年金手帳のようなものは無かった

が、私が３か月に一度、夫から必要なお金を預かり、区役所窓口で保険料を

納付すると、小さな細長い証紙のようなものを領収書代わりに受領していた

のを覚えている。その後、保険料を銀行から引き落とすようになり、夫が亡

くなってからも、60 歳まで保険料をすべて納付してきたのに、上記期間が

それぞれ未納とされているのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立人の夫が先に国民年金に加入し、申立人自身は結婚式を挙げ

た昭和 39年 10月に加入したと申し立てているが、申立人の国民年金手帳記号

番号の払出時期を調査すると、約 10年後の 49年３月に夫婦連番で払い出され

ていることが手帳記号番号払出簿により確認できることから、このころに夫婦

一緒に国民年金の加入手続が行われたものと推定される。この時点において、

申立期間①のうち、48 年３月以前の保険料は、時効により納付できない期間

を含む過年度保険料であり、基本的に現年度保険料の収納しか取り扱わない区

役所窓口において納付することができなかったものと考えられるほか、申立人

は過去の保険料をまとめて納付した記憶は無いと陳述している。 

また、申立人が申立期間①のうち、昭和 48 年３月以前の保険料を区役所窓

口で現年度納付するためには、別の手帳記号番号の払出しが必要であるところ、

申立期間①に係る手帳記号番号払出簿の内容をすべて視認し、旧姓を含めた各

種の氏名検索を行ったが、申立人及びその夫に対し、別の手帳記号番号が払い



出されていたことをうかがわせる事情は見当たらなかった上、同年３月以前の

Ａ市における国民年金保険料の徴収方法は、手帳に印紙を貼付
ちょうふ

する印紙検認方

式であるが、申立人は、国民年金に加入した当時に年金手帳のようなものは無

かったとし、現在所持する昭和 48年度以降の印紙検認記録欄（検認印は無い。）

がある国民年金手帳以外に年金手帳を見たことが無いと陳述している。 

さらに、申立人が一緒に夫婦二人分の保険料を納付していたとする申立人の

夫も、申立期間①及び②は同様に未納となっているほか、申立人が申立期間①

及び②の保険料を納付していたことを示す関連資料(家計簿、確定申告書控え

等)は無く、ほかに申立期間①及び②の保険料を納付していたことをうかがわ

せる周辺事情も見当たらなかった。 

一方、申立人は、申立期間②直後の昭和 50 年７月以降、申立人の夫が亡く

なる直前の 51年９月までの保険料を完納し、その後においても、60歳期間満

了までの約 27 年間、申立期間③の３か月を除き、保険料をすべて納付してい

ることなどを踏まえると、50 年７月以降において、申立人が、３か月と短期

間である申立期間③の保険料だけを納付しない理由は見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、昭

和 52 年１月から同年３月までの国民年金保険料を納付していたものと認めら

れる。



大阪国民年金 事案 3470 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 59 年４月から同年９月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 21年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 59年４月から同年９月まで 

私は、退職後、自営業を始めると同時に国民年金に加入した。加入当初は、

私は自分の保険料を金融機関で納付し、妻は妻自身の保険料を区役所で納付

していたが、申立期間当時は、会社設立準備のため忙しくなり、私の保険料

を妻に依頼して、妻が夫婦二人分の保険料を区役所で一緒に納付してくれて

いたことをはっきり覚えている。妻には未納が無いのに、私だけ申立期間が

未納とされているのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立人が国民年金に加入した当初は、夫婦それぞれが別に保険料

を納付していたが、申立期間当時においては、会社設立準備のため忙しく、申

立人の保険料を申立人の妻に依頼し、妻が区役所で夫婦二人分の保険料を一緒

に納付していたと申し立てており、当時の事情について、申立人及びその妻に

聴取したところ、夫婦が別に保険料を納付していた事情及び妻が申立期間当時、

夫婦二人分の保険料を納付する際の状況等について、詳細かつ明瞭に陳述し、

その内容に特段不自然な点はうかがえない。 

また、申立期間は６か月と短期間である上、当時、夫婦二人分の保険料を一

緒に納付していたとする申立人の妻の申立期間は納付済みであり、申立人の妻

が記憶する当時の納付金額も、実際の保険料額とおおむね一致している。 

さらに、申立人は、国民年金被保険者期間において、申立期間を除き、保険

料をすべて納付し、申立人の妻も、20歳以降、第３号被保険者となる昭和 61

年４月前の期間において保険料を完納している。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。



大阪国民年金 事案 3471 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 49 年 10 月から 50 年３月までの国民年金

保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正

することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 25年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 45年１月から 49年３月まで 

   ② 昭和 49年 10月から 50年３月まで 

    私は、20 歳になった直後に区役所で国民年金の加入手続を行い、グレー

色の国民年金手帳を受け取った。それ以降、３か月に一度、自宅に送付され

てくる納付書と年金手帳を区役所に持参し、窓口で保険料を納付すると、そ

れぞれに領収印を押してもらった。年金手帳が古くなったのか、昭和 48 年

６月に結婚したのがきっかけであったのか、どちらかはっきりしないが、同

年ごろに区役所で新しい年金手帳を発行してもらった。 

私は、現在、新しい年金手帳しか所持していないが、そこに押されている

「統合済」のゴム印は、最初の年金手帳を統合したために押されたものでは

ないかと思っている。 

また、私は国民年金に加入してからも何度か転居しているが、その都度、

役所に出向いて、転入手続とともに国民年金の住所変更手続を行い、新しい

住所地に納付書を送付してもらって保険料を納付してきたのに、上記期間が

それぞれ未納とされているのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①について、申立人は、20 歳になった直後に国民年金に加入して

以降は、３か月に一度、自宅に送付されてくる納付書と年金手帳を持参して、

区役所窓口で保険料を納付していたと申し立てている。 

そこで、申立人の国民年金手帳記号番号の払出時期をみると、昭和 49 年３

月 11 日に払い出されていることが手帳記号番号払出簿により確認できること

から、このころに国民年金の加入手続が行われたものと推定される。この時点

において、申立期間①のうち、48 年３月以前の保険料は、時効により納付で

きない期間を含む過年度保険料であり、基本的に現年度保険料の収納しか取り



扱わない区役所窓口において、納付することができなかったものと考えられる

上、同年３月以前におけるＡ市の国民年金保険料の徴収方法は、申立人の記憶

する納付書方式ではなく、手帳に印紙を貼付
ちょうふ

する印紙検認方式であったが、申

立人は、印紙についての記憶はあまり無いと陳述している。 

また、申立人の納付記録をみると、加入手続が行われたとみられる時期の直

後である昭和 49 年４月から現年度納付していることが確認できることから、

申立人は、このころから納付書による国民年金保険料の納付を開始したものと

みるのが自然である。 

さらに、申立人が、申立てどおり、申立期間①の保険料を納付するためには、

別の国民年金手帳記号番号の払出しが必要であるところ、申立期間①に係る手

帳記号番号払出簿の内容をすべて視認し、各種の氏名検索を行ったが、申立人

に対し、別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情は見当

たらなかった。 

加えて、申立人が申立期間①の保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書控え等）は無く、ほかに申立期間①の保険料を納付して

いたことをうかがわせる周辺事情も見当たらなかった。 

なお、申立人が所持している国民年金手帳の手帳記号番号欄にある「統合済」

のゴム印については、基礎年金番号が導入された平成９年１月時点において、

申立人が加入していた厚生年金保険の記号番号を申立人の基礎年金番号に設

定されたことに伴い、これに当該国民年金手帳の記号番号を統合したことによ

り、押されたものと考えられる。 

一方、申立期間②について、申立人は、保険料の納付が始まる昭和 49 年４

月以降、厚生年金保険に加入する直前の 59 年９月までの約 10 年間において、

申立人が転居を数回行っているが、申立期間②を除き、保険料をすべて現年度

納付していることから、転居の都度、住所変更手続を行い、新しい住所地で保

険料を納付してきたとする申立内容を裏付けるとともに、この間における申立

人の納付意識の高さがうかがえる。 

また、申立期間②は６か月と短期間である上、前後の期間は納付済みである

ことなどを踏まえると、申立期間②の保険料については、納付していたものと

みても不自然ではない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、昭

和 49 年 10 月から 50 年３月までの国民年金保険料を納付していたものと認め

られる。



大阪国民年金 事案 3472 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 49 年４月から同年６月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 49年４月から同年６月まで 

私は、会社を退職して、夫婦二人で国民年金に加入して以来、納付書が送

られてくる都度、妻が夫婦二人分の国民年金保険料を納付してきた。 

申立期間の納付書は、なぜか遅れて届き、妻がすぐに区役所へ行き納付し

たのに、未納とされているのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、会社を退職した昭和 44年 10月以降、厚生年金保険に加入する直

前の平成 13年４月までの国民年金被保険者期間において、申立期間を除き、

保険料をすべて納付している上、申立人の妻も、申立期間を除き、保険料を完

納している。 

また、申立人の国民年金手帳記号番号の払出時期を調査すると、夫婦連番で

昭和 46 年６月に払い出されていることが手帳記号番号払出簿により確認でき、

この時点において、過年度保険料であった同年３月以前の保険料を、夫婦共に

それぞれ会社を退職した資格取得日までさかのぼって納付していることから、

申立人夫婦の納付意識の高さとともに未納解消の努力がうかがえる。 

さらに、申立期間は３か月と短期間である上、申立人は、その前後を通じて、

住所等の変更は無く、仕事も順調で生活状況も安定していたと陳述しているこ

となどを踏まえると、申立期間の保険料を納付していたものと考えても不自然

ではない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。



大阪国民年金 事案 3473 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 49 年４月から同年６月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 49年４月から同年６月まで 

私は、会社を退職して、夫婦二人で国民年金に加入して以来、納付書が送

られてくる都度、私が夫婦二人分の国民年金保険料を納付してきた。 

申立期間の納付書は、なぜか遅れて届き、私がすぐに区役所へ行き納付し

たのに、未納とされているのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、会社を退職した昭和 45 年３月以降、第３号被保険者となる直前

の平成 13 年４月までの国民年金被保険者期間において、申立期間を除き、保

険料をすべて納付している上、申立人の夫も、申立期間を除き、保険料を完納

している。 

また、申立人の国民年金手帳記号番号の払出時期を調査すると、夫婦連番で

昭和 46 年６月に払い出されていることが手帳記号番号払出簿により確認でき、

この時点において、過年度保険料であった同年３月以前の保険料を、夫婦共に

それぞれ会社を退職した資格取得日までさかのぼって納付していることから、

申立人夫婦の納付意識の高さとともに未納解消の努力がうかがえる。 

さらに、申立期間は３か月と短期間である上、申立人は、その前後を通じて、

住所等の変更は無く、仕事も順調で生活状況も安定していたと陳述しているこ

となどを踏まえると、申立期間の保険料を納付していたものと考えても不自然

ではない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。



大阪国民年金 事案 3474 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、昭和 39 年４月から同年９月までの国民年金保

険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正す

ることが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ：  昭和２年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 36年４月から 39年 11月まで 

    亡くなった母が年金について熱心だったので、私の国民年金の加入手続を

し、国民年金保険料も納付してくれていたと思う。 

    また、自分も金融機関に行き、納付したような記憶もあるので、申立期間

の保険料が未納とされているのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、母が国民年金加入手続を行い、申立期間の国民年金保険料を納付

してくれていたと申し立てている。 

そこで、国民年金手帳記号番号払出簿を見ると、申立人の国民年金手帳記号

番号は、昭和 39 年９月 18 日に夫婦連番で払い出されており、申立人の母は、

申立人とその夫の加入手続を一緒に行ったと考えられるところ、この手帳記号

番号払出時点において、申立期間のうち、同年４月から同年 11 月までの国民

年金保険料を現年度納付することは可能である。 

また、申立人の夫の納付記録をみると、申立期間のうち、夫婦連番で国民年

金手帳記号番号の払出しを受けた当初の昭和 39 年４月から同年９月までの国

民年金保険料については納付済みとなっている。 

これらのことから、納付の意思をもって申立人及びその夫の国民年金加入手

続を一緒に行ったとされる申立人の母が、６か月と短期間である当該期間の国

民年金保険料について、申立人の夫の保険料は納付しながら、実の娘である申

立人の保険料について未納のまま放置したとは考え難い。 

一方、上記以外の期間については、申立人の夫の納付記録も未納となってい

る上、国民年金手帳記号番号払出時点からみて、昭和 36 年４月から同年 12



月までの国民年金保険料は制度上納付することができず、また、37 年１月か

ら 39 年３月までの保険料は過年度保険料となるが、申立人は、保険料をさか

のぼって納付した記憶は無いと陳述している。 

また、申立人は、金融機関で納付した記憶があると申し立てているが、当時

の国民年金保険料の収納方法は国民年金手帳への印紙検認方式であり、制度と

符合しない。 

さらに、申立期間の国民年金保険料を納付することが可能な別の国民年金手

帳記号番号の払出しについて、国民年金手帳記号番号払出簿の縦覧調査及び氏

名の別読み検索などを行ったが、申立人に別の手帳記号番号が払い出されたこ

とをうかがわせる事情等は見当たらなかった。 

加えて、申立人の国民年金加入手続及び国民年金保険料納付に関与したとす

る母は既に他界しており、申立期間の保険料納付をめぐる事情を酌み取ろうと

したが、新たな周辺事情等を見いだすことはできなかった。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、昭

和 39 年４月から同年９月までの国民年金保険料を納付していたものと認めら

れる。      



大阪厚生年金 事案 4618 

 

第１ 委員会の結論 

   事業主が社会保険事務所に届け出た標準報酬月額は、申立人が主張する標準

報酬月額であったと認められることから、申立人の申立期間に係る標準報酬月

額の記録を、平成９年４月から同年 12 月までは 53 万円、10 年１月から同年

６月までは 36 万円、同年７月から同年 10 月までは 41 万円に訂正することが

必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成９年４月１日から 10年 11月 21日まで 

    社会保険事務所から、「平成９年４月１日から 10年 11月 21日までの期間

の標準報酬月額が低すぎるのではないか。」との問い合わせを受けた。 

  社会保険庁の記録によると、私の知らない間に、当該期間の標準報酬月額

が引き下げられ、当初 36 万円から 53 万円あったものが、引下げ後は、18

万円から 26万円とされている。当時は自宅のローンだけで月に約 10万円支

払っており、そのような低い給与では生活できない。また、当時、Ａ社で取

締役をしていたが、同社から標準報酬月額を引き下げることについて説明は

なかった。 

既に年数も経過しているので、給与明細書等、当時の標準報酬月額を証明

する資料は残っていないが、調査の上、実際の給与に見合った標準報酬月額

に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険庁の記録によると、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、当初

申立人が主張する平成９年４月から同年 12 月までは 53 万円、10 年１月から

同年６月までは 36万円、同年７月から同年 10月までは 41万円と記録されて

いたところ、申立人がＡ社における厚生年金保険被保険者資格を喪失した同年

11 月 21 日から約６か月後の 11 年５月 19 日付けで、９年４月から 10 年３月

までは 26万円に、同年４月から同年 10月までは 18万円に遡及
そきゅう

して減額訂正

されていることが確認できる。 



また、社会保険庁の記録によると、同僚９人についても、申立人と同日に標

準報酬月額の遡及訂正が行われていることが確認できることに加え、連絡のと

れた同僚は、当該事実について何も知らなかった旨陳述している。 

さらに、社会保険庁の記録によると、申立人に係る遡及訂正は、過去の定時

決定（平成９年 10月１日及び 10年 10月１日。）及び随時改定（平成 10年１

月１日及び同年７月１日。）を超えて行われており、このうち２回の随時改定

については、遡及訂正により取り消され、新たに別途２回（平成９年４月１日

及び 10年４月１日。）の随時改定が追加される等不自然な処理が認められる。 

加えて、社会保険事務所から提出されたＡ社に係る不納欠損決議書によると、

同社は社会保険料を滞納していたことが確認できる(Ａ社が適用事業所で無く

なった日は、平成 11年６月 30日。)。 

このほか、申立期間当時の申立人に係る標準報酬月額が、遡及訂正後の金額

であったことをうかがわせる事情は見当たらない。 

なお、Ａ社の商業登記簿謄本によると、申立人は、平成７年５月 25 日から

10 年 11 月 20 日(退職日)まで同社の取締役に就任していたことが確認できる

ところ、当時の代表取締役から、「申立人は営業を管掌する取締役で、社会保

険事務には関わっていなかった。」旨陳述が得られたほか、社会保険事務所か

ら提出された、「債権みなし消滅の経過及び消滅に至った事由経過一覧表」に

おいて会社側の関係者として申立人の名前は見当たらない。 

以上の事実を総合的に判断すると、平成 11年５月 19日付けで行われた遡及

訂正処理は事実に即したものとは考え難く、申立人について、９年４月１日に

さかのぼって標準報酬月額の減額処理を行う合理的理由があったとは認めら

れないことから、当該減額処理に係る有効な記録訂正があったとは認められな

い。 

また、申立期間の標準報酬月額については、事業主が社会保険事務所に当初

届け出た、平成９年４月から同年 12 月までは 53 万円、10 年１月から同年６

月までは 36万円、同年７月から同年 10月までは 41万円と訂正することが必

要である。



大阪厚生年金 事案 4619                   

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認められるこ

とから、申立期間に係る脱退手当金の支給の記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

住    所 ：  

   

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 33年５月１日から 36年６月 18日まで 

② 昭和 36年 11月１日から 37年５月６日まで 

③ 昭和 37年６月１日から同年 12月 25日まで 

④ 昭和 38年６月１日から 39年８月 25日まで 

  社会保険事務所に厚生年金保険加入期間について照会申出書を提出した 

ところ、Ａ社、Ｂ社、Ｃ社及びＤ社における加入期間について、脱退手当

金支給済みとの回答を受けた。脱退手当金を請求した覚えは無い上、受給時

期がＤ社を退職してから３年も経ってからとなっていること、及び支給の証

拠となる脱退手当金裁定請求書等が残っていないことも納得できない。 

申立期間を厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間の脱退手当金は、申立期間の最終事業所であるＤ社の厚生年金保険

被保険者資格の喪失日から約３年後の昭和42年８月28日に支給決定されてお

り、事業主が申立人の委任を受けて代理請求したとは考え難い。 

   また、脱退手当金を支給する場合、本来、過去のすべての厚生年金保険被保

険者期間をその計算の基礎とするものであるが、申立期間①と②の間にあるＥ

社に係る被保険者期間については、その計算の基礎とされず、未請求となって

いる。しかしながら、申立人は、勤務期間は３か月弱と短かったものの当該事

業所の業務内容及び勤務当時の事情をよく覚えており、厚生年金保険被保険者

期間と認識していたことを踏まえると、当該期間についての請求を失念すると

は考え難い。 

これらの理由及びその他の事情なども含めて総合的に判断すると、申立人は、

申立期間に係る脱退手当金を受給したとは認められない。



大阪厚生年金 事案 4620  

 

第１ 委員会の結論 

   事業主は、申立人が昭和 36年７月１日に厚生年金保険被保険者の資格を

取得した旨の届出を社会保険事務所に行ったと認められることから、申立

人の厚生年金保険被保険者資格の取得日に係る記録を訂正することが必要

である。 

   なお、申立期間の標準報酬月額については 8,000 円とすることが妥当で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 13年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

  申 立 期 間 ：  昭和 36年７月１日から同年 12月１日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入記録を照会したところ、Ａ社の

資格取得日が昭和 36 年 12 月１日であるとの回答があった。高校卒業後

の 32年ごろから同社に勤務しており、手元には資格取得日が「36 年７月

１日」と記載された厚生年金保険被保険者証もあるので、申立期間につ

いて厚生年金保険被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断理由 

Ａ社の同僚の陳述内容から、申立人が申立期間において同社に継続して

勤務していたことが認められる。 

また、申立人は、昭和 36年７月１日を資格取得日とする厚生年金保険被

保険者証を所持している。 

さらに、社会保険事務所のＡ社に係る厚生年金保険被保険者名簿及び厚

生年金保険手帳記号番号払出簿を見ると、申立人に対し、上記被保険者証

に記載されている被保険者台帳記号番号と同一の昭和 36年７月１日を資格

取得日とする記号番号が記載されているところ、当該取得日については同

年 12月１日へと訂正されている。 

加えて、当該被保険者名簿及び当該払出簿の被保険者資格の取得訂正に



係る日付について、当該被保険者名簿には昭和 37 年３月 29 日とされてい

る一方、当該払出簿においては同年４月 21日と異なる日付が記載されてお

り、社会保険事務所における申立期間当時の記録管理が適正に行われてい

なかったこともうかがわれる。 

これらを総合的に判断すると、事業主は、申立人が昭和 32年７月１日に

被保険者資格を取得した旨の届出を社会保険事務所に行ったことが認めら

れる。 

なお、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和

36年 12月の社会保険事務所の記録から 8,000 円とすることが妥当である。



大阪厚生年金 事案 4621 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たと認められることから、申立人のＡ社における資格取得日に係る記録を昭和

43年 11月 25日、資格喪失日に係る記録を 44年４月９日とし、申立期間の標

準報酬月額を２万 8,000円とすることが妥当である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 14年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 43年 11月 25日から 44年４月９日まで 

私は、申立期間においてＡ社でＢ業務に従事していた。しかし、同じくＢ

業務従事者であった妻とＡ社Ｃ支社のＢ業務に従事していた弟には厚生年

金保険の記録があるのに、私の厚生年金保険の記録が無いので、申立期間を

厚生年金保険の加入期間と認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社の複数の同僚の陳述により、申立人は申立期間において同社で同僚と共

に交代でＢ業務に従事していたことが認められる。 

また、Ａ社に係る厚生年金保険被保険者名簿をみると、申立人と一緒に勤務

した弟及び妻には、入社日から退職日までの間の厚生年金保険の被保険者記録

が確認できる。 

さらに、申立期間当時、一緒に勤務していた同年齢の同僚及び同質のＢ業務

に従事していた同僚には、いずれもＡ社での厚生年金保険被保険者記録が確認

できる。 

加えて、申立期間当時の同僚で、後にＡ社の代表取締役に就任した者からは、

申立期間当時、社員はすべて厚生年金保険に加入させていたとの陳述が得られ

たほか、申立人及び同僚主張の当時の従業員数と、上記名簿で確認できる申立

期間当時の被保険者数がほぼ一致していることから、同社では、当時社員につ

いてはすべての者を厚生年金保険に加入させていたことがうかがわれる。 

これらを含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認められる。 



また、申立期間の標準報酬月額については、申立人と同時期に入社し同質の

業務に従事していた同僚の昭和 43年 11月の記録から、２万 8,000円とするこ

とが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、当時

の代表取締役は既に亡くなっており、役員の所在も不明なため確認できないも

のの、申立期間の厚生年金保険被保険者名簿の健康保険の整理番号に欠番は無

いことから、申立人に係る社会保険事務所の記録が失われたとは考えられない

上、仮に、事業主から申立人に係る資格取得届が提出された場合、その後に資

格喪失届も提出されたと考えられるところ、これらのいずれの機会においても

社会保険事務所が当該届出を記録しないとは考え難いことから、事業主は、社

会保険事務所へ申立てどおりの資格の取得及び喪失届を提出しておらず、その

結果、社会保険事務所は、申立人に係る昭和 43年 11月から 44 年３月までの

保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、申立期間に係る保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 



大阪厚生年金 事案 4622 

 

第１ 委員会の結論 

事業主が社会保険事務所に届け出た申立人の申立期間に係る厚生年金保険

の標準報酬月額は、申立人が主張する標準報酬月額であったと認められること

から、申立期間に係る標準報酬月額を 13 万 4,000 円に訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 14年生 

    住    所 ：  

     

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ：  平成 13年７月１日から 14年５月 20日まで 

私は、Ａ社で勤務していたが、申立期間の給与は 13万円であった。 

社会保険事務所からの連絡で、申立期間について、厚生年金保険の標準報

酬月額に係る記録が改ざんされたことを知った。 

改ざん前の正しい標準報酬月額に訂正してほしい。 

            

第３ 委員会の判断の理由 

   社会保険庁の記録において、申立人のＡ社における厚生年金保険の標準報酬

月額は、当初、申立期間については、13 万 4,000 円と記録されていたことが

確認できるところ、申立人が同社で被保険者資格を喪失した平成 14年５月 20

日以降の同年７月23日付けで、申立期間の標準報酬月額を９万8,000円に遡及
そきゅう

して引き下げて訂正されていることが確認できる。 

また、申立期間当時のＡ社での被保険者は、申立人と事業主の２名であるが、

事業主の標準報酬月額の記録も、申立人と同日付けで遡及
そきゅう

して引き下げて訂正

されていることが確認できる。しかし、社会保険事務所において、このような

遡及
そきゅう

により記録を訂正するという処理を行う合理的な理由は見当たらない。 

   これらを総合的に判断すると、申立人の申立期間の標準報酬月額について、

有効な記録訂正があったとは認められず、申立人の申立期間に係る標準報酬月

額は、事業主が社会保険事務所に当初届け出た標準報酬月額の記録から 13 万

4,000円に訂正することが必要と認められる。



大阪厚生年金  事案 4623 

 

第１ 委員会の結論 

事業主が社会保険事務所に届け出た標準報酬月額は、申立人が主張する標準

報酬月額であったと認められることから、申立期間の標準報酬月額を平成３年

６月から同年９月までは 50万円、同年 10月から４年 12月までは 53万円に訂

正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 20年生 

    住    所 ：  

    

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ：  平成３年６月から４年 12月まで 

    社会保険事務所の職員から、申立期間の標準報酬月額が８万円になってい

る旨の説明を聞いたが、当時の給与額は 50万円程度であった。 

私は、申立期間当時、Ａ社の役員ではあったが、実質的には一般従業員と

変わらず、社会保険手続にも関与していない。 

申立期間について、適正な標準報酬月額に訂正してほしい。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

   社会保険庁の記録において、申立人のＡ社における申立期間の標準報酬月額

は、当初申立人が主張する平成３年６月から同年９月までは 50万円、同年 10

月から４年 12月までは 53万円と記録されていたところ、当該事業所が適用事

業所に該当しなくなった日（平成５年１月 31 日、同日付けで申立人も被保険

者資格を喪失。）の後の５年３月２日付けで、申立期間の標準報酬月額を８万

円に遡及
そきゅう

して引き下げて訂正されていることが確認できる。しかし、社会保険

事務所において、このような遡及により記録を訂正するという処理を行う合理

的な理由は見当たらない。 

また、申立人は、Ａ社の取締役であったことが商業登記簿謄本で確認できる

ものの、同社の元事務担当者及び複数の同僚は、「申立人は、Ａ社では営業の

担当であり社会保険手続には関与していなかった。」と陳述している。 

   これらを総合的に判断すると、標準報酬月額に係る有効な記録訂正があった

とは認められず、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、事業主が社会保険

事務所に当初届け出た、平成３年６月から同年９月までは 50 万円、同年 10

月から４年 12月までは 53万円と訂正することが必要と認められる。



大阪厚生年金  事案 4624 

 

第１ 委員会の結論 

事業主が社会保険事務所に届け出た標準報酬月額は、申立人が主張する標準

報酬月額であったと認められることから、申立期間の標準報酬月額を平成５年

５月から同年７月までは 44万円、同年８月から６年１月までは 32万円、同年

２月及び同年３月は 26万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

    住    所 ：  

    

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ：  平成５年５月１日から６年４月 30日まで 

    社会保険事務所の職員から、申立期間の標準報酬月額が９万 8,000円にな

っている旨の説明を聞いた。 

申立期間当時は、Ａ社でＢ業務の仕事をしていて、社会保険の届出及び給

与計算などは担当しておらず、自分の標準報酬月額が９万 8,000円になって

いることは全く知らなかった。当時受け取っていた給与に比べ標準報酬月額

が低額とされているので、記録を訂正してほしい。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

   社会保険庁の記録において、申立人のＡ社における申立期間の標準報酬月額

は、当初申立人が主張する平成５年５月から同年７月までは 44 万円、同年８

月から６年１月までは 32万円、同年２月及び同年３月は 26万円と記録されて

いたところ、当該事業所が適用事業所に該当しなくなった日（平成６年 10 月

15日）の後の同年 12月９日付けで、申立期間の標準報酬月額を９万 8,000円

に遡及
そきゅう

して引き下げて訂正されていることが確認できる。しかし、社会保険事

務所において、このような遡及により記録を訂正するという処理を行う合理的

な理由は見当たらない。 

   これらを総合的に判断すると、標準報酬月額に係る有効な記録訂正があった

とは認められず、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、事業主が社会保険

事務所に当初届け出た標準報酬月額の記録から平成５年５月から同年７月ま

では 44万円、同年８月から６年１月までは 32万円、同年２月及び同年３月は

26万円とすることが必要と認められる。



大阪厚生年金 事案 4625  

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、Ａ社における申立人の被保険者記録のうち、申

立期間に係る資格喪失日（昭和 38年２月５日）及び資格取得日（昭和 39年２

月５日）を取り消し、申立期間の標準報酬月額を３万円とすることが必要であ

る。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名  ：  男 

基礎年金番号  ：  

生 年 月 日  ：  昭和 11年生 

住        所  ：   

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ：  昭和 38年２月５日から 39年２月５日まで 

平成８年の定年退職時に社会保険事務所で私の厚生年金保険の記録を照

会したところ、Ａ社勤務時の昭和 38年２月５日から 39年２月５日までの期

間が未加入になっていることが分かった。その時も、調査を申し入れたがそ

のままになっていた。しかしながら、未加入とされている期間についても同

社において途中で退職することもなく継続して勤務しており理解できない。

当時の保険料納付を示す資料は持っていないが、保険料は給与から控除され

ていた。申立期間を厚生年金被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、社会保険事務所の記録では、Ａ社において昭和 35 年７月１日に

厚生年金保険被保険者の資格を取得し、38 年２月５日に資格を喪失後、39 年

２月５日に同社において資格を再取得しており、申立期間の被保険者記録が無

い。 

しかし、申立人が申立期間もＡ社に勤務していたことは、社会保険事務所の

同社に係る厚生年金保険被保険者名簿から抽出した複数の同僚の陳述から推

定できる。 

また、申立期間当時のＡ社の専務取締役及び経理事務担当者は、申立期間の

厚生年金保険料を給与から控除していたと思われると回答している。 

さらに、Ｂ社（申立事業所の合併先事業所。）は、「当時の関係資料及び当時

の従業員がいないため詳細は不明だが、申立人が申立期間を含め当社を退職す

る平成３年１月１日まで継続して勤務していたと思われる。また、申立期間の

厚生年金保険料も申立人の給与から控除し納付していたと思われる。」と陳述



している。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人は、申立期間において、厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたものと認められる。 

また、申立期間に係る標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和

38年１月の社会保険事務所の記録から、３万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、事業主から申立人に係る被保険者資格の喪失届及び取得届が提出されてい

ないにもかかわらず、社会保険事務所がこれを記録することは考え難いことか

ら、事業主が社会保険事務所の記録どおりの資格の喪失及び取得の届出を行っ

ており、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る昭和 38 年２月から 39

年１月までの保険料について納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納

入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充当した場合又は

保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立期間に係る保険料を納付する

義務を履行していないと認められる。



大阪厚生年金 事案 4626 

 

第１ 委員会の結論 

   事業主は、申立人が昭和 39年１月 25日に厚生年金保険被保険者の資格を喪

失した旨の届出を社会保険事務所に行ったことが認められることから、申立人

のＡ社Ｂ支店における資格喪失日に係る記録を訂正することが必要である。 

なお、申立期間の標準報酬月額については、昭和 38 年１月から同年７月ま

では１万 8,000円、同年８月から同年 12月までは２万 2,000円とすることが

妥当である。 

    

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名  ：  女 

    基礎年金番号  ：   

    生 年 月 日  ：  昭和 14年生 

    住    所  ：   

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ：  昭和 38年１月 25日から 39年１月 25日まで 

    私は、昭和 34年７月 13日にＡ社に就職し、同社Ｂ支店に転勤した後、39

年１月 25 日に退職した。しかし、社会保険庁の記録では、38 年１月 25 日

に資格を喪失したこととされていることに納得がいかない。申立期間を厚生

年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出された在職証明書及び昭和 39 年退職簿により、申立人が同社

に 34年７月 13日に入社し、39年１月 25日に退職したことが確認できる。 

また、社会保険事務所が管理する申立人に係る厚生年金保険被保険者名簿で

は、申立人は、昭和 38年１月 25日に厚生年金保険被保険者資格を喪失してい

るにもかかわらず、同年８月に標準報酬月額の随時改定が行われたことが認め

られる。これらの記録を前提とすると、申立人が同年１月 25 日に厚生年金保

険被保険者資格を喪失する旨の届出を事業主が行ったとは考え難い。 

これらを総合的に判断すると、事業主は、申立人が昭和 39年１月 25日に厚

生年金保険被保険者の資格を喪失した旨の届出を社会保険事務所に行ったこ

とが認められる。 

なお、申立期間の標準報酬月額については、申立人に係る社会保険事務所の

記録により、昭和 38 年１月から同年７月までは１万 8,000円、同年８月から

同年 12月までは２万 2,000円とすることが妥当である。



大阪厚生年金  事案 4627 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社における資格取得日に係る記録を

昭和 37 年７月 25 日に、資格喪失日に係る記録を 38 年８月１日に訂正し、申

立期間の標準報酬月額を２万円とすることが必要である。 

 なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 11年生 

    住        所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 37年７月 25日から 38年８月１日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、Ａ

社に勤務した期間の加入記録が無い旨の回答を受けた。申立期間に同社で勤

務していたのは間違いないので、申立期間について、厚生年金保険被保険者

であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

元役員及び同僚の陳述から判断して、申立人が申立期間にＡ社に勤務してい

たことが推認できる。 

また、申立人と同時期に申立人と同じＡ社Ｂ部に勤務し、その後、Ｃ社の設

立に伴い、申立人と一緒に同社へ移籍した同僚は４人であるが、いずれも、申

立期間は、Ａ社において被保険者記録が確認できる。 

さらに、申立人及び同僚が陳述している申立期間当時のＡ社の従業員数と社

会保険事務所の記録上の厚生年金保険被保険者数がおおむね一致することか

ら、申立期間当時、同社においては、ほぼすべての従業員が厚生年金保険に加

入していたと考えられる。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立期間にＡ社において被保険

者資格を取得している申立人と同年代の元従業員に係る社会保険事務所の記



                    

  

録から、２万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、申立

期間の健康保険厚生年金保険被保険者名簿の健康保険整理番号に欠番が見当

たらないことから、申立人に係る社会保険事務所の記録が失われたとは考えら

れない上、仮に、事業主から申立人に係る被保険者資格の取得届が提出された

場合には、その後被保険者資格の喪失届も提出する機会があったこととなるが、

いずれの機会においても社会保険事務所が当該届出を記録しないとは考え難

いことから、事業主から当該社会保険事務所へ資格の取得及び喪失に係る届出

は行われておらず、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る昭和 37 年７

月から 38年７月までの保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、

申立人に係る申立期間の保険料を納付する義務を履行していないと認められ

る。



                    

  

大阪厚生年金 事案 4628 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ団体における資格取得日に係る記録

を昭和 29年７月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 6,000 円とするこ

とが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履

行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正９年生 

    住        所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 29年７月１日から 30年１月１日まで 

    厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所に照会したところ、申立期間の

加入記録が無い旨の回答を受けた。私は、Ｂ校に在籍していた昭和 29 年７

月１日からＡ団体にＥ職として任用され、厚生年金保険に加入していたのは

間違いないので、申立期間について、厚生年金保険被保険者であったことを

認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ団体が保管する労働者名簿及び被保険者名簿から、申立人が、申立期間に

同団体に勤務していたことが認められる。 

また、当該被保険者名簿において、申立人の厚生年金保険の資格取得日は、

申立てどおり、昭和 29年７月１日と記録されている。 

さらに、Ａ団体は、申立人について、「Ｂ校に在籍している期間は身分が保

障されており、申立期間も保険料を控除していたものと思われる。」と陳述し

ている。 

加えて、Ｂ校では、「本人の身分を完全に保証するのは、Ｃ職、Ｄ職及びＥ

職からである。」としているところ、同校が保管する記録によると、申立人は、

昭和 28 年 12 月 22 日にＣ職、29 年５月 27 日にＤ職、同年 12 月 21 日にＥ職

を受けていることが確認できることから、申立人は、申立人が所属するＡ団体

が適用事業所となった同年７月１日時点で厚生年金保険に加入していたもの



                    

  

と考えるのが自然である。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ団体における昭和

30年１月の社会保険事務所の記録から、6,000円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かについ

ては、これを確認できる関連資料及び周辺事情は無いことから、明らかでない

と判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所に対し

て行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いこ

とから、行ったとは認められない。



                    

  

大阪厚生年金  事案 4629 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間②の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社。）Ｄ工場におけ

る資格取得日に係る記録を昭和 32 年７月 23 日に訂正し、同年７月及び同年８

月の標準報酬月額を 6,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 12年生 

    住        所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 31年４月 20日から同年６月１日まで 

             ② 昭和 32年７月 23日から同年９月１日まで 

厚生年金保険の加入状況について社会保険事務所に照会したところ、Ａ社

に勤務した期間のうち、申立期間①及び②の加入記録が無いとの回答を受け

た。申立期間①については、昭和 31年４月に同社に入社後、すぐに同社Ｃ工

場で勤務しており、また、申立期間②については、同社Ｃ工場から同社Ｄ工

場に異動した時期であり、同社に継続して勤務していたので、申立期間①及

び②について、厚生年金保険被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間②については、同僚の陳述から判断すると、申立人が当該申立期間

もＡ社に継続して勤務し（昭和 32年７月 23日に同社Ｃ工場から同社Ｄ工場に

異動。）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められる。 

なお、社会保険事務所の記録では、Ａ社Ｄ工場は、昭和 32年９月１日に厚生

年金保険の適用事業所となっており、申立期間は適用事業所となっていない。

しかし、社会保険事務所の同社Ｃ工場及び同社Ｄ工場に係る健康保険厚生年金

保険被保険者名簿において、申立人と同様に同年７月 23日に同社Ｃ工場におい

て被保険者資格を喪失し、同年９月１日に同社Ｄ工場において被保険者資格を

取得した者が申立人を含め６人確認できること及び同僚の陳述内容から、同社



                    

  

Ｄ工場は、当時の厚生年金保険法に定める適用事業所の要件を満たしていたも

のと判断される。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｄ工場における昭

和 32年９月の社会保険事務所の記録から、6,000円とすることが妥当である。 

なお、事業主は、申立期間においてＡ社Ｄ工場が適用事業所の要件を満たし

ていながら、社会保険事務所に適用の届出を行っていなかったと認められるこ

とから、申立人の申立期間に係る保険料を納付する義務を履行していないと認

められる。 

申立期間①については、申立人は、当該申立期間にＡ社Ｃ工場で勤務し、厚

生年金保険に加入していたと申し立てている。 

しかし、社会保険事務所のＡ社Ｃ工場に係る健康保険厚生年金保険被保険者

名簿において、申立期間に被保険者記録が有る元従業員のうち所在が判明した

９人に照会したが、申立人が当該申立期間に同工場で勤務していたことを確認

することができなかった。 

また、Ｂ社は、申立期間当時の人事記録等の資料を保管していないほか、当

時のＡ社Ｃ工場の経理担当者二人は、死亡又は所在不明であり、申立人の勤務

実態及び厚生年金保険料控除の状況について確認することはできない。 

このほか、申立人の申立期間①に係る保険料控除を確認できる関連資料及び

周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主によ

り給与から控除されていたことを認めることはできない。



                    

  

大阪厚生年金  事案 4630 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社本店における資格取得日に係る記

録を昭和 21年４月１日に、資格喪失日に係る記録を 22年４月１日に訂正し、

申立期間の標準報酬月額を 600円とすることが必要である。 

   なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履

行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和３年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： ① 昭和 21年４月１日から同年８月１日まで 

              ② 昭和 22年１月１日から同年４月１日まで 

 厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所に照会したところ、Ａ社に勤

務した期間のうち、申立期間①及び②の加入記録が無い旨の回答を受けた。

同社には、昭和 20年４月に入社後、平成元年３月に退職するまで継続して

勤務していたので、申立期間①及び②について、厚生年金保険被保険者で

あったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

 Ａ社の人事記録及び同社事務担当者の陳述から判断すると、申立人が申立

期間①及び②において同社に継続して勤務し(昭和 21 年４月１日に同社Ｃ支

店から同社本店に異動、22 年４月１日に同社本店から同社Ｃ支店に異動。)、

申立期間①及び②に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことが認められる。 

 また、申立期間①の標準報酬月額については、申立人のＡ社本店における

昭和 21年８月の社会保険事務所の記録から 600円、申立期間②の標準報酬月

額については、申立人の同社本店における同年 12月の社会保険事務所の記録

から 600円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事

業主は納付したか否かは不明としており、これを確認できる関連資料及び周



                    

  

辺事情は無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業

主が申立てどおりの被保険者資格の取得日及び喪失日に係る届出を社会保険

事務所に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周

辺事情が無いことから、行ったとは認められない。



                    

  

大阪厚生年金 事案 4631 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人のＡ社における資格喪失日は、昭和 39年 10月１日であると認められ

ることから、申立期間③に係る厚生年金保険被保険者の資格喪失日に係る記録

を同日に訂正することが必要である。 

なお、昭和 39年３月から同年９月までの標準報酬月額については２万 2,000

円とすることが妥当である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：   

生 年 月 日 ： 昭和６年生 

住    所 ：   

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 21年４月から 22年４月 25日まで 

② 昭和 25年 10月 14日から 28年９月１日まで 

③ 昭和 39年３月 25日から同年 10月１日まで 

私は、Ｂ社に勤務していた申立期間①、Ｃ社に勤務していた申立期間②、

Ａ社に勤務していた申立期間③の厚生年金保険の加入記録が無く、納得でき

ない。 

なお、申立期間③のＡ社は昭和 39 年３月ごろに経営不振となり、事業主

も行方不明となったが、取引先が集まり、営業を続けることになった。多く

の社員が退職する中、私が会社に残り、取引先から派遣されてきた人たち等

と一緒に仕事を続けることになったが、うまくいかず、同年９月 30 日まで

勤務して退職した。申立期間の給料支払明細書もあるので、記録を訂正して

ほしい。 

            

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間③について、給料支払明細書及び事業主の二男並びに同僚の陳述か

ら、申立人がＡ社に勤務していたことが認められるものの、社会保険事務所の

記録では、昭和39年３月25日に厚生年金保険の被保険者資格を喪失している。 

一方、社会保険事務所の記録では、Ａ社は、昭和 39年３月 25日に厚生年金

保険の適用事業所では無くなった旨の処理がされているが、同日以降の同年

10月 10日付けで、申立人に係る被保険者資格の喪失日を同年３月 25日に遡及
そきゅう

訂正する手続が行われていることが確認できる。また、申立人以外の多数の被

保険者についても適用事業所では無くなった日以降に、被保険者資格の喪失日



                    

  

を遡及
そきゅう

訂正する手続が行われていることが確認できる。 

さらに、Ａ社に係る商業登記簿及び従業員の陳述内容から、同社は、申立期

間③当時も当時の厚生年金保険法に定める適用事業所の要件を満たしていた

ものと認められることから、当該適用事業所では無くなったとする処理を行う

合理的な理由は見当たらない。 

これらを総合的に判断すると、申立人について、昭和 39年３月 25日に資格

を喪失した旨の処理を行う合理的な理由は無く、当該喪失処理に係る記録は有

効なものとは認められないことから、申立人のＡ社における厚生年金保険被保

険者資格の喪失日は同年 10月１日であると認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 39 年６月分の給料支払明

細書の保険料控除から、２万 2,000円とすることが妥当である。 

申立期間①について、社会保険事務所が保管するＢ社に係る健康保険厚生年

金保険被保険者名簿の申立期間における健康保険の整理番号に欠番は無く、同

名簿の記載内容に不自然な点もうかがえない。   

また、Ｂ社の事業主は既に亡くなっており、申立人の申立期間における厚生

年金保険料の控除について確認することはできなかった。  

さらに、上記名簿において、申立期間に加入記録があり、連絡先が分かった

同僚に照会を行ったが、当該同僚からは、申立人の申立期間における勤務実態

及び厚生年金保険料の控除について確認することはできなかった。 

加えて、社会保険庁の記録において、申立人の氏名の読み方の違い等による

検索を行ったが、申立期間①に係る厚生年金保険被保険者としての記録は無い。 

申立期間②について、同僚の陳述から判断すると、申立人がＣ社において勤

務していたことが推認できる。 

しかしながら、社会保険庁の記録において、Ｃ社が厚生年金保険の適用事業

所となったのは、申立人が同社において厚生年金保険被保険者の資格を取得し

ている昭和 28年９月１日であり、申立期間は適用事業所となっていない。  

また、Ｃ社の事業主は既に亡くなっており、申立人の申立期間における厚生

年金保険料の控除について確認することはできなかった。  

さらに、社会保険庁の記録において、申立人の氏名の読み方の違い等による

検索を行ったが、申立期間②に係る厚生年金保険被保険者としての記録は無い。 

このほか、申立人が申立期間①及び②において事業主により給与から厚生年

金保険料を控除されていたことをうかがわせる事情等は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間①及び②に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。



                    

  

大阪厚生年金 事案 4632 

 

第１ 委員会の結論 

   事業主は、申立人が主張する昭和 22年 12月１日に厚生年金保険被保険者の

資格を喪失した旨の届出を社会保険事務所に行ったことが認められることか

ら、申立人のＡ社における厚生年金保険被保険者資格の喪失日に係る記録を訂

正することが必要である。 

なお、申立期間の標準報酬月額については 600円とすることが妥当である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

     生 年 月 日 ： 大正 10年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 21年９月から同年 11月１日まで 

             ② 昭和 22年４月１日から同年 12月１日まで 

             ③ 昭和 22年 12月１日から 23年 11月１日まで 

             ④ 昭和 24年 12月 30日から 25年３月まで 

    私は、昭和 21年９月から 22年 12 月１日までＡ社に勤務していたが、申

立期間①及び②において厚生年金保険の未加入期間とされている。その後、

Ｂ社に同年 12月１日から 25年３月まで勤務していたが、申立期間③及び④

において厚生年金保険の未加入期間とされている。これらの期間が厚生年金

保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由  

申立期間②について、同僚の陳述から、申立人が申立期間のうち、昭和 22

年４月１日から同年 12月１日までＡ社に勤務していたことが認められる。 

また、社会保険事務所が保管するＡ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者

名簿を見ると、申立人を含む従業員４人について資格喪失日は昭和 22 年４月

１日と記録されている一方で、標準報酬月額の変せん欄には資格喪失後の同年

６月１日付けで標準報酬月額が随時改定された記録があり、その後取消訂正の

形跡も見られないなど、不合理な記録となっており、社会保険庁における記録

管理が適切に行われていなかったことがうかがえる。 

これらのことから、当該事業所では、これら４人は、被保険者として在籍し

ていたことを踏まえ、かかる標準報酬月額の変更届を行ったものと考えられ、



                    

  

申立人について、昭和 22 年４月１日に厚生年金保険被保険者資格を喪失した

旨の記録に合理的理由は確認できず、当該喪失処理に係る記録は有効なものと

は認められないことから、申立人の資格喪失日は、申立人の主張する同年 12

月１日であると認められる。 

なお、昭和 22年４月から同年 11月までの標準報酬月額については、申立人

のＡ社に係る同年６月の上記名簿の記録から、600円とすることが妥当である。 

申立期間①について、当該事業所は昭和 23 年 12月 30日に適用事業所で無

くなっているほか、事業主は所在不明のため、保険料控除等について確認でき

ない。 

また、上記名簿から抽出調査し回答のあった同僚は、「自分は昭和 21 年４

月に入社したが、厚生年金保険に加入したのは申立人と同じ同年 11 月１日か

らである。」と陳述していることから、申立期間においてＡ社ではすべての従

業員を入社と同時に厚生年金保険に加入させていた訳ではなかったことがう

かがわれる。 

このほか、申立人が申立期間①において、事業主により給与から厚生年金保

険料を控除されていたことをうかがわせる事情等は見当たらない。 

申立期間③及び④について、昭和 23 年５月ごろに入社し、同年５月１日か

ら 25 年３月１日まで厚生年金保険被保険者記録のある同僚が、「申立人は自

分より後で退職した。」と陳述していることから、在職期間は特定できないも

のの申立人の申立期間④の在職は推認できる。 

しかし、申立期間③において社会保険事務所が保管するＢ社に係る健康保険

厚生年金保険被保険者名簿において健康保険の整理番号に欠番は無く、また、

同名簿の記載内容に不自然な点もうかがえない。 

さらに、Ｂ社が厚生年金保険の適用事業所となったのは昭和 23 年５月１日

であることから、申立期間③のうち、22 年 12 月から 23 年４月までの期間は

適用事業所ではない。 

加えて、Ｂ社の申立期間当時の事業主は所在不明であるほか、所在が判明し

た同僚の調査結果においても申立人の当該期間における厚生年金保険料の控

除について確認することはできなかった。 

また、社会保険庁の記録において、申立人の氏名の読み方の違い等による検

索を行ったが、当該期間に係る厚生年金保険被保険者としての記録は無い。 

このほか、申立人が申立期間③及び④において、事業主により給与から厚生

年金保険料を控除されていたことをうかがわせる事情等は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間①、③及び④に係る厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。



                    

  

大阪厚生年金 事案 4633 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社Ｂ部における資格取得日に係

る記録を昭和 48年７月３日に、資格喪失日に係る記録を 49年１月 21日に訂

正し、申立期間の標準報酬月額を３万円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

     生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 48年７月３日から 49年１月 21日まで 

私は、Ａ社Ｂ部で、昭和 46年７月６日から 47年１月 20日までの期間及

び 48年７月３日から 49年１月 20日までの期間において、２回パートタイ

マーとして勤務した。 

しかし、社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したとこ

ろ、最初に勤務した期間については厚生年金保険の加入記録が確認できたも

のの、２回目に勤務した申立期間の加入記録は確認できなかった。 

Ａ社Ｂ部には２回とも同じ雇用形態で勤務したにもかかわらず、２回目に

勤務した申立期間について厚生年金保険の被保険者記録が無いのは納得で

きない。 

  

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の記録から、申立人はＡ社Ｂ部に昭和 48年７月３日から 49年１月

20日まで勤務していたことが確認できる。 

また、申立期間当時に当該事業所にパートタイマーとして勤務し、申立人と

同種の業務に従事していた多数の同僚には、厚生年金保険の被保険者としての

記録が確認でき、これらの同僚の中には被保険者期間が５か月と短期間の者も

含まれていることから、当該事業所においては、パートタイマーであっても厚

生年金保険被保険者としての資格要件を具備する者については、資格取得手続

を行っていたことがうかがわれる。 



                    

  

さらに、申立人は、最初にＡ社Ｂ部に勤務した際には、当該Ｂ部で資格を取

得していることから、２回目の勤務である申立期間についても１回目と同様に

社会保険への加入を希望し、加入したはずであると申し立てていることについ

ては特段の不合理な点はうかがわれない。 

加えて、Ａ社本社は、「申立期間当時のことは不明であるが、現在は、従業

員の意思に関係なくパートタイマーで資格要件を満たす者はすべて資格取得

手続を行っている。」としているところ、申立期間当時の複数の同僚からは、

「当時、パートタイマーの勤務時間、業務内容は全員同じようなものであった。

パートタイマーであっても入社当初から社会保険には加入していた。」旨陳述

が得られ、これらの者には、いずれも当該Ｂ部において資格を取得しているこ

とが確認できるほか、社会保険事務所が保管するＡ社Ｂ部に係る健康保険厚生

年金保険被保険者名簿を見ると、申立期間当時において、本来、資格取得日の

順で記録されるべきところ、さかのぼった日付けで資格取得手続が行われてい

る被保険者が散見されることから、当時、当該Ｂ部の資格取得手続において何

らかの事務的過誤が生じていた可能性がうかがわれる。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、同時期に資格を取得している同

職種（パートタイマー）の同僚の標準報酬月額から、３万円とすることが妥当

である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は不明としているが、申立期間の健康保険厚生年金保険被保険者名簿の整理

番号に欠番が見当たらないことから、申立人に係る社会保険事務所の記録が失

われたとは考えられない上、仮に、事業主から申立人に係る被保険者資格の取

得届が提出された場合には、その後被保険者資格の喪失届も提出する機会があ

ったこととなるが、いずれの機会においても社会保険事務所が当該届出を記録

しないとは考え難いことから、事業主から社会保険事務所へ資格の取得及び喪

失に係る届出は行われておらず、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る

昭和48年７月から同年12月までの保険料について納入の告知を行っておらず、

事業主は、申立期間に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められ

る。



                    

  

大阪厚生年金 事案 4634 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係る記録を

昭和 28 年１月７日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 6,000 円とすること

が必要である。 

   なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履

行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正２年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 27年 12月 30日から 28年１月７日まで 

社会保険庁の記録では、昭和 27年 12月の１か月が厚生年金保険の未加入

期間となっている。 

しかし、私は、Ａ社の上司の指示により同社役員が設立したＢ社に移った

だけであり、業務内容及び勤務形態の変更も無く、継続して両社に勤務して

いたので、申立期間を厚生年金保険被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人と共にＡ社からＢ社に移籍した同僚 34 人の厚生年金保険被保険者記

録及び複数の同僚の陳述から判断すると、申立人は、Ａ社及び同社関連会社の

Ｂ社に継続して勤務し（昭和 28 年１月７日にＡ社からＢ社に移籍。）、申立期

間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認め

られる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和 27

年 11月の社会保険事務所の記録から、6,000円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かについ

ては、Ａ社は昭和 32 年３月６日に適用事業所では無くなっており、当時の事

情を確認できる役員等も見当たらず、ほかに確認できる関連資料及び周辺事情

は無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立てどおりの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険事務所に対し

て行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いこ

とから、行ったとは認められない。



                    

  

大阪厚生年金 事案 4635 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、昭和 59年 10月の厚生年金保険料を事業主によ

り給与から控除されていたことが認められることから、申立人のＡ社における

資格喪失日に係る記録を同年 11 月１日とし、同年 10 月の標準報酬月額を 22

万円とすることが必要である。 

  なお、事業主が申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務を履

行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男（死亡） 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和３年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 53年８月から 56年５月 31日まで 

             ② 昭和 58年７月 26日から 59年７月１日まで 

             ③ 昭和 59年 10月から 63年 12月まで 

    社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況を照会したところ、Ｂ事業所に

勤務していた期間(申立期間①)及びＣ事業所に勤務していた期間(申立期間

②)については記録が無く、また、Ａ社に勤務していた期間のうち、昭和 59

年 10 月から 63 年 12 月までの期間(申立期間③)の加入記録が無いとの回答

をもらった。給与明細書等は無いが、これらの事業所に勤務していたのは間

違いないので、申立期間について厚生年金保険の被保険者であったことを認

めてほしい。 

（注）申立ては、申立人の妻が、死亡した申立人の年金記録の訂正を求めて

行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間③については、Ａ社の「昭和 59年 11月度取締役会報告事項」の人

事事項の記載から、申立人は、昭和 59年 10 月 31日まで同社で勤務していた

ことが確認できる。 

また、Ａ社は、「申立人は昭和 59年 10月 31日まで勤務していた。」として

いる上、事業主は、「昭和 59年 10月 31日まで勤務しているのであれば、同年

10月の保険料は通常控除されている。」と陳述している。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人は、申立期間のうち、昭和 59年 10月の厚生年金保険料を事業主により給



                    

  

与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間③のうち、昭和 59年 10月に係る標準報酬月額については、

申立人のＡ社における同年９月の社会保険事務所の記録から、22 万円とする

ことが妥当である。 

   なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かについ

ては、事業主は不明としており、これを確認できる関連資料及び周辺事情は無

いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

   また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立てどおりの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険事務所に対し

て行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いこ

とから、行ったとは認められない。 

   一方、申立期間③のうち、昭和 59年 11月１日から 63年 12月までの期間に

ついては、上記のとおり、申立人のＡ社における退社日は 59年 10 月 31日で

あることが確認でき、また、同社に係る厚生年金保険被保険者名簿から 60 年

９月１日に入社したことが確認できる従業員は、「私が入社した時には、申立

人は既にＡ社に勤務していなかった。」と陳述している。 

   このほか、申立人が申立期間③のうち、昭和 59 年 11 月１日から 63 年 12

月までの期間において、事業主により給与から厚生年金保険料を控除されてい

たことをうかがわせる事情等は見当たらない。 

申立期間①については、申立人の妻は、申立人が昭和 53年８月から 56年５

月 31日まで、家族全員住み込みでＢ事業所に勤務していたと申し立てている。 

   しかしながら、Ｂ事業所は、社会保険事務所において厚生年金保険の適用事

業所としての記録は無い。 

また、Ｄ社本社は、Ｂ事業所について、「法人では無い小規模の個人組織で

あり、社会保険の適用事業所では無かったようである。」と回答しており、同

事業所の事業主は、既に死亡しているため、申立人のＢ事業所における勤務の

状況及び厚生年金保険料の控除について確認することができない。 

さらに、Ｂ事業所は昭和 51 年４月１日に雇用保険の適用事業所となってい

るが、申立人の雇用保険の記録は見当たらない。 

申立期間②については、Ｃ事業所の当時の事業主が、「申立人を覚えている。

事業所に住み込みで勤務してもらっていた。」と陳述しており、申立人が勤務

していたことが認められる。 

しかしながら、Ｃ事業所は、社会保険事務所において厚生年金保険の適用事

業所としての記録が無く、また、公共職業安定所において雇用保険の適用事業

所としての記録も無い。 

さらに、Ｃ事業所の当時の事業主は、「申立期間については、厚生年金保険

には加入していなかった。給与から控除していたのは所得税だけである。」と

陳述している。 

このほか、申立人の申立期間①及び②における厚生年金保険料の控除を確認

できる関連資料及び周辺事情は無い。 



                    

  

これらの事実及びこれまでの収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間①、②及び③の昭和 59 年 11

月１日から63年12月までの期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていたと認めることはできない。



 

 

大阪厚生年金 事案 4636 

 

第１ 委員会の結論 

事業主が社会保険事務所に届け出た標準報酬月額は､申立人が主張する標

準報酬月額であったと認められることから、申立人の平成２年９月から６年

１月までの標準報酬月額を 53万円に訂正することが必要である。 

また、申立人のＡ社における厚生年金保険被保険者の資格喪失日は、平成

６年３月８日であると認められることから、申立期間について厚生年金保険

被保険者資格の喪失日に係る記録を訂正する必要がある。 

なお、申立人の平成６年２月の標準報酬月額については、53万円とするこ

とが妥当である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 20年生 

住 所 ：  

         

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： ① 平成２年９月１日から６年２月 28日まで 

             ② 平成６年２月 28日から同年３月８日まで  

    私は、Ａ社で勤務していた期間の標準報酬月額が引き下げられているこ

とを社会保険事務所の個別訪問調査によって知らされた。当時の給与明細

書も保管しており、役員としての期間に同社で受け取っていた給与は約

100 万円だったので、標準報酬月額が９万 8,000 円となっていることに納

得できない。調査の上、正しい標準報酬月額及び被保険者期間に訂正して

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①については、社会保険庁の記録では、当初、申立人の申立期間

に係る標準報酬月額は 53万円と記録されていたところ、当該事業所が適用事

業所に該当しなくなった平成６年２月 28 日以後の同年３月８日付けで２年

９月１日に遡及
そきゅう

して標準報酬月額が９万 8,000 円に引き下げられていること

が確認できる。 

また、閉鎖登記簿謄本から、申立人は当初は役員ではなく、平成５年１月



 

 

からＡ社の役員に就任しているが、担当についてはＢ業務であったと陳述し

ており、当時、同社を顧問先としていた税理士事務所に勤務し、その後、Ａ

社のグループ企業に雇用された同僚も、「申立人は経理、総務の担当役員では

なかった。」と陳述していることから、申立人が当該訂正処理に関与していた

とは考え難い。 

これらを総合的に判断すると、当該事務処理を行う合理的な理由は無く、

標準報酬月額に係る有効な記録訂正があったとは認められず、申立人の申立

期間①に係る標準報酬月額は、事業主が社会保険事務所に当初届け出た標準

報酬月額の記録から 53万円とすることが必要と認められる。 

申立期間②については、社会保険庁の記録において、当該事業所が適用事

業所に該当しなくなった平成６年２月 28日以後の同年３月８日付けで、申立

人に係る被保険者資格の喪失日を同年２月 28 日とする遡及訂正処理が行わ

れていることが確認できる。また、申立人以外の多数の被保険者についても

適用事業所に該当しなくなった日以降に、被保険者資格の喪失日を遡及訂正

する手続が行われていることが確認できる。 

さらに、雇用保険の記録及び申立人が保管していた給与明細書により、申

立人は、上記の訂正処理が行われた平成６年３月８日以降も当該事業所に継

続して勤務していることが確認できることから、少なくとも訂正処理日（平

成６年３月８日）までは、当該事業所は厚生年金保険の適用事業所の要件を

満たしていたものと認められ、同年２月の厚生年金保険料も訂正前の標準報

酬月額に見合った額を控除されていることが確認できる。 

このようにさかのぼって資格の喪失処理を行う合理的な理由は見当たらず、

社会保険事務所において事実に反する処理が行われたことが認められる。 

これらを総合的に判断すると、上記資格喪失に係る記録は有効なものとは

認められず、申立人の資格喪失日は、勤務の実態があったと認められる訂正

処理日の平成６年３月８日であると認められる。 

また、申立期間②の標準報酬月額については、申立人のＡ社に係る給与明

細書の保険料控除額から 53万円とすることが妥当である。



 

 

大阪厚生年金 事案 4637 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たと認められることから、申立人のＡ事業所における資格喪失日（昭和 25 年

12月 14日）及び資格取得日（昭和 27年３月 12日）を取り消し、申立期間の

標準報酬月額を 8,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

   

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和６年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 25年 12月 14日から 27年３月 12日まで 

     昭和 25年６月にＢ事業所にＣ職で就職した。同年 12月に勤務していた事

務所が移転し、Ｄ市Ｅ区にあったＦ建物の事務所で勤務したが、社会保険事

務所に年金加入期間について照会したところ、同年 12月から 27年３月まで

の厚生年金保険の加入記録が無い。 

    Ｂ事業所に継続して勤務していたことは間違いないので、申立期間を厚生

年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、社会保険事務所の記録では、Ｂ事業所に労務を提供するＡ事業所

において昭和 25 年６月 23 日に厚生年金保険の資格を取得し、同年 12 月 14

日に資格を喪失後、27年３月 12日に同事業所において再度資格を取得してお

り、25年 12月から 27年２月までの申立期間の被保険者記録が無い。 

   しかし、同僚の陳述内容から、申立人が申立期間においてＡ事業所に継続し

て勤務していたことが認められる。 

また、Ｂ事業所でＧ職をしていた同僚は、「申立人は、事務所が移転する前

から私の仕事のヘルパーとして常に同じチームで働いていた。申立人とは事務

所が移転する際、一緒に異動した。」と陳述しており、申立人は、申立期間に

おいて業務内容等に変化が無かったものと考えられる。 

さらに、Ｂ事業所で申立人と同じＣ職をしていた同僚は、「申立人とは事務



 

 

所が移転した際、同じチームになり、知り合った。私は申立人と同じ仕事をし

ていた。」と陳述している。 

加えて、社会保険庁の記録では、上記の同僚二人の厚生年金保険の加入記録

は、事務所が移転した前後の期間を通じて継続していることが確認できる。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人は申立期間において、厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたものと認められる。 

   また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ事業所における昭和

25年 11月及び 27年３月の社会保険事務所の記録から、8,000円とすることが

妥当である。 

なお、申立人に係る事業主による納付義務の履行については、事業主から申

立人に係る被保険者資格の喪失届及び取得届が提出されていないにもかかわ

らず、社会保険事務所がこれを記録することは考え難いことから、事業主が社

会保険事務所の記録どおりの資格の喪失及び取得の届出を行っており、その結

果、社会保険事務所は、申立人に係る昭和 25年 12月から 27年２月までの保

険料について納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を行っ

たものの、その後に納付されるべき保険料に充当した場合又は保険料を還付し

た場合を含む。）、事業主は、申立期間に係る保険料を納付する義務を履行して

いないと認められる。 

 



大阪国民年金 事案 3475 

 

第１ 委員会の結論 

      申立人の昭和 38年４月から 39年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２  申立の要旨等 

    １  申立人の氏名等 

        氏    名 ： 女 

        基礎年金番号 ：  

生 年 月 日       ： 昭和 12年生 

        住    所 ：  

 

    ２  申立内容の要旨 

        申 立 期 間       ： 昭和 38年４月から 39年３月まで 

        昭和 36 年４月ごろ、Ａ市役所から国民年金に加入するよう勧められ、夫

が同市Ｂ区役所で夫婦二人分の加入手続を行った。 

加入後、夫婦のいずれかが、毎月集金人に申立期間の夫婦二人分の国民年

金保険料を納付し、その際、国民年金手帳に検認印を押してもらっていた記

憶はあるが、納付金額は覚えていない。 

夫婦二人分の保険料を一緒に納付していた記憶があるにもかかわらず、申

立期間について、夫は納付済みとなっているが、私の分だけが未納と記録さ

れていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 36 年４月ごろに夫婦一緒に国民年金に加入し、申立期間の

夫婦二人分の国民年金保険料を申立人又はその夫が、毎月、集金人に納付して

いたと申し立てている。 

しかし、申立人の国民年金手帳記号番号は、昭和 42 年２月ごろにその夫と

連番で払い出されており、この手帳記号番号を使用して申立期間の保険料は、

制度上、時効により納付することができない。 

また、申立人の夫に対しては、昭和 38 年ごろにＡ市で上述の手帳記号番号

とは別の手帳記号番号が払い出されており、申立人の夫の申立期間の保険料は、

同手帳記号番号で納付されたことが確認できる。 

さらに、申立人に係る旧姓を含む複数の氏名別読みによる検索及び申立期間

当時に申立人が居住していた住所地を管轄する社会保険事務所が保管する国

民年金手帳記号番号払出簿の内容の調査、確認をしたが、申立人に対して別の

手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情は見当たらない。 



加えて、申立人又はその夫が、申立人の申立期間の保険料を納付していたこ

とを示す関連資料（家計簿、確定申告書控等）は見当たらない。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が、申立期間の国民年金

保険料を納付したものと認めることはできない。 



大阪国民年金 事案 3476 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 42年４月から同年６月までの期間、46年４月から 48年 12月

までの期間及び 60 年６月から同年９月までの期間の国民年金保険料について

は、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 19 年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 42 年４月から同年６月まで 

②  昭和 46 年４月から 48 年 12 月まで 

③  昭和 60 年６月から同年９月まで 

    結婚前の私の国民年金保険料は、母が納付してくれていたが、昭和 42年

３月に結婚した後は、私が、Ａ市Ｂ区の自宅に定期的に来る集金人に夫婦二

人分の保険料を納付していた（申立期間①及び②）。 

申立期間②について、２年以上も保険料が未納とされていることは考えら

れず、私が所持する国民年金手帳の右側のページが割印の上、切り取られて

いることが納付した証拠であると思う。 

私が会社勤めをしていた時に夫の国民年金保険料を昼休みに金融機関で

納付していたことがあるので、私の申立期間③の保険料も同様に納付してい

たと思う。 

申立期間①、②及び③について、納付記録が無く、未納とされていること

に納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①について、申立人は、昭和 42 年３月の結婚後、Ａ市Ｂ区の自宅

で、申立人が夫婦二人分の保険料を一緒に集金人に納付していたと申し立てて

いる。 

しかし、申立人の国民年金手帳記号番号は、昭和 44 年１月ごろに夫婦連番

で払い出されており、この手帳記号番号を使用して、申立期間①の保険料は現

年度納付できず、現年度保険料しか取り扱わない集金人に納付することはでき

ないことから、申立人の陳述と符合しない。 

また、申立人の結婚前の保険料納付に使用されていた手帳記号番号は、上述

の手帳記号番号とは別に、昭和 39 年ごろに申立人の実家があるＣ県で払い出

された上、55 年１月ごろに上述の手帳記号番号に統合されて取り消されたこ

とが申立人に係る特殊台帳などで確認できるところ、当該手帳記号番号は統合



されるまでＡ市に住所変更がなされていなかったものと推認され、同手帳記号

番号を使用して申立期間①の保険料は、Ａ市では納付できなかったと考えるの

が自然である。 

さらに、申立人に係る氏名別読みによる検索及び申立期間当時に申立人が居

住していたとする住所地を管轄する社会保険事務所が保管する国民年金手帳

記号番号払出簿の内容の調査、確認をしたが、申立人に対してこれ以外に別の

手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情は見当たらない。 

次に、申立期間②について、申立人は、申立期間①と同様に自宅に来る集金

人に夫婦二人分の保険料を納付しており、申立人が所持する国民年金手帳の右

側のページが割印の上、切り取られていることが納付したことを示すものであ

ると申し立てている。 

しかし、Ｄ市では、昭和 48 年度までの保険料収納は、印紙検認方式で行っ

ていたとしているところ、申立人が所持する国民年金手帳（昭和 42 年度から

47 年度までの検認印欄があるもの。）を見ると、申立期間②を含む 46 年度及

び 47年度の欄に検認印は押されていない。 

また、市町村は制度上、印紙検認による保険料収納を行っていた当時、保険

料が納付された場合、国民年金手帳の印紙検認台紙（右ページ）の当該納付月

欄に国民年金印紙を貼付
ちょうふ

して検認印による印紙の消し込みを行うとともに、検

認記録欄（左ページ）の当該納付月欄に検認印を押すが、年度経過後は保険料

の納付が無くても印紙検認台紙欄を切り取って回収するという取扱いを行う

こととされていたところ、Ｄ市においても、申立期間当時、国民年金保険料の

収納に当たって、上述の取扱いを行っていたとしている。 

さらに、申立期間②直後の昭和 49年１月から 50年３月までの保険料は、51

年８月に過年度納付していることが確認できるところ、この時点において、申

立期間②の保険料は時効により納付することはできない。 

次に申立期間③について、申立人は、夫の保険料と一緒に自身の保険料を納

付していたと申し立てている。 

しかし、申立人に係る国民年金加入記録をみると、昭和 55 年９月に国民年

金の資格を喪失し、平成４年６月ごろに国民年金に再加入している。再加入し

た同年６月に、当該未加入期間のうち、昭和 60 年６月から同年９月まで（申

立期間③）の期間が、国民年金の被保険者期間（同期間の国民年金保険料は未

納と記録。）に資格の記録が訂正されていることが確認できる。 

上述のとおり、申立期間③当時、申立人は国民年金未加入期間であり、制度

上、市町村から現年度納付書は送付されないため、保険料を現年度納付するこ

とはできず、また、資格の記録が訂正された時点においては、制度上、時効に

より納付することはできない。 

加えて、申立人が申立期間①、②及び③の保険料を納付していたことを示す

関連資料（家計簿、確定申告書控等）は無く、申立期間①、②及び③の保険料

が納付されていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金保

険料を納付していたものと認めることはできない。



大阪国民年金 事案 3477 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 46 年４月から 48 年 12 月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 20年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 46年４月から 48年 12月まで 

私が昭和 42 年３月に結婚したとき、妻がＡ市Ｂ区役所で私の国民年金の

加入手続をしてくれ、加入後は、妻が自宅に来る集金人に夫婦二人分の国民

年金保険料を納付してくれていた。妻は集金人に保険料を納付しており、申

立期間について、２年以上も保険料が未納とされていることは考えられず、

私が所持する国民年金手帳の右側のページが割印の上、切り取られているこ

とが納付した証拠であると思う。申立期間について、納付記録が無く、未納

とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間の国民年金保険料は、妻が自宅に来る集金人に納付して

おり、申立人が所持する国民年金手帳の右側のページが割印の上、切り取られ

ていることが納付したことを示すものであると申し立てている。 

   しかし、Ｃ市では、昭和 48 年度までの保険料収納は、印紙検認方式で行っ

ていたとしているところ、申立人が所持する国民年金手帳（昭和 42 年度から

47 年度までの検認印欄があるもの。）を見ると、申立期間を含む 46 年度及び

47年度の欄に検認印は押されていない。 

   また、市町村は制度上、印紙検認による保険料収納を行っていた当時、保険

料が納付された場合、国民年金手帳の印紙検認台紙（右ページ）の当該納付月

欄に国民年金印紙を貼付
ちょうふ

して検認印による印紙の消し込みを行うとともに、検

認記録欄（左ページ）の当該納付月欄に検認印を押す。年度経過後は保険料の

納付が無くても印紙検認台紙欄を切り取って回収するという取扱いを行うこ

ととされていたところ、Ｃ市においても、申立期間当時、国民年金保険料の収

納に当たって、上述の取扱いを行っていたとしている。 



さらに、申立期間直後の昭和 49 年１月から 50 年３月までの保険料は、51

年８月に過年度納付していることが確認できるところ、この時点において、申

立期間の保険料は時効により納付することはできない。 

加えて、申立人は保険料納付に直接関与しておらず、夫婦二人分の保険料を

納付していたとする申立人の妻も申立期間の保険料は未納である。 

このほか、申立人の妻が申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資

料（家計簿、確定申告書控等）は無く、申立期間の保険料が納付されていたこ

とをうかがわせる周辺事情は見当たらない。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金保

険料を納付していたものと認めることはできない。



大阪国民年金 事案 3478 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 36年４月から 46年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ：  昭和 14年生 

    住    所 ：   

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 36年４月から 46年３月まで 

    私は、結婚した翌年の昭和 42 年ごろ、Ａ市の集金人に国民年金の加入を

勧められ、加入手続をした。 

国民年金に加入後、しばらく経った昭和 46年ごろ、集金人から、「今なら、

特例納付により過去にさかのぼって国民年金保険料をすべて納付すること

ができる。」と聞いたので、私が、夫婦二人分の過去の未納分の国民年金保

険料をすべてさかのぼって集金人に納付した。 

保険料をさかのぼって納付したのはこの一回だけであったが、納付金額は

覚えていない。 

未納とされている申立期間の保険料は納付したはずなので、納付済期間と

して認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、国民年金に加入後、しばらく経った昭和 46年ごろ、集金人から、

特例納付により過去の未納期間の国民年金保険料をすべてさかのぼって納付

できると聞き、申立人が、夫婦二人分の保険料をさかのぼって集金人に納付し

たと申し立てている。 

しかし、申立期間のうち、昭和 38年７月から 43年３月までの期間について

は、申立人が一緒に未納期間の保険料をさかのぼって納付したとする申立人の

妻も未納である上、Ａ市では、当時、集金人が過年度納付及び特例納付に係る

国民年金保険料を収納することは無かったとしており、集金人に申立期間の夫

婦二人分の保険料を特例納付したとする申立人の陳述と符合しない。 

また、申立人は、申立期間の保険料を特例納付した際の納付金額についての

記憶は無く、申立期間の保険料の納付方法などについての陳述が変遷するなど、



申立人の申立期間当時の保険料納付などに関する記憶は定かでない。 

さらに、申立人に係る特殊台帳及びＡ市の国民年金被保険者名簿には、申立

人が申立期間の保険料を特例納付したことを示す事跡
じ せ き

は見当たらない。 

加えて、申立人が、申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料（家

計簿、確定申告書控等）は無く、ほかに申立期間について申立人の保険料が納

付されていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人は申立期間の国民年金保

険料を納付していたと認めることはできない。



大阪国民年金 事案 3479 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 37年６月から 46年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 14年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 37年６月から 46年３月まで 

私は、昭和 37 年３月に結婚したが、そのころ夫が、Ａ市Ｂ区役所で私の

国民年金の加入手続をしてくれた。 

夫は、昭和 56 年に亡くなり、詳しい事情は聞いていないが、申立期間を

含む、Ａ市Ｂ区に住んでいたときの私の国民年金保険料は、夫が自宅近くの

作業場に来る集金人に、夫の分の保険料と一緒に納付していたと夫から聞い

ていた。 

それなのに、申立期間の保険料について、私だけが未納と記録されている

ことに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  申立人は、結婚した昭和 37 年３月ごろに、申立人の夫が申立人の国民年金

加入手続を行い、夫が、申立人の申立期間の国民年金保険料を夫の分と一緒に

集金人に納付していたと申し立てている。 

しかし、申立人が所持する国民年金手帳記号番号は、国民年金手帳記号番号

払出簿から昭和 41 年度の特別適用対策で払い出され、国民年金手帳の発行日

欄から早くても昭和 41 年６月に払い出されたものと推定される。この時点に

おいて、申立期間のうち、同年３月以前の保険料は現年度納付できず、一部期

間の保険料は、制度上、時効により納付することができない。 

また、Ａ市では、申立期間当時の保険料収納は、印紙検認方式で行っていた

としているところ、申立人が所持する国民年金手帳には、申立期間直後の昭和

46 年４月から同年９月までの印紙検認記録欄に検認印が確認できるものの、

申立期間の印紙検認記録欄には検認印は押されていない。 

さらに、申立人に係る氏名別読みによる検索及び申立期間当時に申立人が居



住していたとする住所地を管轄する社会保険事務所における国民年金手帳記

号番号払出簿の内容の調査、確認をしたが、申立人に対して別の手帳記号番号

が払い出されていたことをうかがわせる事情は見当たらない。 

加えて、申立人は、国民年金加入手続、申立期間に係る保険料納付手続など

に直接関与しておらず、保険料を納付したとする申立人の夫は既に死亡してい

ることから、当時の国民年金への加入状況及び申立期間の保険料納付状況等の

詳細は不明である。 

このほか、申立人の夫が申立人の申立期間の保険料を納付していたことを示

す関連資料（家計簿、確定申告書控等）は無く、申立期間の保険料が納付され

ていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

 その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金保

険料を納付していたものと認めることはできない。



大阪国民年金 事案 3480 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 61年５月から 63年８月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和８年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 61年５月から 63年８月まで 

私は、会社を退職後の昭和 61 年５月ごろに、Ａ市役所で自身の厚生年金

保険から国民年金加入への切替手続と妻の第３号被保険者から第１号被保

険者への種別変更手続をした。 

申立期間の国民年金保険料は、納付書を使用して、私が駅前の金融機関で

夫婦二人分の保険料を毎月納付していた。 

今まで、税金及び保険料についてはまとめて納付してきたので、妻の保険

料が納付されているのなら、私の保険料も一緒に納付しているはずである。 

申立期間の私の国民年金保険料だけが未納と記録されていることに納得

できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  申立人は、昭和 61 年５月に、厚生年金保険被保険者資格を喪失した後、市

役所で自身の国民年金の加入手続及び妻の国民年金資格の第３号から第１号

被保険者への変更手続を行い、その後、申立人が自宅に送付された納付書を使

用して、申立期間の夫婦二人分の保険料を毎月、金融機関で納付していたと申

し立てている。 

しかし、申立人に係る社会保険庁の年金加入記録をみると、申立人には厚生

年金保険被保険者期間の記録は有るが、国民年金被保険者期間の記録は無く、

また、申立人が所持する３制度共通の年金手帳の国民年金の記録欄に、国民年

金手帳記号番号及び資格取得日などの国民年金加入を示す記録が記載されて

いないことが確認できる。この場合、申立期間は国民年金未加入期間となるた

め、申立人は、制度上、国民年金保険料を納付することはできない。 

また、申立人に係る複数の氏名別読みによる検索、確認をしたが、申立人に



対して国民年金手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情は

見当たらない。 

さらに、Ａ市においても、申立人の国民年金への加入履歴及び納付記録は無

く、同市では、当時、保険料の納付書の発行に際して、被保険者の資格情報を

確認して発行していたとしているところ、国民年金手帳記号番号が払い出され

ていない申立人に対して申立期間の納付書が発行されたとは考え難い。 

 加えて、申立人が、申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関

連資料（家計簿、確定申告書控等）は無く、申立期間の保険料が納付されてい

たことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金保

険料を納付していたものと認めることはできない。



大阪国民年金 事案 3481 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 39年１月から 51年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

住        所  ：   

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 39年１月から 51年３月まで 

私が昭和 58 年に結婚するまで、母が私の国民年金の加入手続及び国民年

金保険料の納付をしてくれていた。母から受け取った年金手帳に、初めて被

保険者となった日として 39 年＊月＊日と記載されている上、私も集金人が

自宅に来ていたように記憶しているので、申立期間の保険料は、母が納付し

てくれていたと思う。申立期間の保険料について、納付記録が無く、未納と

されていることに納得できない。 

   

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、20歳に到達した昭和 39年ごろに、申立人の母が申立人の国民年

金に加入し、その母が申立期間の国民年金保険料を自宅に来る集金人に納付し

ていたと申し立てている。 

しかし、申立人の国民年金手帳記号番号は、昭和 51年 12月ごろに払い出さ

れており、この手帳記号番号を使用して申立期間の保険料は現年度納付できず、

一部期間の保険料は、制度上、時効により納付することができない上、上述の

とおり、申立期間の保険料は基本的に現年度保険料しか取り扱わない集金人に

保険料を納付することはできず、申立人の陳述と符合しない。 

また、申立人に係る特殊台帳を見ると、手帳交付年月日の欄に昭和 51年 12

月と記載されており、手帳記号番号の払出月と符合している。 

さらに、申立人に係る旧姓を含む複数の氏名別読みによる検索及び申立期間

当時に申立人が居住していたとする住所地を管轄する社会保険事務所が保管

する国民年金手帳記号番号払出簿の内容の調査、確認をしたが、申立人に対し

て別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情は見当たら

ない。 



加えて、申立人は、申立期間の保険料の納付に直接関与しておらず、納付し

たとする申立人の母は既に死亡していることから、当時の国民年金への加入状

況、申立期間の保険料の納付状況等の詳細は不明である。 

このほか、申立人の母が、申立期間の保険料を納付していたことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書控等）は無く、申立期間の保険料が納付されていた

ことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人が、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認めることはできない。



大阪国民年金 事案 3482 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 55 年 12 月から 62 年 12 月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 55年 12月から 62年 12月まで 

私は、昭和 55年 12月に会社を退職後、国民年金に加入した。自分では加

入手続をした覚えが無いので、会社の担当者がしてくれたと思う。申立期間

は、私が妻に国民年金保険料分のお金を渡しており、妻が夫婦二人分の保険

料を金融機関で納付してくれていたと思う。平成元年に妻が亡くなってから

は、自分で保険料を納付していた。しかし、納付記録をみると、申立期間の

保険料について妻は納付済みとされているのに、私の保険料は未納と記録さ

れていた。私自身、保険料を７年間も未納のまま放置していたとは考え難い

ので、よく調べてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 55 年ごろに国民年金に加入し、妻が自身の分と一緒に申立

人の申立期間の国民年金保険料を納付していたと申し立てている。 

しかし、申立人の国民年金手帳記号番号は、その前後に払い出された被保険

者の払出日の状況により平成元年 12 月ごろに払い出されたものと推定される

上、申立人に係るＡ市が保管する国民年金被保険者検認台帳の公的年金の資格

期間確認欄の下に同年 12月 26日付けで、申立人の氏名の記載及び押印がなさ

れていることが確認できることから、申立人の国民年金加入手続は、同年 12

月ごろに行われたものと考えられる。この手帳記号番号を使用して、申立期間

の保険料は現年度納付できず、そのほとんどの期間の保険料は、制度上、時効

により納付することができない。 

また、申立人に係る複数の氏名別読みによる検索及び申立期間当時に申立人

が居住していた住所地を管轄する社会保険事務所が保管する国民年金手帳記

号番号払出簿の内容の調査、確認をしたが、申立人に対して別の手帳記号番号



が払い出されていたことをうかがわせる事情は見当たらない。 

さらに、申立人は、国民年金加入手続、申立期間に係る保険料納付手続など

に直接関与しておらず、保険料を納付したとする申立人の妻は既に死亡してい

ることから、申立期間の保険料納付状況等の詳細は不明である。 

加えて、申立人は、申立期間直後の昭和 63 年の確定申告書を提出している

が、同申告書の社会保険控除額欄に記載された国民年金保険料額は、１人分の

保険料額である。申立人に係る上述の市の被保険者検認台帳を見ると、申立期

間直後の同年１月から平成元年３月までの保険料は国民年金加入後の２年２

月に過年度納付したことが確認でき、同申告書に記載された保険料は、昭和 51

年に国民年金に加入していた申立人の妻の保険料額であったと考えるのが自

然である。 

このほか、申立人の妻が申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資

料（家計簿等）は無く、申立期間の保険料が納付されていたことをうかがわせ

る周辺事情も見当たらない。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金保

険料を納付していたものと認めることはできない。



大阪国民年金 事案 3483 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 48 年 11 月から 53 年３月までの国民年金保険料については、

還付されていないものと認めることはできない。また、同年８月から 55年 12

月までの国民年金保険料については、納付していたものと認めることはできな

い。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 48年 11月から 53年３月まで 

           ② 昭和 53年８月から 55年 12月まで 

    昭和47年４月から53年３月まで父が私の国民年金保険料を納付してくれ

いていた。私は、48 年 11月からＡ社に勤めていたが、父は厚生年金保険の

制度についてよく知らなかったので、国民年金と厚生年金保険の両方への加

入が可能だと思い、私の国民年金の資格喪失手続をしていなかったようだ。

厚生年金保険と重なっている申立期間①の国民年金保険料について、既に還

付されていると社会保険事務所で言われたが、厚生年金保険の制度について

よく知らない父が還付の手続をしたとは思えず、もちろん私自身も当時、還

付の制度があることすら知らなかったし、還付を受けた覚えは無いので、申

立期間①の国民年金保険料を還付してほしい。 

申立期間②は任意での加入期間であることを知っていたが、父から年金保

険料は 60 歳まで納付しなければいけないと常々言われていたので、Ａ社を

退職してからすぐに国民年金への加入手続をしたはずであり、２年もの間、

加入していない期間があるとは考えられない。申立期間②の保険料も納付し

ているはずであり、納付済期間であると認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、厚生年金保険被保険者期間と重複して納付していた申立期間①の

国民年金保険料について、保険料の還付を受けた覚えが無く、還付してほしい

と申し立てている。 

そこで、申立期間①について、申立人の国民年金記録をみると、申立人は厚



生年金保険の被保険者期間であった昭和 48 年 11 月から 53 年３月までの国民

年金保険料を現年度納付していることがＢ市の被保険者名簿から確認できる

ほか、社会保険事務所において、申立人が厚生年金保険被保険者であることを

把握した同年３月に、既に納付が行われていた申立期間①の国民年金保険料を

還付処理していることが特殊台帳から確認できる。 

また、申立人の社会保険事務所の特殊台帳及びＢ市の被保険者台帳には、昭

和 48 年 11 月から 52 年 12 月までの保険料６万 5,000 円及び 53 年１月から同

年３月までの保険料 6,600 円を還付したことがいずれの記録からも確認でき、

この記載内容に不自然な点は見当たらない。さらに、Ｃ社会保険事務所の還付

整理簿には、昭和 53 年３月 23 日及び同年４月 20 日に還付請求書を受け付け

たこと、同年５月２日に６万 5,000円及び 6,600円をそれぞれ還付したことの

記録があるうえ、ほかに申立人の申立期間①にかかる国民年金保険料が還付さ

れていないことをうかがわせる周辺事情等も見当たらない。 

次に、申立期間②について、申立人は昭和 53 年８月１日の厚生年金保険被

保険者資格の喪失後、すぐに国民年金に任意で加入し、保険料を納めていたと

申し立てている。 

そこで、申立人の国民年金記録をみると、昭和 56年１月 30日に任意で加入

していることがＤ市の被保険者台帳より分かり、同年２月 20 日に新たに国民

年金手帳記号番号が払い出されていることが同手帳記号番号払出簿より確認

できる。任意加入の場合は、さかのぼって被保険者資格を得ることができない

ことから、申立期間②は未加入期間であり、制度上、国民年金保険料を納付す

ることはできない。 

また、申立人が所持する年金手帳を見ると、昭和 56年１月 30日に任意加入

していることが分かり、社会保険庁及びＤ市の記録と符合する。 

さらに、別の国民年金手帳記号番号による納付の可能性について、別の読み

方による氏名検索を行ったほか、当時の住所地を管轄する社会保険事務所の手

帳記号番号払出簿の昭和53年８月から 56年１月までの期間を縦覧調査したが

その形跡は見当たらず、申立人に対して別の国民年金手帳記号番号が払い出さ

れていたことをうかがわせる事情は見当たらない。 

加えて、申立人が申立期間②の保険料を納付したことをうかがわせる周辺事

情等も見当たらない。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人の国民年金保険料につい

ては、申立期間①については還付されていないものと認めることはできず、申

立期間②については納付していたものと認めることはできない。 



大阪国民年金  事案 3484 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 52年７月から 54年５月までの期間及び 56年５月から 59年９

月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和６年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 52年７月から 54年５月まで 

             ② 昭和 56年５月から 59年９月まで 

    私は、養父の勧めにより老後のことを考えて、Ａ市役所で国民年金の加入

手続を行い、その後の保険料は妻に納付させていた。私の厚生年金保険に加

入していない期間は、妻が夫婦二人分の保険料を納付していた。妻の保険料

が納付済みになっているのに、私の保険料が未納とされているのは納得でき

ない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、Ａ市役所で国民年金の加入手続を行い、加入後は申立人の妻が夫

婦二人分の保険料を納付していたと申し立てている。 

そこで、申立人の国民年金手帳記号番号の払出時期をみると、昭和 38 年９

月 10 日に夫婦連番でＡ市役所にて払い出されていることが同手帳記号番号払

出簿から確認でき、申立人の陳述と符合する。 

しかし、申立人の国民年金被保険者資格をみると、申立人は、昭和 50 年８

月４日に厚生年金保険加入と同時に国民年金被保険者資格を喪失しており、そ

の後の国民年金資格の再取得及び喪失の記録がみられず、申立期間は未加入期

間であり納付書の作成は行われないことから、申立期間の保険料は納付できな

かったと考えられる。 

また、申立人の妻の国民年金被保険者資格をみると、申立人の数回に及ぶ厚

生年金保険加入期間中についても強制加入の記録となっていることが確認で

き、申立人及び申立人の妻は、それぞれの時期に必要な国民年金についての手

続を行っていなかったことが分かる。 



さらに、申立人は、保険料納付は妻に任せていたとして、保険料納付に直接

関与しておらず、また、保険料を納付したとする申立人の妻からも、申立期間

の保険料が納付されたことをうかがわせる具体的な陳述を得ることはできな

かった。加えて、別の国民年金手帳記号番号による納付の可能性について、別

の読み方による氏名検索を行ったがその形跡は見当たらず、ほかに、申立人が

申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情等も見当たら

ない。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金保

険料を納付していたものと認めることはできない。 



大阪国民年金 事案 3485 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 62 年６月から平成２年３月までの期間、４年１月から同年３

月までの期間並びに５年５月及び同年６月の国民年金保険料については、免除

されていたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 42年生 

住        所 ：  

                   

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 62年６月から平成２年３月まで 

                 ② 平成４年１月から同年３月まで 

                 ③ 平成５年５月及び同年６月 

申立期間①について、20歳になった昭和 62年に母が私の国民年金の加入

手続をしたと思う。しかし、母は私の保険料を納付していなかったと思う。

保険料が未納のため、どこの役所からか分からないが封書が送られてきて、

中に保険料を納めてくださいと書いていた。保険料が支払えなかったので保

険料を支払えないことを同封のはがきに書いて送った。申請免除の決定がき

たかは覚えていない。申請すると全額免除になるかどうかの決定がくること

になっていた。   

申立期間②について、平成４年１月１日に会社を退職し、厚生年金保険の

被保険者資格を喪失した後は、国民年金の保険料を納めていなかったら、ど

この役所からか分からないが封書が送られてきて、中に保険料を納めてくだ

さいと書いていた。保険料が支払えなかったので保険料を支払えないことを

同封のはがきに書いて送ると保険料が免除になったはがきがきた。 

申立期間③について、平成５年５月１日に会社を退職し、厚生年金保険の

被保険者資格を喪失した後は、国民年金の保険料を納めていなかったら、ど

この役所からか分からないが封書が送られてきて、中に保険料を納めてくだ

さいと書いていた。保険料が支払えなかったので保険料を支払えないことを

同封のはがきに書いて送ると保険料が免除になったはがきがきた。 

申立期間①、②及び③の保険料を免除申請したのに、申請免除の記録にな

っていないことは納得できない。 

 



第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間①、②及び③について、生活が苦しくて保険料を納付す

ることができなかったので、免除申請をしたと思うと申し立てている。 

そこで、申立期間①について、申立人の国民年金資格に関する記録をみると

社会保険庁の記録から平成４年１月付け強制加入であることが確認できる。こ

の場合、申立期間①は、未加入期間であり免除申請の手続をすることはできな

い。 

申立期間②について、申立人は、国民年金保険料を滞納後、納付催告ととも

に送られてきたはがきを送付することによって申請免除を受けたと陳述して

いるが、通常、滞納保険料の催告が行われるのは現年度納付が可能な４月を過

ぎてからであり、申請免除については、保険料免除の申請を行った１か月前か

ら免除期間として認められるものである。申立人の場合、申立期間②に続く平

成４年４月から同年８月までの免除申請が同年５月 30 日に申請されているこ

とから、申立期間②は免除されなかったものと考えられる。 

また、申立期間②当時に居住していたＡ市の国民年金被保険者名簿を見ても、

申立期間の免除申請をしたことをうかがわせる形跡が見当たらない。 

申立期間③について、社会保険庁の記録をみると、申立人は厚生年金保険に

加入した平成４年 11月に国民年金被保険者資格を喪失後、７年 12月まで、国

民年金の被保険者資格を再取得していないことが確認できる。この場合、申立

期間③は国民年金の未加入期間であり、免除申請の手続をすることはできない。 

さらに、別の手帳記号番号による免除申請の可能性を確認するため、類似し

た氏名により氏名検索を行うも、その存在をうかがわせる事情は見当たらなか

った。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金保

険料を免除されていたものと認めることはできない。



大阪国民年金 事案 3486 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 36年４月から 38年８月までの期間、同年 10月から 39年５月

までの期間及び 41 年 11 月から 43 年３月までの期間の国民年金保険料につい

ては、免除されていたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和８年生 

住        所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 36年４月から 38年８月まで 

② 昭和 38年 10月から 39年５月まで 

③ 昭和 41年 11月から 43年３月まで 

社会保険庁の記録では、申立期間①、②及び③の保険料が未納の記録にな

っている。申立期間当時、生活が苦しくて納付することができなかったので

免除申請をしたと思う。申請免除とされていないことは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間①、②及び③の保険料について、生活が苦しくて納付す

ることができなかったので、免除申請をしたと思うと申し立てている。 

そこで、申立人の国民年金加入手続時期をみると、国民年金手帳記号番号払

出簿から、昭和 47年３月 23日に手帳記号番号が払い出されていることが確認

できる。この場合、申立期間①、②及び③は加入手続前であり、免除申請の手

続をすることはできない。 

また、申立人からは、当時の事情を聞くことができず、代理人である申立人

の長男からも、誕生前及び誕生直後の時期のことであり、当時の事情を聞くこ

とができなかった。 

さらに、別の国民年金手帳記号番号による納付の可能性について、別の読み

方による氏名検索を行ったほか、当時の住所地を管轄する社会保険事務所で国

民年金手帳記号番号払出簿を縦覧調査したが、その形跡は見当たらず、ほかに

申立人が申立期間の国民年金保険料の免除の申請をしていたことをうかがわ

せる周辺事情も見当たらない。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金保

険料を免除されていたものと認めることはできない。



大阪国民年金 事案 3487 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 39年 10月から 41年９月までの期間、43年１月から同年６月

までの期間、44年９月から 48年５月までの期間及び 52年６月から同年 12月

までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めることはで

きない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 39年 10月から 41年９月まで 

             ② 昭和 43年１月から同年６月まで 

             ③ 昭和 44年９月から 48年５月まで 

             ④ 昭和 52年６月から同年 12月まで 

    私は、昭和 54年から 55年ごろ、社会保険事務所から、今なら（半年から

一年ぐらいの期間だったと思う。）支払っていない期間の国民年金保険料を

さかのぼって支払うことができます、という案内をもらった。 

    Ａ社会保険事務所へ行き、一括の保険料額を計算してもらい（30 万円ぐ

らいだったと記憶している。）後日、Ａ社会保険事務所で納付した。過去の

未納保険料をさかのぼって支払ったのはこの時だけで、20 歳までさかのぼ

って未納保険料はすべて納付したはずである。未納とされていることは納得

できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 54年又は 55年ごろ、社会保険事務所から特例納付の勧奨案

内が届き、Ａ社会保険事務所に行き、20 歳までさかのぼった未納期間の保険

料はすべて納付したと申し立てている。 

   そこで、申立人の国民年金手帳記号番号の払出時期をみると、昭和 55 年９

月 17 日に払い出されていることが確認でき、Ｂ市の被保険者名簿から、同年

８月 31 日に加入手続を行っていることが分かる。この時期は、第３回目の特

例納付実施期間（昭和 53年７月１日から 55年６月 30日まで。）を過ぎている

ことから、申立期間を特例納付することはできない。 



   また、申立人の納付記録をみると、社会保険庁の特殊台帳から、申立期間に

続く昭和 53年１月から 55年３月までの期間の保険料を、同年９月に過年度納

付していることが確認でき、この時点で、過年度納付可能な期間はすべて納付

していることが分かる。 

   さらに、社会保険庁及びＢ市の納付記録をみると、申立期間①のうち、昭和

40年９月から 41年９月までの期間は、未加入期間となっていることが確認で

き、保険料を納付することはできない期間となる。 

   加えて、申立人に別の手帳記号番号による納付の可能性について各種氏名検

索を行ったがその形跡は見当たらず、申立期間の保険料を納付したことをうか

がわせる周辺事情も見当たらない。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金保

険料を納付していたものと認めることはできない。 



大阪国民年金 事案 3488 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 45年６月から 47年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等  

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 12年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 45年６月から 47年３月まで 

将来のことを考えて、妻が 30歳になる直前の昭和 45年６月に夫婦一緒に

国民年金に加入した。以後、定期的に夫婦二人分の保険料を納付書で納付し

た。しばらくして、私については期間が不足するとして８か月の納付書がき

たので、納付したことを妻が覚えている。しかし、どの期間を納付したのか、

今となっては分からない。年金記録を確認すると、夫婦一緒に納付した期間

のうち、私は 22か月、妻は 30か月の未納と分かった。既に当時の資料等は

無いが、夫婦共に定期的に納付したはずであり、納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 45 年６月に国民年金に加入し、以後、夫婦二人分の保険料

を定期的に納付書で納付したはずであると申し立てている。 

そこで、申立人夫婦の加入手続時期をみると、昭和 47年 11月に夫婦連番で

国民年金手帳記号番号の払出しがなされているとともに、直前の任意加入者の

資格取得日は同年 10月 31日であることが、同払出簿及び社会保険庁の記録か

ら確認できることから、同年 11 月ごろになされたものと推定できる。この場

合、45 年６月に加入したとする申立人の陳述とは符合しないほか、夫婦が所

持する国民年金手帳の印紙検認記録欄が昭和 47 年度から作成されている状況

と整合している。 

また、申立期間には、過年度納付が可能な期間が存在するものの、その場合、

定期的に納付していたとする申立人の陳述とは符合しない。 

さらに、申立人について、申立期間直後の納付記録をみると、昭和 47 年４

月から同年 11月までの８か月（後に現年度納付と重複した 11月は還付。）の

保険料を、49年 12月に過年度納付していることが確認できる。この点につい



ては、加入後に申立人についてのみ期間が８か月不足するとして、まとめて納

付したとする申立人の陳述と符合するともに、納付時点においては、申立期間

は時効の成立により、既に納付できない期間になっていることから、申立期間

については、遡及
そきゅう

納付は行っていないと考えるのが自然である。 

加えて、別の手帳記号番号による納付の可能性を検証するため、社会保険庁

のオンライン記録により、別読みによる申立人の氏名の確認を行ったほか、当

時の住所地を管轄する社会保険事務所において同払出簿の内容をすべて確認

したが、別の手帳記号番号の存在はうかがえず、また、申立期間の保険料納付

をうかがわせる周辺事情等も見当たらなかった。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金保

険料を納付していたものと認めることはできない。



大阪国民年金 事案 3489 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 44 年９月から 49 年 12 月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 14年生 

住 所 ：  

  

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 44年９月から 49年 12月まで 

私は、昭和 44 年９月に会社を退職し、地元の国民年金の集金人に加入を

勧められたことから妻と二人で加入した。以降は妻が夫婦二人分の国民年金

保険料を半年ごとにまとめて集金人に納付し、領収書を受け取っていた。申

立期間当時は、Ａ市Ｂ町（現在は、Ａ市Ｃ町。）でＤ業を営んでおり、昭和

46 年９月に現住所であるＡ市Ｅ町に新社屋を建てるとともに自宅も同地に

転居した。その後何年かして集金人が変わり、住居表示も変わったことから

納付していた保険料が消えたのだと思う。 

申立期間の保険料は納付しているので、納付済みと認めてほしい。 

   

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 44 年９月に国民年金の加入手続をし、以降は集金人に夫婦

二人分の保険料を納付していたと陳述している。 

   そこで、申立人の加入手続時期をみると、国民年金手帳記号番号は、昭和

52 年５月に夫婦連番で払い出されていることが同払出簿から確認でき、44 年

９月に国民年金に加入したとの陳述とは符合しないほか、払出時点では、申立

期間の保険料は、時効の成立により、既に納付できない期間になっている。 

また、申立人夫婦の納付記録をみると、申立期間は夫婦共に未納となってい

る。さらに、申立期間に後続する昭和50年１月から52年３月までの保険料は、

同年６月に過年度納付されていることが確認でき、加入後は集金人に夫婦二人

分の保険料を現年度納付していたとの陳述とは符合しない。 

加えて、申立期間のうち、昭和 48 年３月以前の市における国民年金保険料

の収納方法は集金人による印紙検認方式であり、集金人に納付して領収書を受

け取っていたとの陳述とも符合しない。 



   このほか、別の手帳記号番号による納付の可能性を検証するため、社会保険

庁のオンライン記録により、別読みによる申立人の氏名確認を行ったほか、当

時の住所地を管轄する社会保険事務所において同払出簿の内容をすべて確認

したが、別の手帳記号番号の存在はうかがえず、また、申立期間の保険料納付

をうかがわせる周辺事情等も見当たらなかった。 

   その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金保

険料を納付していたものと認めることはできない。



大阪国民年金 事案 3490 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 44 年９月から 49 年 12 月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 20年生 

住 所 ：  

  

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 44年９月から 49年 12月まで 

       私は、昭和 44 年９月に夫が会社を退職し、地元の国民年金の集金人に加

入を勧められたことから夫と二人で加入した。以降は私が夫婦二人分の国民

年金保険料を半年ごとにまとめて集金人に納付し、領収書を受け取っていた。 

   申立期間当時は、Ａ市Ｂ町（現在は、Ａ市Ｃ町。）でＤ業を営んでおり、昭

和 46 年９月に現住所であるＡ市Ｅ町に新社屋を建てるとともに自宅も同地

に転居した。その後何年かして集金人が変わり、住居表示も変わったことか

ら納付していた保険料が消えたのだと思う。 

    申立期間の保険料は納付しているので、納付済みと認めてほしい。 

   

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 44 年９月に国民年金の加入手続をし、以降は集金人に夫婦

二人分の保険料を納付していたと陳述している。 

   そこで、申立人の加入手続時期をみると、国民年金手帳記号番号は、昭和

52 年５月に夫婦連番で払い出されていることが同払出簿から確認でき、44 年

９月に国民年金に加入したとの陳述とは符合しないほか、払出時点では、申立

期間の保険料は、時効の成立により、既に納付できない期間になっている。 

   また、申立人夫婦の納付記録をみると、申立期間は夫婦共に未納となってい

る。 

さらに、申立期間に後続する昭和 50 年１月から 52 年３月までの保険料は、

同年６月に過年度納付されていることが確認でき、加入後は集金人に夫婦二人

分の保険料を現年度納付していたとの陳述とは符合しない。 

加えて、申立期間のうち、昭和 48 年３月以前の市における国民年金保険料

の収納方法は集金人による印紙検認方式であり、集金人に納付して領収書を受



け取っていたとの陳述とも符合しない。 

   このほか、別の手帳記号番号による納付の可能性を検証するため、社会保険

庁のオンライン記録により、別読みによる申立人の氏名確認を行ったほか、当

時の住所地を管轄する社会保険事務所において同払出簿の内容をすべて確認

したが、別の手帳記号番号の存在はうかがえず、また、申立期間の保険料納付

をうかがわせる周辺事情等も見当たらなかった。 

   その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金保

険料を納付していたものと認めることはできない。



大阪国民年金 事案 3491 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 42年７月から 44年３月までの期間及び同年 10月から同年 12

月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 42年７月から 44年３月まで 

② 昭和 44年 10月から同年 12月まで 

昭和 44 年ごろ、区役所で夫婦一緒に国民年金の加入手続を行った。加入

後は、区役所の窓口又は金融機関で夫婦一緒に夫婦二人分の保険料を納めた。

また、未納期間の保険料を一括で納めた記憶もある。しかし、申立期間が未

納とされており納得できない。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 44 年ごろ、夫婦一緒に国民年金に加入し、区役所又は金融

機関で現年度納付し、また、未納期間の保険料を一括で納めた記憶があると申

し立てている。 

そこで、申立人夫婦の納付記録をみると、申立期間①及び②の保険料は、夫

婦共に未納であることが、社会保険庁のオンライン記録から確認できる。 

また、申立期間①についてみると、申立人夫婦が所持する年金手帳から、昭

和 44年 10月 15日付けで、各々20歳に達した日を資格取得日として作成され

ていることが確認できる。一方、市では、この年度に、未加入者に対して、年

金手帳及び現年度分の納付書（社会保険事務所作成の国庫金納付書を活用。）

を送付する特別適用対策を実施しており、区役所からの案内を受けて加入し、

後日、年金手帳の郵送を受けたとする申立人の陳述と符合するとともに、加入

手続年度である昭和 44 年４月から同年９月までの申立人夫婦の保険料は、現

年度中の同年 12月 27日に納付されていることが、両人が所持する国庫金納付

書・領収証書から確認できることから、夫婦二人分の加入手続は特別適用対策

によりなされたものと推定できる。 



さらに、市では、当該特別適用対策は、加入漏れの者の適用に重点が置かれ、

過年度分の国庫金納付書は送付していなかったとしていることから、過年度期

間となる申立期間①について、行政側の納付勧奨はなされなかったものと考え

られる。 

次に、申立期間②についてみると、申立人夫婦が所持する年金手帳の印紙検

認記録欄及び印紙検認台紙には、申立期間②の期間を含め昭和 48 年度のペー

ジまで、保険料を現年度納付した場合に押される検認印が認められないほか、

印紙検認台紙に印紙の貼付
ちょうふ

が無く、台紙も切り取られていないことが確認でき

る。 

また、申立人夫婦が所持する国庫金納付書・領収証書を見ると、申立期間②

に後続する昭和 45年１月から 47年３月までの保険料を一括して 48年３月 28

日及び同年３月 29日に、夫婦それぞれ過年度納付していることが確認できる。

この点については、未納期間について一括で支払った記憶があるとする申立人

の陳述と符合するとともに、この納付時点では、申立期間②の保険料について

は時効が成立し、既に納付できない期間になっている。 

さらに、申立人夫婦が所持する昭和 47 年度発行の年金手帳の同年度の印紙

検認記録欄を見ると、前述の過年度納付と同一日にそれぞれ現年度納付してい

ることが確認できる。 

これらの点を踏まえると、申立人夫婦は、特別適用対策により送付された国

庫金納付書により昭和 44 年４月から同年９月までの保険料を現年度納付した

後は、保険料納付を行わず、昭和 47 年度発行の国民年金手帳の送付を受け、

昭和 48 年３月から遡及
そきゅう

可能であった過年度期間を含め納付を再開したと考え

るのが自然である。 

加えて、別の手帳記号番号による納付の可能性を検証するため、社会保険庁

のオンライン記録により、旧姓を含めた別読みによる申立人の氏名の確認を行

ったほか、当時の住所地を管轄する社会保険事務所において同払出簿のすべて

の内容を確認したが、別の手帳記号番号の存在はうかがえず、また、申立期間

①及び②について保険料納付をうかがわせる周辺事情等も見当たらなかった。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金保

険料を納付していたものと認めることはできない。



大阪国民年金 事案 3492 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 42年７月から 44年３月までの期間及び同年 10月から同年 12

月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 42年７月から 44年３月まで 

           ② 昭和 44年 10月から同年 12月まで 

  昭和 44年ごろ、区役所で夫婦一緒に国民年金の加入手続を行った。加入

後は、区役所の窓口又は金融機関で夫婦一緒に夫婦二人分の保険料を納め

た。また、未納期間の保険料を一括で納めた記憶もある。 

しかし、申立期間が未納とされており納得できない。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 44 年ごろ、夫婦一緒に国民年金に加入し、区役所又は金融

機関で現年度納付し、また、未納期間の保険料を一括で納めた記憶があると申

し立てている。 

そこで、申立人夫婦の納付記録をみると、申立期間①及び②の保険料は、夫

婦共に未納であることが、社会保険庁のオンライン記録から確認できる。 

また、申立期間①についてみると、申立人夫婦が所持する年金手帳から、昭

和 44年 10月 15日付けで、各々20歳に達した日を資格取得日として作成され

ていることが確認できる。一方、市では、この年度に、未加入者に対して、年

金手帳及び現年度分の納付書（社会保険事務所作成の国庫金納付書を活用。）

を送付する特別適用対策を実施しており、区役所からの案内を受けて加入し、

後日、年金手帳の郵送を受けたとする申立人の陳述と符合するとともに、加入

手続年度である昭和 44 年４月から同年９月までの申立人夫婦の保険料は、現

年度中の同年 12月 27日に納付されていることが、両人が所持する国庫金納付

書・領収証書から確認できることから、夫婦二人分の加入手続は特別適用対策

によりなされたものと推定できる。 



さらに、市では、当該特別適用対策は、加入漏れの者の適用に重点が置かれ、

過年度分の国庫金納付書は送付していなかったとしていることから、過年度期

間となる申立期間①について、行政側の納付勧奨はなされなかったものと考え

られる。 

次に、申立期間②についてみると、申立人夫婦が所持する年金手帳の印紙検

認記録欄及び印紙検認台紙には、申立期間②の期間を含め昭和 48 年度のペー

ジまで、保険料を現年度納付した場合に押される検認印が認められないほか、

印紙検認台紙に印紙の貼付
ちょうふ

が無く、台紙も切り取られていないことが確認でき

る。 

また、申立人夫婦が所持する国庫金納付書・領収証書を見ると、申立期間②

に後続する昭和 45年１月から 47年３月までの保険料を一括して 48年３月 28

日及び同年３月 29日に、夫婦それぞれ過年度納付していることが確認できる。

この点については、未納期間について一括で支払った記憶があるとする申立人

の陳述と符合するとともに、この納付時点では、申立期間②の保険料について

は時効が成立し、既に納付できない期間になっている。 

さらに、申立人夫婦が所持する昭和 47 年度発行の年金手帳の同年度の印紙

検認記録欄を見ると、前述の過年度納付と同一日にそれぞれ現年度納付してい

ることが確認できる。 

これらの点を踏まえると、申立人夫婦は、特別適用対策により送付された国

庫金納付書により昭和 44 年４月から同年９月までの保険料を現年度納付した

後は、保険料納付を行わず、昭和 47 年度発行の国民年金手帳の送付を受け、

昭和 48 年３月から遡及
そきゅう

可能であった過年度期間を含め納付を再開したと考え

るのが自然である。 

加えて、別の手帳記号番号による納付の可能性を検証するため、社会保険庁

のオンライン記録により、別読みによる申立人の氏名の確認を行ったほか、当

時の住所地を管轄する社会保険事務所において同払出簿のすべての内容を確

認したが、別の手帳記号番号の存在はうかがえず、また、申立期間①及び②に

ついて保険料納付をうかがわせる周辺事情等も見当たらなかった。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金保

険料を納付していたものと認めることはできない。



大阪国民年金 事案 3493 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 41年４月から 44年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 10年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 41年４月から 44年３月まで 

    昭和 44 年８月にＡ市に転入した時に、市の職員から勧められて国民年金

に夫婦共に加入した。加入時に、夫婦二人分３年間遡及
そきゅう

した保険料１万

8,000円を納めるように指導を受け、一括では納められないので 6,000円ず

つ３回に分けて、毎月来る集金人とは別の集金人に納めた。 

しかし、申立期間について、夫の納付記録が有るのに私の納付記録は未納

とされていることに納得がいかない。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、Ａ市に転入した時に、夫婦共に国民年金に加入し、さかのぼって

夫婦二人分３年間の保険料１万 8,000 円を 6，000 円ずつ３回に分けて集金人

に過年度納付したと申し立てている。 

そこで、申立人夫婦の加入手続時期をみると、昭和 44 年７月１日に夫婦連

番で手帳記号番号の払出しを受けていることが同払出簿の記録から確認でき

る。この場合、申立期間のうち、42 年３月以前は時効完成期間となり、特例

納付以外では納付できない期間に当たっている。 

一方、申立人の夫の納付記録をみると、309か月の納付済期間が確認できる

とともに、加入時点において時効が完成していた 12か月を含め 36か月が過年

度納付であることが確認できる。この点については、加入手続時点で既に 38

歳に達していた申立人の夫は、手続年度以降、60 歳に達するまで納付を継続

しても、受給権確保に必要な 300か月の納付期間を確保できなかったことから、

加入手続から１年後に開始された第１回特例納付を利用して納付されたもの

と推定できる。他方、夫より３歳若い申立人には、その必要性は無かった。 

また、仮に、申立人の夫が第１回特例納付により、３年分の保険料を１年分



ずつ３回に分けて納付した場合、１回あたり 5,400円の保険料額となり、6,000

円ずつ３回に分けて納付したとする申立人の陳述とおおむね符合する。 

これらの点を踏まえ、特例納付が無年金者の救済措置として設けられた制度

であった状況に 鑑
かんが

みると、市は受給権確保の観点から申立人の夫に対しての

み遡及
そきゅう

納付の勧奨を行ったと考えるのが自然である。 

さらに、別の手帳記号番号による納付の可能性を検証するため、社会保険庁

のオンライン記録により、旧姓を含めた別読みによる申立人の氏名の確認を行

ったほか、当時の住所地を管轄する社会保険事務所において同払出簿の内容を

すべて確認したが、別の手帳記号番号の存在はうかがえず、また、申立期間の

保険料納付をうかがわせる周辺事情等も見当たらなかった。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金保

険料を納付していたものと認めることはできない。



大阪国民年金 事案 3494 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 42年７月から 46年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 42年７月から 46年３月まで 

    私は、結婚後の昭和 42 年７月に、夫の国民年金保険料を徴収するため自

宅に来ていた集金人に、私の国民年金の加入手続を行った。 

それ以降は、月額 200円の夫婦二人分の保険料を３か月ごとに訪れる集金

人に、私が一緒に納付してきたのに、私だけ未納とされているのは納得でき

ない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、結婚後の昭和 42 年７月に、申立人の夫の国民年金保険料を徴収

に訪れていた集金人に、自身の国民年金の加入手続を行って以降は、月額 200

円の夫婦二人分の保険料を３か月ごとに訪れる同集金人に、申立人が一緒に納

付してきたと申し立てているところ、当時、申立人とその夫が居住していたＡ

市Ｂ区において集金人制度が存在し、集金人に依頼して国民年金の加入手続を

行うことは、事実上、可能であったものと推認される上、申立人が集金人に納

付してきたとする納付金額も、申立人が加入したとする当時の保険料額と一致

している。 

しかしながら、申立人の国民年金手帳記号番号の払出時期を調査すると、申

立人がＣ県Ｄ市へ転入した直後の昭和 46年７月 31日に、同市において払い出

されていることが手帳記号番号払出簿により確認できることから、このころに

申立人の加入手続が行われたものと推定される。この時点において、申立期間

の保険料は、時効により納付できない期間を含む過年度保険料であり、現年度

保険料しか取り扱わない転入前のＢ区の集金人に納付することができなかっ

たものと考えられる上、申立人の納付記録をみると、当時、Ｄ市において現年

度納付が可能であった申立期間直後の同年４月から保険料の納付を開始して



いることが確認できる。 

また、申立人が、申立てどおり、申立期間の保険料を転入前のＢ区の集金人

に３か月ごとに現年度納付するためには、同区において別の国民年金手帳記号

番号の払出しが必要であるところ、同区を管轄するＥ社会保険事務所に出向い

て、申立期間に係る手帳記号番号払出簿の内容をすべて視認し、旧姓を含めた

各種の氏名検索を行ったが、申立人に対し、別の手帳記号番号が払い出されて

いたことをうかがわせる事情は見当たらなかったほか、申立人は、結婚後の申

立期間当初に国民年金の加入手続を行ったとする根拠として、社会保険庁の記

録にある申立人の国民年金被保険者資格が昭和 42 年７月からとなっているの

をみて、その時点で加入手続したものと思ったと陳述していることから、明確

な根拠に乏しい上、当時の具体的な手続状況及び申立期間のその後の納付金額

等の記憶も曖昧
あいまい

である。 

さらに、申立期間は３年以上に及び、このような長期間にわたり、夫婦二人

分の保険料を一緒に納付してきたとする申立人の夫の納付記録だけが残り、申

立人の納付記録が連続して欠落することは考え難い。 

加えて、申立人が申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料(家

計簿、確定申告書控等)は無く、ほかに申立期間の保険料を納付していたこと

をうかがわせる周辺事情も見当たらなかった。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認めることはできない。 



大阪国民年金 事案 3495 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 41 年 10 月から 45 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 41年 10月から 45年３月まで 

    私は、昭和41年10月からＡ市Ｂ区にあったＣ業務店に住み込みで勤務し、

Ｃ業務店の経営者が親代わりとして、同居人のお世話をしてくれていた。 

国民年金の加入手続及び保険料の納付は、私が勤務を始めた時から、経営

者が行ってくれていたはずであるのに、上記期間が未納とされているのは納

得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、住み込みでＣ業務店に勤務を始めた昭和 41年 10月から、当時の

Ｃ業務店の経営者が申立人の国民年金の加入手続及び保険料の納付を行って

くれていたはずであると申し立てているが、国民年金の被保険者資格は満 20

歳以上とされていることから、申立期間のうち、43 年１月以前の期間は、申

立人の 20 歳到達前の期間であり、国民年金の被保険者となることができない

ものと考えられる上、申立人は加入手続及び申立期間の保険料納付に直接関与

しておらず、当時の具体的な状況は不明である。 

   そこで、申立人に係る国民年金の加入手続及び保険料の納付を行ってくれて

いたはずであるとするＣ業務店の経営者から、当時の状況について聴取したと

ころ、申立人を含め当時一緒に住み込みで勤務していた申立人の同僚の保険料

を、集金人に納付していた記憶はあるが、加入手続及び保険料の納付を開始し

た時期についてはよく覚えていないとしている上、申立人に係るＡ市Ｂ区の被

保険者名簿に記録されている申立期間直後の昭和45年４月から46年３月まで

の１年分の保険料を同年 10 月に一括して納付した過年度納付に関しても記憶

に無いと陳述しており、申立期間の保険料を納付したとする具体的な陳述を得

ることはできなかった。 



また、社会保険庁の記録が確認できる当時の申立人の同僚についてみると、

一人は、申立期間当時は国民年金に未加入であり、もう一人は、申立人と連番

で昭和 46 年３月に国民年金手帳記号番号が払い出され、同年４月から保険料

を納付し、申立期間は同様に未納となっている上、申立人の所持する国民年金

手帳の印紙検認記録欄を見ると、昭和 45 年度以前には、保険料を集金人に現

年度納付したことを示す検認印が無く、昭和 46 年４月から同年６月までの欄

に、初めて同年５月 19 日付けのＡ市Ｂ区の検認印が確認できることから、こ

の日から当時の経営者による申立人及びその同僚に係る保険料の納付が開始

されたものとみるのが自然である。 

さらに、当時の経営者が申立期間の保険料を集金人に現年度納付するために

は、申立人に別の国民年金手帳記号番号の払出しが必要であるところ、Ａ市Ｂ

区を管轄するＤ社会保険事務所に出向いて、申立期間に係る手帳記号番号払出

簿の内容をすべて視認し、旧姓を含めた各種の氏名検索を行ったが、申立人に

対し、別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情は見当た

らなかった。 

   加えて、申立人が申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料（家

計簿、確定申告書控等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付していたこと

をうかがわせる周辺事情も見当たらなかった。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認めることはできない。 



大阪国民年金 事案 3496 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 53年１月から同年 12月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 53年１月から同年 12月まで 

    私は、年金受給のことで社会保険事務所に問い合わせたところ、申立期間

が未納と言われたが、当該期間の保険料３万 1,170円を金融機関で一括納付

した領収証書を持っている。 

社会保険事務所は、保険料を還付したと説明するが、私は還付を受けた覚

えが全く無く納得できないので、申立期間を納付済期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の所持する申立期間の領収証書を見ると、昭和 56 年 12 月 28 日付け

の金融機関の領収印が確認できるところ、この納付日時点において、申立期間

の保険料は、時効により納付できないものと考えられることから、当該保険料

が還付されることについて不自然さは見られない。 

また、申立人の特殊台帳の摘要欄には、申立期間の保険料３万 1,170円が上

記納付日に「時効後納付」された旨の記載とともに、還付処理が行われたこと

が記載されている上、社会保険事務所が保管する当時の還付整理簿を見ると、

整理番号順に、それぞれ還付対象者の国民年金手帳記号番号、住所、氏名に続

き還付金額、還付事由、還付決定日及び支払日等が記載されており、その中で、

申立人に関しても、過年度納付された申立期間の保険料３万 1,170円について、

時効後納付を理由として、納付日である昭和 56 年 12 月 28 日に還付決定し、

57 年２月６日に支払われたことが明確に記載されていることから、この記載

内容自体に不合理な点は無く、これらの記載について矛盾を生じる関連資料も

見当たらなかった。 

   さらに、申立人の還付記録をみると、当該還付の前後に、厚生年金保険との

重複納付により保険料が還付されていることが確認できるが、申立人は、何度



か還付を受けたことはあったが、申立期間については還付の記憶が無いと陳述

するのみであり、ほかに申立期間の保険料が還付されていないことをうかがわ

せる周辺事情も見当たらなかった。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認めることはできない。 



大阪国民年金 事案 3497 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 41年６月から 43年９月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 41年６月から 43年９月まで 

    私は、昭和 41年６月 21日にＡ社を退職後、私が区役所で厚生年金保険か

ら国民年金への切替手続をしたように思う。 

    保険料は自分では納付していないので納付金額等は分からないが、両親が

自宅の近くにあった当時のＢ金融機関で納付するか、Ｃ金融機関の職員に預

けていたように思う。 

    申立期間の記録が無いのでよく調べてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 41 年６月にＡ社を退職後、自ら厚生年金保険から国民年金

への切替手続を行い、保険料については、申立人の両親が金融機関で納付して

いたように思うと申し立てている。 

そこで、申立人の国民年金手帳記号番号の払出時期を調査すると、申立人が

再就職したＤ社を退職後の昭和 62 年 12 月 10 日に払い出されていることが手

帳記号番号払出簿により確認できるとともに、申立人の所持する年金手帳及び

社会保険庁の記録をみると、申立人が初めて国民年金被保険者となった日は、

同社を退職した同年 10月 31日となっていることが確認できることから、申立

期間は、記録上、国民年金の未加入期間であり、保険料を納付することができ

ないものと考えられる。 

また、申立人が、申立てどおり、申立期間当時において国民年金の加入手続

を行っていたものとすれば、申立人に係る別の国民年金手帳記号番号が払い出

されている可能性があるところ、申立期間に係る手帳記号番号払出簿の内容を

すべて視認し、各種の氏名検索を行ったが、申立人に対し、別の手帳記号番号

が払い出されていたことをうかがわせる事情は見当たらなかった。 



さらに、申立人は、申立期間の保険料の納付に直接関与しておらず、申立人

の保険料を納付していたように思うとする申立人の両親も、申立期間当時は国

民年金に未加入である上、両親共に既に亡くなっているため、当時の具体的な

納付状況は不明である。 

   加えて、申立人が申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料（家

計簿、確定申告書控等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付していたこと

をうかがわせる周辺事情も見当たらなかった。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認めることはできない。



大阪国民年金 事案 3498 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 37年６月から 41年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 37年６月から 41年３月まで 

    20歳になった昭和 37年＊月ごろ、当時の勤務先の主人が国民年金加入手

続をしてくれたと思う。 

国民年金保険料については、勤務先の主人が、私の国民年金保険料分とし

て何か月かに１回、給与から天引きして、主人、主人の妻及びほかの従業員

の分と一緒に集金人に納付してくれていたと思う。 

申立期間の保険料が未納とされていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、20歳になった昭和 37年＊月ごろ、勤務先の主人が国民年金加入

手続を行い、申立期間の国民年金保険料を集金人に納付したと申し立てている。 

しかし、国民年金手帳記号番号払出簿を見ると、申立人の国民年金手帳記号

番号は、昭和 41 年６月１日に、国民年金未加入者に対する特別適用対策事業

として職権で払い出されており、勤務先の主人が加入手続をしたとする申立内

容と符合せず、また、この手帳記号番号払出時点においては、制度上、申立期

間の国民年金保険料を集金人に納付することはできない。  

また、申立人は、勤務先の主人が、申立人の国民年金保険料相当額を給与か

ら天引きして、ほかの従業員などの分と一緒に集金人に納付していたと申し立

てているが、当時同僚であった申立人の妻及びほかの従業員の保険料納付記録

をみると、いずれも申立期間の保険料は未納となっている。 

さらに、申立期間の国民年金保険料を納付することが可能な別の国民年金手

帳記号番号の払出しについて、国民年金手帳記号番号払出簿の縦覧調査や氏名

の別読み検索などを行ったが、申立人に別の手帳記号番号が払い出されていた

ことをうかがわせる事情等は見当たらなかった。 



加えて、申立期間は 46 か月の長期間に及んでおり、これほど長期間にわた

って国民年金保険料収納及び記録管理において事務的過誤が繰り返されると

も考え難い。 

このほか、国民年金加入手続及び国民年金保険料納付については、他界した

勤務先の主人がしてくれたとしており、申立人は直接関与しておらず、申立人

から申立期間の国民年金保険料納付をめぐる事情を酌み取ろうとしたが、新た

な周辺事情等を見いだすことはできなかった。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

   その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金 

保険料を納付していたものと認めることはできない。 



大阪国民年金 事案 3499 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 39 年１月から 51 年 12 月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

      生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨  

        申 立 期 間 ： 昭和 39年１月から 51年 12月まで 

        昭和 51年ごろに、区役所から、夫婦二人分の過去の未納保険料について、

一括納付の案内がきたが、夫の分は 50 万円と高額だったので、とりあえず

私の分の保険料のみを納付することにした。 

申立期間の保険料を納付するために、夫が、預金から必要な分の金額を引

き出してくれた。金額についてはよく覚えていないが、夫の未納分の保険料

よりは少なかったはずだと思う。 

申立期間の保険料は、夫が、納付書に現金を添えて金融機関の窓口で納付

してくれたはずであり、未納とされているのは納得できない。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 51年ごろに区役所から、それまで未納であった夫婦二人分

の国民年金保険料についての納付勧奨の通知を受けたものの、夫の分の保険料

については、50万円と高額であったために、自身の分のみを、夫が一括して納

付してくれたと申し立てている。 

しかし、申立人が、国民年金保険料を一括納付したとする昭和 51年は、特

例納付実施期間に当たっておらず、制度上、申立期間の保険料を一括して納付

することはできない。 

また、申立人は、一括納付したとする金額について、50万円よりも少なかっ

たとしているが、仮に、２年後の昭和 53年７月から実施された第３回特例納

付期間中に、申立期間の国民年金保険料を一括納付したとしても、その場合の

保険料額は約 59万円となり、金額が符合せず、また、特殊台帳を見ても、特

例納付による納付勧奨が行われた事跡
じ せ き

は見られない。 

さらに、申立期間の国民年金保険料を納付するためには、別の国民年金手帳



記号番号の払出しが必要であるところ、国民年金手帳記号番号払出簿の縦覧調

査及び氏名の別読み検索などを行ったが、申立人に別の手帳記号番号が払い出

されたことをうかがわせる事情等は見当たらなかった。 

加えて、申立人から申立期間の国民年金保険料納付をめぐる事情を酌み取ろ

うとしたが、新たな周辺事情等を見いだすことはできなかった。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金保

険料を納付していたものと認めることはできない。 



大阪国民年金 事案 3500 

 

第１ 委員会の結論 

      申立人の昭和 38年５月から 40年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２  申立の要旨等 

    １  申立人の氏名等 

        氏    名  ： 男 

        基礎年金番号  ：                  

        生 年 月 日        ： 昭和 13年生 

        住    所  ：  

 

    ２  申立内容の要旨 

        申 立 期 間       ： 昭和 38年５月から 40年３月まで 

    国民年金への加入については、自分では全く覚えていないが、昭和 38 年

５月ごろに転職した会社の社長又は事務員が手続をしてくれたと思う。 

保険料についても、昭和 39 年の夏ごろに会社を辞めて独立するまでは、

社長又は事務員が集金人に納付してくれていたはずである。 

また、独立してからは、自分で集金人に納付したと思う。100 円を納付

したこと及び年金手帳に検認印が押されていたことを覚えており、申立期

間の保険料が未納とされているのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 38 年５月ごろに、転職した会社の社長又は事務員が申立人

の国民年金の加入手続を行い、当初の国民年金保険料も集金人に納付してくれ、

また、39 年の夏ごろに退職した後は、自身で保険料を集金人に納付したと申

し立てている。 

しかし、国民年金手帳記号番号払出簿を見ると、申立人の国民年金手帳記号

番号は、昭和 40 年６月４日に払い出されており、この手帳記号番号払出時点

において、申立期間の国民年金保険料は過年度保険料となり、集金人に納付す

ることはできない。 

また、申立人の所持する国民年金手帳を見ても、申立期間の検認記録欄には

検認印が無い上、当時申立人が居住していたＡ市Ｂ区及びＣ市保存の被保険者

名簿を見ても、申立期間の国民年金保険料の納付事跡
じ せ き

は無い。 

さらに、申立期間の国民年金保険料を納付することが可能な別の国民年金手

帳記号番号の払出しについて、国民年金手帳記号番号払出簿の縦覧調査及び氏

名の別読み検索などを行ったが、申立人に別の手帳記号番号が払い出されたこ



とをうかがわせる事情等は見当たらなかった。 

加えて、国民年金への加入手続及び加入当初の国民年金保険料納付について、

申立人は関与しておらず、当時の勤務先の社長や事務員からの陳述も得られな

いことから、加入状況や申立期間の保険料納付方法をめぐる事情を酌み取ろう

としたが、新たな周辺事情等を見いだすことはできなかった。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金保

険料を納付していたものと認めることはできない。 



大阪国民年金 事案 3501                     

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 46 年９月から 53 年 12 月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男（死亡） 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 26年生 

住 所 ：  

   

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 : 昭和 46年９月から 53年 12月まで 

昭和 56年４月ごろ、夫の国民年金の加入手続のため区役所に行った際に、

担当者から、さかのぼって納付できると聞き、その場で 20万円から 30万円

を納付した。 

保険料を一括して納付した後、家族に、夫の国民年金をすべて納付して

きたと話したことを覚えている。 

申立期間に係る保険料を納付したのは間違いないので、未納とされてい

ることは納得できない。 

（注）申立ては、申立人の妻が、死亡した申立人の納付記録の訂正を求め

て行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の妻は、昭和 56 年４月ごろ、申立人の国民年金の加入手続を行い、

さかのぼって国民年金保険料を一括して納付したと申し立てているが、申立人

の国民年金手帳記号番号が払い出された同年４月 10 日時点においては、制度

上、申立期間の保険料を納付することはできない。 

また、当時は、特例納付実施期間にも当たっていないことから、申立期間の

国民年金保険料を特例納付することもできない。 

さらに、申立人の妻は、申立期間の国民年金保険料として、20万円から 30

万円を区役所で納付したと申し立てているが、制度上、区役所で過年度保険料

及び特例納付保険料を納付することはできず、申立内容と符合しない。 

加えて、申立期間の国民年金保険料を納付することが可能な別の国民年金手

帳記号番号の払出しについて、国民年金手帳記号番号払出簿の縦覧調査及び氏

名の別読み検索などを行ったが、申立人に別の手帳記号番号が払い出されたこ



とをうかがわせる事情等は見当たらなかった。 

このほか、申立期間の国民年金保険料納付をめぐる事情等を酌み取ろうとし

たが、新たな周辺事情等を見いだすことはできなかった。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金保

険料を納付していたものと認めることはできない。 



大阪国民年金 事案 3502                     

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 57年１月から 63年９月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

住 所 ：  

   

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 :  昭和 57年１月から 63年９月まで 

私は、昭和 57 年１月、外国人でも国民年金に加入できるようになったと

聞き、区役所に出向き、最初の１か月の保険料を納付した。 

昭和 57年２月からは口座振替で、未納無く国民年金の保険料を納付して

きたはずである。 

保険料額は全く覚えていないが、申立期間に係る保険料を納付したのは

間違いないので、未納とされていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 57 年１月、区役所で国民年金の加入手続を行い、最初の 1

か月の国民年金保険料を納付し、その後は口座振替により納付していたと申し

立てている。 

しかし、国民年金手帳記号番号払出簿を見ると、申立人の国民年金手帳記号

番号は、平成元年６月６日に払い出されており、この手帳記号番号払出時点に

おいては、制度上、申立期間の国民年金保険料を区役所及び口座振替により納

付することはできない。 

また、当時は、特例納付実施期間にも当たっていないことから、申立期間の

国民年金保険料を特例納付することもできない。 

さらに、申立期間の国民年金保険料を納付することが可能な別の国民年金手

帳記号番号の払出しについて、国民年金手帳記号番号払出簿の縦覧調査及び氏

名の別読み検索などを行ったが、申立人に別の手帳記号番号が払い出されたこ

とをうかがわせる事情等は見当たらなかった。 

加えて、申立期間は 81 か月に及んでおり、これほど長期間にわたって国民

年金保険料の収納及び記録管理における事務的過誤が繰り返されたとも考え



難い。 

このほか、申立期間の国民年金保険料納付をめぐる事情等を酌み取ろうとし

たが、新たな周辺事情等を見いだすことはできなかった。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金保

険料を納付していたものと認めることはできない。 



大阪国民年金 事案 3503 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 61 年６月から平成３年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 61年６月から平成３年３月まで 

昭和 61年５月に入院した際、健康保険証が必要であったが、Ａ市からＢ

市への住所変更を行っていなかったため、妻がすぐに住所変更及び国民健康

保険の手続を行った。 

その際、国民年金の窓口にも行くように言われ、年金手帳を持っていなか

ったが、国民年金の転入手続を行った。 

夏ごろに納付書が届き、Ｂ市役所に過去の年金記録等について問い合わせ

たところ、今からまじめに国民年金保険料を納付すれば国民年金だけで受給

権が得られると聞き、妻が、昭和 61年９月ごろから毎月保険料を納付して

くれたはずである。 

申立期間の保険料が未納とされていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

 申立人は、昭和 61 年５月ごろに、妻が、Ｂ市で国民年金に係る転入手続を

行い、同市から納付書の送付を受け、申立期間の国民年金保険料を納付したと

申し立てている。 

そこで、申立人の戸籍の附票を見ると、昭和 61 年６月１日にＢ市に転入し

ていることが確認でき、同市の被保険者名簿を見ても、同日に職権転入と記載

されていることから、申立期間の国民年金保険料を同市で納付することは可能

である。 

しかし、当該被保険者名簿を見ると、職権転入後の昭和 61 年６月１日から

平成元年６月 28日に他市へ転出するまでの納付記録欄は未納となっている。 

また、申立人は、国民年金保険料をさかのぼって納付したことやまとめて納

付したことは無いと陳述している。  



 さらに、申立期間の国民年金保険料が納付可能な別の国民年金手帳記号番号

の払出しについて、国民年金手帳記号番号払出簿の縦覧調査及び氏名の別読み

検索などを行ったが、申立人に別の手帳記号番号が払い出されていたことをう

かがわせる周辺事情等は見当たらなかった。 

加えて、申立期間は 58 か月に及んでおり、これほど長期間にわたって国民

年金保険料収納及び記録管理における事務的過誤が繰り返されたとも考え難

い。 

このほか、申立人は、申立期間の国民年金保険料納付に直接関与しておらず、

申立人の保険料納付を担っていた申立人の妻から保険料納付をめぐる事情を

酌み取ろうとしたが、新たな周辺事情等を見いだすことはできなかった。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金保

険料を納付していたものと認めることはできない。 

     



大阪厚生年金 事案 4638 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和６年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 33年ごろから 36年 12月 31日まで 

    社会保険庁の記録によると、Ａ県Ｂ市にあったＣ事業所に勤務していた昭

和33年ごろから36年12月31日までが厚生年金保険に未加入とされている。 

申立期間においてＣ事業所に継続して勤務していたので、厚生年金保険被

保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、Ｃ事業所で正社員として勤務していたと申し立てているところ、

申立期間当時の同事業所の従業員から、「申立人はＤ職としてＣ事業所の現場

で働いていたことは覚えているが、同事業所の従業員ではなかった。私がＥ職

をしている時、別の会社の仕事で来ていた申立人に会ったことがある。」旨陳

述が得られた。 

また、申立人は、Ｃ事業所における勤務について、「仕事は受取り方式で、

１日のノルマが決められ、例えば、３時にノルマが終われば、３時に帰って良

いという働き方だった。」旨陳述している。 

さらに、社会保険庁の記録によると、Ｃ事業所は、申立期間中の昭和 36 年

１月 26 日から同年５月１日までにおいて厚生年金保険適用事業所であったこ

とが確認できるところ、申立人が、同事業所勤務時にＤ職の仕事を教えてもら

った旨申し立てている先輩の氏名は、社会保険事務所が保管する同事業所に係

る厚生年金保険被保険者名簿において確認することができない。加えて、同被

保険者名簿の健康保険の整理番号に欠番は見当たらず、申立人の記録が失われ

たとは考え難い。 

   このほか、申立人が申立期間において事業主により給与から厚生年金保険料

を控除されていたことをうかがわせる事情等は見当たらない。 

   その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が厚生年金保険被保険者

として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たと認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 4639 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 10年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 33年６月から 35年５月 13日まで 

             ② 昭和 35年９月２日から 36年２月まで 

私は、昭和 33年６月から 36年２月まで、Ａ事業所（現在は、Ｃ事業者。）

のＢ部に勤務していた。 

社会保険庁の記録によると、当該事業所における厚生年金保険加入期間が

昭和 35年５月 13日から同年９月２日までの４か月間しかなく、33年６月

から 35年５月 13日までの期間（申立期間①）及び同年９月２日から 36年

２月までの期間（申立期間②）が厚生年金保険に未加入とされている。 

Ａ事業所には３年間は勤務しており、その間厚生年金保険料を給与から控

除されていた記憶があるので、申立期間を厚生年金保険被保険者期間として

認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①については、社会保険事務所が保管するＡ事業所に係る厚生年金

保険被保険者名簿において、昭和 34年５月２日、同年８月 24日及び 35年３

月２日に被保険資格を取得している同僚３人から、「申立人がいつごろから勤

務していたかは覚えていないが、自分がＡ事業所に入社した時にはＢ職として

既に勤務していた。」旨陳述が得られたこと、及び申立人が、同被保険者名簿

において34年２月27日に被保険者資格を喪失していることが確認できる同僚

を記憶していることから、申立人は少なくとも同年２月以前から同事業所に勤

務していたことは推測できる。 

   一方、Ｃ事業所の現事業主（申立期間当時の事業主の子息。）及び同僚が、

当時、Ａ事業所で一緒に勤務していたと名前を挙げている別の同僚又は上司で、

社会保険事務所が保管する同事業所に係る厚生年金保険被保険者名簿におい



て氏名が確認できない者が４人（このうち１人は複数の同僚が、「長期間、勤

務していた。」旨陳述している。）認められ、当時、同事業所では、厚生年金保

険に未加入のまま勤務していた者がいたことが推測される。 

また、社会保険事務所が保管するＡ事業所に係る厚生年金保険被保険者名簿

によると、申立期間当時、同事業所の従業員は７人から９人前後しかおらず、

申立人について保険料を控除しながら申立期間中の２回の定時決定において

いずれの機会にも被保険者資格取得の手続洩
も

れに気付かないのは不自然であ

り、当時、申立人が勤務していた場合でも保険料控除の対象として抜けていた

と考えるのが相当である 

さらに、申立期間当時の事業主は死亡しており、このほかに、申立人の陳述

以外に申立人が申立期間において事業主により給与から厚生年金保険料を控

除されていたことをうかがわせる事情は見当たらない。 

   申立期間②については、昭和 35年 10 月 29日にＡ事業所における厚生年金

保険被保険者資格を喪失している同僚から、「時期ははっきりしないが、申立

人は、自分より先に退職していた。」旨陳述が得られたことから、申立人は、

長くとも同年 10 月までしか同事業所に勤務していなかったものと推測される

ところ、ほかの同僚からは、申立人の勤務期間を特定できる陳述は得られず、

申立期間について同事業所に勤務していることが確認できない。 

   このほか、申立人が申立期間において事業主により給与から厚生年金保険料

を控除されていたことをうかがわせる事情等は見当たらない。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が厚生年金保険被保険者

として、申立期間①及び②に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除

されていたと認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 4640 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和２年生 

    住    所 ：  

     

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 23年 12月１日から 27年８月 25日まで 

② 昭和 27年９月１日から 36年 12月 30日まで 

社会保険庁の記録によれば、Ａ社及びＢ社における厚生年金保険加入期

間について、脱退手当金支給済みとなっている。 

脱退手当金の請求も受給もしていないので、申立期間を厚生年金保険被

保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を請求した記憶は無く、受給していな

いとしている。 

   社会保険庁の記録によれば、申立人の脱退手当金は厚生年金保険被保険者資

格の喪失日から約５か月後の昭和37年５月14日に支給決定されていることが

確認できる。 

  そこで、申立人の厚生年金保険被保険者台帳を見ると、脱退手当金が支給

決定される直前の昭和 37 年３月 26 日付けで脱退手当金の算定のために必要

となる標準報酬月額等を、厚生省（当時）から当該脱退手当金の裁定庁へ回

答したことを示す「回答済」の表示が確認できる。 

また、申立人の厚生年金保険被保険者名簿には、脱退手当金の支給を意味

する「脱」の表示が記されているほか、申立人から聴取しても受給した記憶

が無いというほかに脱退手当金を受給していないことをうかがわせる事情は

見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情なども含めて総合的に判断すると、申立人

は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできな

い。



大阪厚生年金 事案 4641 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

       生 年 月 日 ： 昭和６年生 

    住    所 ：      

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 21年５月３日から 30年３月 13日まで 

    厚生年金保険加入期間について、社会保険事務所に照会申出書を提出した

ところ、Ａ社Ｂ事業所に勤務していた期間について、脱退手当金支給済みと

の回答を受けた。 

脱退手当金を請求した記憶は無く、受給していないので、申立期間を厚生

年金保険被保険者期間として認めてほしい。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金は請求した記憶は無く、受給していな

いとしている。 

社会保険庁の記録によれば、申立人の脱退手当金は、Ａ社Ｂ事業所におけ

る厚生年金保険被保険者資格の喪失日から約２か月後の昭和 30 年５月 12 日

に支給決定されていることが確認できる。 

そこで、申立人の厚生年金保険被保険者台帳を見ると、脱退手当金を支給

したことを示す表示が記されているほか、給付記録欄には支給金額、資格期

間及び支給年月日等が記載されており、その内容はオンライン記録と一致し

ている上、申立人の脱退手当金支給額に計算上の誤りは無いなど、一連の事

務処理に不自然さはうかがえない。 

また、当時は、通算年金制度創設前であり、20 年以上の厚生年金保険被保

険者期間がなければ年金は受給できなかったことから、申立人が脱退手当金

を受給することに不自然さはうかがえない。 

さらに、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手当

金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情なども含めて総合的に判断すると、申立人

は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできな

い。



大阪厚生年金 事案 4642 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

  申 立 期 間 ：  昭和 53年４月 29日から 57年 10月 19日まで 

    社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、

Ａ社で勤務していた昭和 53年３月１日から 57年 10月 19日までの期間

のうち、申立期間の加入記録が無いとの回答をもらった。当該期間につ

いても同社に継続して勤務していたので、厚生年金保険被保険者であっ

たことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間もＡ社で勤務し、厚生年金保険の被保険者であった

と申し立てている。 

しかし、Ａ社は、昭和 59 年４月１日に厚生年金保険の適用事業所では

無くなっており、事業主も死亡しているため、申立人の申立期間における

勤務実態及び厚生年金保険料控除の状況について確認することはできな

い。 

また、社会保険事務所のＡ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿

において、申立期間当時に厚生年金保険の被保険者となっていることが確

認できる複数の従業員に、申立人の申立期間における勤務状況等を照会し

たが、申立人を記憶している者はいなかった。 

さらに、前述の被保険者名簿を見ると、申立期間中の昭和 53 年度及び

54 年度に社会保険事務所の算定調査が実施されていることが確認でき、

仮に、当時、申立人が厚生年金保険被保険者資格の要件を満たしながら未

加入であったならば、この時点において社会保険事務所から何らかの改善

指導が行われたと考えるのが相当である。 

加えて、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による控除に



ついては、申立人は、控除されていたとしているものの、これを確認でき

る関連資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 4643   

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 20年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 63年４月６日から平成２年１月 20日まで 

             ② 平成２年４月 17日から４年４月 17日まで 

    厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所に照会したところ、申立期間

①及び②が未加入期間となっていた。申立期間①はＡ社で勤務し、申立期

間②については、Ｂ社での資格取得日が平成４年４月 17 日となっている

ところ、同社には２年４月 17 日から勤務していたので、申立期間①及び

②について、厚生年金保険被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①については、Ａ社は、社会保険事務所の記録によると、平成元年

９月 21 日に厚生年金保険の適用事業所では無くなっており、同日以降は適用

事業所とはなっていない。 

また、Ａ社の元所長は、同社の適用期間中において何人か女性事務員の入れ

替わりがあったと陳述しているものの、申立人が仕事の引き継ぎを受けたとし

ている同僚女性を含めて、社会保険庁の同社に係る記録において女性の被保険

者は確認できない。 

さらに、申立人は、申立期間において国民年金に加入し、その保険料を納付

していることが確認できることから、申立人は申立期間について、Ａ社におけ

る厚生年金保険被保険者資格を取得していないことを認識していたことがう

かがえる。 

加えて、Ａ社の親会社であったＢ社は、「Ａ社は、現在は存在しておらず、

親会社であるＢ社も事務所移転及び担当者の変更等が再三あったため、Ａ社の

記録は残っておらず、当時の事情も不明である。」旨回答している。 

申立期間②については、雇用保険の記録（平成２年６月 21日に資格を取得。）



及びＢ社の「申立人の入社日は、平成２年４月 29日とする記録が残っている。」

との回答から、同社における平成２年４月 29日からの在職が認められる。 

しかし、Ｂ社提出の健康保険厚生年金保険被保険者資格の取得確認及び標準

報酬決定通知書によると、申立人の資格取得日は、平成４年４月 17 日である

ことが確認でき、社会保険事務所の記録と一致している。 

さらに、申立人は、申立期間において国民年金に加入し、その保険料を納付

していることが確認できることから、申立人は申立期間について、Ｂ社におけ

る厚生年金保険被保険者資格を取得していないことを認識していたことがう

かがえる。 

このほか、申立期間①及び②に係る保険料控除については、申立人に明確な

記憶が無く、また、保険料控除を確認できる関連資料及び周辺事情も無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として申立期間①及び②に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 4644 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として、その主張す

る標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことを認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

  申 立 期 間 ： 昭和 55年 10月１日から 56年 10月１日まで 

社会保険庁の記録では、昭和 55年 10月からＡ社での標準報酬月額が、

９万 2,000円から６万 4,000円へ減額されており、翌 56年 10月からは９

万 8,000円に再び増額しているが、退職するまで同社において給与額が下

がったことは無い。申立期間に係る標準報酬月額の決定に疑義があるので

調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 55年５月 12日にＡ社に入社した当時、会社を欠勤したこ

とは無く、毎月決まった金額の給料を受け取り、給料月額が下がったことも

無いので、申立期間に係る標準報酬月額について納得がいかないと申し立て

ている。 

しかし、Ａ社の事務担当者は、「会社から厚生年金保険料について不正な操

作をするように言われたようなことは無く、決まりどおりに処理しており、

算定基礎で決まった金額で保険料控除していた。」と陳述しており、同社の健

康保険厚生年金保険被保険者名簿を見ても、申立期間に係る記録訂正等の不

自然な記載内容は認められない。 

また、Ａ社は、昭和 61年７月 31日に厚生年金保険の適用事業所では無く

なっている上、事業主は既に死亡しており、申立期間当時の記録は残ってい

ないため、当時の事情を確認することはできない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立期間について申立人が主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 4645 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 21年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 37年ごろから 38年ごろまで 

② 昭和 40年 11月 27日から 41年２月 12日まで 

厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所に照会したところ、申立期間①

及び②の期間について記録が無いとの回答があった。 

申立期間①については、Ａ社に 16歳から 17歳ごろにかけての１年弱勤務

したが、まだＢ免許証を取得していなかったので、Ｃ業務に従事していた。

退職後に失業保険を受給した記憶があるので、厚生年金保険にも加入してい

たはずである。 

申立期間②については、Ｄ社でＥ業務に従事していた。この期間の雇用保

険の記録があるので、厚生年金保険にも加入していたと思う。 

申立期間①及び②について、厚生年金保険被保険者であったことを認めて

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①については、申立人が記憶している２人は、Ａ社に係る健康保険

厚生年金保険被保険者名簿には記録されておらず、申立人はほかの同僚の名前

を記憶していない。 

そこで、前述の被保険者名簿から、申立期間と重複する期間に被保険者記録

のある同僚 23 人を抽出し、住所が判明した 15 人に照会したところ、11 人か

ら回答があり、そのうち、３人は申立人を記憶していると回答していることか

ら、期間は特定できないが、申立人がＡ社に勤務していたことは推認できる。 

しかし、申立期間①は、申立人が 16歳から 17歳ごろにかけての時期である

ところ、人員配置などの事務を担当していた同僚は、「16歳ぐらいの子につい

ては、正社員として社会保険に加入させることはなかったと思う。」と陳述し



ており、前述の被保険者名簿からも、申立期間①と重複する昭和 37 年１月か

ら 38 年 12 月までの間に、18 歳未満で被保険者資格を取得した者はいないこ

とが確認できる。 

また、申立人は、Ａ社退職後に失業保険を受給した記憶があると申し立てて

いるが、Ｆ労働局は、申立人のＡ社に係る雇用保険の被保険者台帳記録及び支

給台帳記録は確認できない旨回答している。 

さらに、申立人は、健康保険証はあったように思うと陳述しているが、「使

ったことは１回もない。」としており、前述の被保険者名簿において申立期間

に係る健康保険整理番号に欠番は無く、これを裏付ける資料及び周辺事情は無

い。 

申立期間②については、雇用保険の記録（昭和 40 年 11 月 27 日に取得、41

年２月 12日に離職。)から、申立期間に申立人がＤ社に勤務していたことが認

められる。 

しかし、申立期間当時における事業主の親族は、「当時は、３日ぐらいで辞

める人もたくさんいたので、最初の給料日まで保険には入れなかった。最初の

給料日に、希望を聞き、希望する者については、翌月からの保険料控除額を知

らせた上で、加入させた。給料が減るのを嫌がって加入を希望しない者もい

た。」と陳述している。 

また、当該親族は、「社会保険に加入させたら、社会保険事務所から送って

来る書類をちゃんと番号のとおりに綴
つづ

って管理していたので、手続をしたのに、

名前が抜けているようなことがあれば、気付いたと思う。」とも陳述している。 

さらに、当該親族及びほかの同僚が当時の従業員数は、12人から 14人であ

ったとしているところ、Ｄ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿を見る

と、申立期間の被保険者数は８人であり、同事業所が、必ずしも従業員全員を

厚生年金保険に加入させていた訳ではないことがうかがえる。 

加えて、Ｄ社に申立期間当時の資料は保管されておらず、申立人の勤務状況

及び厚生年金保険料の控除等について確認することができない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として、申立期間①及び②に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 4646 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者であったことを認める

ことはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和４年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 23年４月１日から 24年３月 31日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入記録を照会したところ、申立期間

の加入記録が無いとの回答をもらった。申立期間は、Ａ県Ｂ事業所で正規

職員として勤務し、Ｃ業務に従事していたので、厚生年金保険被保険者期

間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ県提出の在籍証明書により、申立人が申立期間に、Ｂ事業所に正規職員と

して勤務していたことは認められる。 

しかし、Ａ県は、Ｂ事業所に勤務する正規職員については、申立期間当時、

恩給制度の対象者であることから、申立人は、厚生年金保険の対象者では無か

ったとしている。 

また、Ｂ事業所が厚生年金保険の適用事業所となったのは、平成４年４月１

日であり、申立期間は適用事業所ではない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が申立期間において、厚生年金保険被保険者であったと認めることはできな

い。



大阪厚生年金 事案 4647 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

    住    所 ：  

     

  ２ 申立内容の要旨 

  申 立 期 間 ：  ① 昭和 52年９月 20日から 53年５月１日まで 

           ② 昭和 54年１月 25日から 56年９月１日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、Ａ社

で勤務していた昭和 52年６月１日から平成 10年８月１日までのうち、申立

期間①及び②の加入記録が無いとの回答をもらった。当該期間についても同

社に継続して勤務していたので、厚生年金保険被保険者であったことを認め

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間①及び②もＡ社で勤務し、厚生年金保険の被保険者であ

ったと申し立てている。 

   しかし、雇用保険の記録をみると、申立人は、Ａ社において、ⅰ）昭和 52

年５月１日に資格を取得し、同年８月 31日に離職、ⅱ）53年５月１日に資格

を取得し、54 年１月 25 日に離職、ⅲ）57 年２月１日に資格を取得し、平成

10年６月 15日に離職しており、申立期間は雇用保険に加入していなかったこ

とが確認でき、この記録は、申立人の厚生年金保険の加入記録とおおむね一致

している上、52年８月 31日及び 54年１月 25日の離職に伴い、離職票が交付

されていることも確認できる。 

   また、当時の事業主は、「申立人を辞めさせた記憶は無いが、申立人は、月

に２日から３日、多い時には１週間ぐらいは欠勤していた記憶が有る。ただし、

申立人に係る厚生年金保険の資格の取得及び喪失の届出及び保険料控除につ

いては、関連資料が無いため、不明である。」と陳述している。 

さらに、社会保険事務所のＡ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿に

おいて、申立期間①及び②に加入記録が有る同僚に照会したところ、複数の同

僚から、「期間は不明であるが、申立人が数か月間会社を休んでいた記憶が有



る。申立人は、ふだんから休みがちであり、会社の給与形態が日給月給であっ

たので、給料が非常に少ないときもあったと当時の事務担当者から聞いたこと

もある。」との陳述が得られた。 

加えて、前述の被保険者名簿を見ると、申立期間②中の昭和 54 年６月 22

日に社会保険事務所の総合調査が実施されていることが確認でき、仮に、当時

申立人が厚生年金保険被保険者資格の要件を満たしながら未加入であったな

らば、この時点において社会保険事務所から何らかの改善指導が行われたと考

えるのが相当である。 

このほか、申立人の申立期間①及び②に係る厚生年金保険料控除を確認でき

る関連資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として申立期間①及び②に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 4648 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 13 年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 32年４月１日から 33年７月１日まで 

私は、高校卒業後の昭和 32年４月からＡ社において常勤のＣ業務従事者

として勤務していた。社会保険庁の記録によれば、申立期間の同年４月１日

から 33年７月１日までが厚生年金保険に未加入とされているので、被保険

者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間において、Ａ社において常勤のＣ業務従事者として勤務

していたと申し立てている。 

しかしながら、Ａ社は、申立期間当時の従業員に関する資料を保有していな

いことから、申立人が勤務していたと申し立てているＡ社での在職については

不明と回答している。 

また、申立人がＡ社での同僚として名前を挙げた者に対して、申立人のＡ社

における在職等について照会したものの、回答を得ることはできなかったほか、

同社に係る厚生年金保険被保険者名簿から複数の同僚を抽出し照会を行った

が、申立人のＡ社における勤務実態等については不明と回答しており、当時の

事情について確認することはできなかった。 

一方、上記の抽出調査した同僚からは、申立人がＡ社で厚生年金保険被保険

者資格を取得した昭和 33 年７月１日に、それぞれの事業者が同社に買収され

た旨の陳述が得られ、申立人は申立期間当時、個人事業所であったＢ社におい

て厚生年金保険に加入していた可能性もあることから、社会保険庁の記録にお

いて、Ｂ社及び類似の名称等による事業所検索を行ったものの、申立人が勤務

していたＢ社に該当するとみられる厚生年金保険の適用事業所を確認するこ

とはできない。 

また、申立人が申立期間当時、Ｂ社における同僚として名前を挙げた者につ



いても、申立人と同じく昭和 33 年７月１日にＡ社において資格を取得してお

り、それ以前の厚生年金保険加入記録は確認できない。 

さらに、厚生年金保険被保険者台帳記号番号払出簿をみると、Ａ社において、

昭和 33 年７月１日付けで厚生年金保険被保険者資格を新規取得している者 26

人の厚生年金保険の記号番号の払出日は、申立人と同じ同年７月 22 日付けの

者が 11名、同年７月 23日付けの者が 10名、同年７月 24日付けの者が５名と

なっていることが確認できるほか、同社に係る厚生年金保険被保険者名簿をみ

ても、健康保険証の整理番号に欠番は見当たらず、これらの記録に不自然な点

もうかがえない。 

加えて、社会保険庁の記録において、申立人の氏名の読み方の違い等による

検索を行ったが、申立人の申立期間における被保険者記録は見当たらない。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による給与から

の控除については、これを確認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 4649 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 23 年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 42年８月 25日から 43年８月１日まで 

    私は、昭和 42年８月にＡ社を退職した後、新聞の求人広告に掲載されて

いたＢ社に就職し、43年８月まで勤務していた。 

社会保険事務所において厚生年金保険の納付記録を確認したところ、在籍

期間が１年未満である前職のＡ社についての加入記録があるのに、約１年間

勤務していたＢ社での加入記録が無いのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

複数の同僚の証言により、申立人は、申立期間当時、Ｂ社に勤務していたも

のと推認される。 

しかしながら、社会保険事務所の記録によると、Ｂ社が厚生年金保険の適用

事業所となったのは、申立期間後の昭和 43年 12月２日であり、申立期間は同

社が適用事業所となっていない期間に当たる。 

また、上記の同僚のうち一人は、「Ｂ社が設立された日（昭和 42 年８月 25

日）の約１年から２年後に厚生年金保険に加入したが、その際に事業主から、

やっと経営が軌道に乗ってきたので今月から厚生年金保険に加入する旨の説

明を受けた。」と陳述しているほか、ほかの同僚も同趣旨の陳述をしているこ

となどから判断すると、Ｂ社が適用事業所となる前に給与から厚生年金保険料

が控除されていたとは考え難い。 

さらに、社会保険庁の記録において、申立人の氏名の読み方の違い等による

検索を行ったが、申立人の申立期間における被保険者記録は見当たらない。 

加えて、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による控除につい

ては、申立人に具体的な記憶は無く、また、Ｂ社は昭和 54年 12月３日に解散

し、事業主は既に亡くなっているため、これを確認できる関連資料及び周辺事

情は無い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 4650 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和９年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 31年９月１日から同年 11月５日まで 

             ② 昭和 36年６月８日から同年９月１日まで 

             ③ 昭和 61年８月 11日から同年 10月１日まで 

    私は、昭和 25 年７月１日にＡ社に入社し、途中、事業所名がＢ社に変更

になり、31年８月に同社が倒産したが、36年８月 31日まで継続して勤務し

た。社会保険庁の記録では厚生年金保険が申立期間①及び②について未加入

期間となっている。ただし、申立期間②については、Ｂ社を退職した後、Ｃ

社に２か月から３か月間勤務し、そのころにＤ社に転職したかもしれないの

で、同社での加入記録が欠落している可能性もある。 

また、申立期間③はＥ社に勤務していたが、社会保険庁の記録では資格取

得日が昭和 61年 10月１日となっており、申立期間③が未加入期間となって

いる。 

いずれの期間も勤務していたことに間違いはないので、厚生年金保険の被

保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①について、Ｂ社の同僚の陳述から、申立人は申立期間当時、同社

において勤務していたことが推認できる。 

しかしながら、Ｂ社に係る厚生年金保険被保険者名簿によると、昭和 31 年

９月１日時点において 109名の被保険者が確認できるが、申立人と同じ同年９

月１日付けで資格を喪失している者が 64名、同年９月 12日付けで資格を喪失

している者が４名、同年９月 20 日付けで資格を喪失している者が５名、同年

10 月 15 日付けで資格を喪失している者が 36 名みられ、同社は、この間にす

べての従業員の被保険者資格を喪失させていたことが確認できる。 

また、複数の同僚から、Ｂ社は昭和 31年９月に倒産したが、同社はその後、

取引先であったＦ社により事業が引き継がれたと回答していることなどから、



Ｂ社では当時、倒産に伴う人員整理等のため、社会保険庁の記録どおり、すべ

ての従業員の厚生年金保険被保険者資格をいったん喪失させ、上記Ｆ社に事業

が引き継がれた後も継続して勤務していた申立人を含む 12 名の従業員につい

ては、同年 11月４日以降に被保険者資格を再取得させたことがうかがわれる。 

さらに、Ｂ社の経理担当であった同僚は、同社の昭和 31年９月の倒産後は、

事業を引き継いだ企業から給与が支払われるようになったが、倒産した直後で

ある申立期間①については給与から厚生年金保険料は控除されていなかった

と思うと陳述している。 

加えて、社会保険庁の記録において、申立人の氏名の読み方の違い等による

検索を行ったが、申立人の申立期間①おける被保険者記録は見当たらないほか、

申立人は保険料控除についての記憶も定かではなく、これを確認できる関連資

料及び周辺事情は見当たらない。 

申立期間②について、申立人は、昭和 25 年７月１日にＡ社に入社し、途中

で事業所名がＢ社に変更となったが、31年９月に同社が倒産した後も 36年８

月 31 日まで継続して勤務したと申し立てているところ、Ｂ社の現事業主は、

当時の従業員から、時期は特定できないものの、申立人が以前に当社でＦ職を

していたと聞いたことがあると陳述していることから、申立人の申立期間②当

時の在職を否定できない。 

しかしながら、Ｂ社の現事業主は、当時の資料は廃棄されているため申立人

の退職日及び勤務期間について確認できないと回答しており、申立期間②当時

の事情は明らかとはならなかった。 

一方、Ｂ社は、従業員として在籍している者の厚生年金保険被保険者資格を

喪失させることは通常考え難いとしているほか、仮に、申立人主張の昭和 36

年８月 31日に同社で厚生年金保険被保険者資格を喪失した場合には、同年 10

月に行われた定時決定の対象者となるが、同社に係る厚生年金保険被保険者名

簿をみると、同年８月１日時点に在籍していたほかの被保険者には同年 10 月

の定時決定の記録が確認できるところ、申立人には当該記録が見当たらないこ

とから、申立人は社会保険庁の記録どおり、同年６月８日に資格を喪失したと

考えられる。 

また、当該被保険者名簿における申立人の備考欄には資格の喪失に伴い健康

保険証を返納したことを示す｢証返納済｣の押印も確認でき、申立人に係る厚生

年金保険の資格喪失手続に不自然な点も見当たらない。 

ところで、申立人は、Ｂ社を退職した後、Ｃ社に２か月から３か月間勤務し、

そのころにＤ社に転職したとも陳述していることから、申立人の厚生年金保険

被保険者記録を調査したところ、申立人は、Ｂ社に係る被保険者期間と重複す

るＣ社において昭和36年３月１日から同年４月25日まで厚生年金保険に加入

していることが確認できることから、申立期間②はＤ社に在職していた可能性

も考えられる。 

そこで、申立期間②において、申立人がＤ社に在職していた可能性について

調査したが、同社には資料が残っておらず、申立人の入社日について確認する

ことはできないと回答している。 



また、Ｄ社では、当時は入社後一定期間経過後に加入させており、厚生年金

保険と雇用保険は一体として加入するよう取り扱っていたと陳述していると

ころ、申立人の同社での雇用保険の記録をみると、厚生年金保険の資格取得日

と同一日の昭和 36 年９月１日に資格を取得されていることが確認できほか、

申立人自身もＤ社に入社する際に、３か月間の試用期間がある旨の説明を受け

たと陳述していることなどから、申立期間②は、仮に、Ｄ社に在職していたと

しても、試用期間のため厚生年金保険に加入させていなかったことが考えられ

る。 

さらに、Ｄ社に係る厚生年金保険被保険者名簿において申立期間当時の健康

保険の整理番号に欠番は無く、同名簿の記録に不自然な点もうかがえない。 

加えて、社会保険庁の記録において、申立人の氏名の読み方の違い等による

検索を行ったが、申立人の申立期間②おける被保険者記録は見当たらないほか、

申立人は保険料控除についての記憶も定かではなく、これを確認できる関連資

料及び周辺事情は見当たらない。 

申立期間③について、申立人は昭和 61年８月 11日にＥ社に入社したと申し

立てているが、同社及び同僚からは申立人の入社日及び申立期間における勤務

実態等を確認することはできなかった。 

一方、当時の同僚からは、「Ｅ社では、入社と同時には厚生年金保険に加入

させていなかった。」旨の陳述が得られた上、当該同僚の厚生年金保険の資格

取得日も、自身が入社したとする日の約半年後となっていることが確認できる。 

これらのことから、Ｅ社ではすべての従業員を入社と同時に厚生年金保険に

加入させていた訳ではなかったことがうかがわれ、申立人についても社会保険

庁の記録にあるとおり、入社約２か月後の昭和 61年 10月１日付けで資格取得

手続が行われたものと考えられる。 

また、Ｅ社では、厚生年金保険と雇用保険は一体として加入させていたと回

答しているところ、申立人の同社における雇用保険の記録をみると、厚生年金

保険の資格取得日と同一日の昭和61年10月１日に資格を取得していることが

確認できる。 

さらに、Ｅ社に係る厚生年金保険被保険者名簿において、申立期間当時の健

康保険の整理番号に欠番は無く、同名簿の記録に不自然な点もうかがえない。 

加えて、社会保険庁の記録において、申立人の氏名の読み方の違い等による

検索を行ったが、申立人の申立期間③における被保険者記録は見当たらないほ

か、申立人は保険料控除についての記憶も定かではなく、これを確認できる関

連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間①、②及び③に係る厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 4651 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 15年４月から 17年４月までについて、

労働者年金保険の被保険者であったと認めることはできない。また、申立

人は、申立期間のうち、昭和 22 年６月から 23 年４月までの期間、25 年１

月から同年12月までの期間、36年４月15日から同年７月12日までの期間、

42年５月 22日から 43年３月 22日までの期間及び 61年 5月から 62年１月

までの期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正 14年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 15年４月から 17年４月まで 

             ② 昭和 22年６月から 23年４月まで 

             ③ 昭和 25年１月から同年 12月まで 

             ④ 昭和 36年４月 15日から同年７月 12日まで 

             ⑤ 昭和 42年５月 22日から 43年３月 22日まで 

             ⑥ 昭和 61年５月から 62年１月まで 

   社会保険事務所に厚生年金保険の記録を照会したところ、申立期間①

から⑥までのそれぞれの期間について、厚生年金保険に加入した事実が

無いとの回答であった。厚生年金保険の被保険者で無いことに納得がい

かないので、申立期間について厚生年金保険被保険者であったことを認

めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①について、申立人は、Ａ事業所Ｃ支店に勤務していたと申し

立てている。 

しかしながら、申立期間のうち、昭和 16 年 12 月 31 日以前については、

労働者年金保険法が施行される前の期間である。また、17 年１月１日から

同年５月 31 日までについては、同法の施行準備期間とされており、申立期

間のうち、同年１月から同年４月までについては、制度上、労働者年金保険



の被保険者とはならない期間に当たる。 

以上のことから、申立人が申立期間①において労働者年金保険の被保険

者として取り扱われていたとは考え難い。               

申立期間②について、申立人はＤ事業所に勤務していたと申し立ててい

る。 

しかしながら、社会保険庁の記録では、Ｄ事業所が厚生年金保険の適用

事業所であったとする記録は見当たらない。 

また、Ｄ事業所の所在地を管轄する法務局に商業登記の記録も無いこと

から、同事業所の役員等を確認することができず、これらの者から申立人

の勤務実態及び保険料控除について陳述を得ることができない。 

さらに、Ｅ市に類似名称の事業所が確認できたが、当該事業所が厚生年

金保険の適用事業所となった日は申立期間より約 18年後の昭和 40年 12月

であり、同事業所に係る厚生年金保険被保険者名簿も調査したが、申立人

の記録は見当たらない。 

加えて、社会保険庁の記録において、申立人の氏名の読み方の違い等に

よる検索を行ったが、申立人の申立期間に該当する記録は見当たらない。 

このほか、事業主により申立人の給与から厚生年金保険料が控除されて

いたことを確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

申立期間③について、申立人はＦ事業所に勤務していたと申し立ててい

る。 

しかしながら、社会保険庁の記録において、Ｆ事業所が厚生年金保険の

適用事業所であったとする記録は見当たらない。 

一方、申立人は、Ｆ事業所は事業主を除くと４名で業務を行っていたと

陳述していることから、申立期間当時、個人事業所であったとみられる同

事業所が厚生年金保険強制適用事業所であった可能性は低いと考えられる。 

また、Ｆ事業所の所在地を管轄する法務局に商業登記の記録も無いこと

から、同事業所の役員等を確認することができず、これらの者から申立人

の勤務実態及び保険料控除について陳述を得ることができない。 

さらに、社会保険庁の記録によると、Ｇ市内において類似名称の事業所

が３か所確認できたため、当該事業所に係る厚生年金保険被保険者名簿も

調査したが、申立人の記録は見当たらない。 

加えて、社会保険庁の記録において、申立人の氏名の読み方の違い等に

よる検索を行ったが、申立人の申立期間に該当する記録は見当たらず、こ

のほか、事業主により申立人の給与から厚生年金保険料が控除されていた

ことを確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

申立期間④について、申立人は、Ｈ事業所のⅠ作業所に勤務していたと

陳述しているところ、申立事業所と類似名称のＪ事業所という名称の事業

所（Ｋ社が経営、現在は、Ｌ社。）が適用事業所となっていることが確認で



きるところ、Ｌ社提出の人事記録によると、申立人は、昭和 36年５月６日

から同年６月５日まで臨時雇員として在職していたことが確認できた。 

しかしながら、Ｌ社の事務担当者は「臨時雇員が厚生年金保険に加入し

ていたか否かについては、申立期間当時の資料が無く不明であるものの、

当時は臨時雇員については厚生年金保険に加入させていなかったことも考

えられる。」と回答している。 

また、Ｌ社提出の当時の被保険者資格取得確認及び標準報酬決定通知書

をみると、申立人は、採用された昭和 36年５月６日付けでいったん資格取

得の手続が行われたとみられるが、その時点から厚生年金保険番号は記入

されていない上、その後、申立人の記録は二重線で抹消されているところ、

当該届書には、社会保険事務所の同年６月 13日付けの受付印も確認できる

ことから判断すると、同社では申立人の社会保険の資格取得手続を行った

ものの、社会保険事務所への提出時点においては、既に申立人は退職して

いたため、手続を行うことなく二重線で抹消されたものと考えられる。 

さらに、社会保険庁の記録において、申立人の氏名の読み方の違い等に

よる検索を行ったが、申立人の申立期間に該当する記録は見当たらない。 

このほか、申立期間に係る保険料控除を確認できる関連資料及び周辺事

情は見当たらない。 

申立期間⑤について、申立人はＭ社に勤務したと陳述している。 

しかしながら、申立人は同僚の氏名を記憶していないことから、Ｍ社に

係る厚生年金保険被保険者名簿から所在の確認できた複数の同僚に事情照

会を行ったが、申立人の勤務実態及び保険料控除について具体的な陳述を

得ることはできなかった。 

一方、申立人は、Ｍ社の正社員とは異なる雇用契約をしていたと陳述し

ており、業務内容からも正社員とは異なっているほか、同社は雇用保険設

置事業所であるが、申立人の雇用保険の被保険者記録は無いことなどから

判断すると、申立人は厚生年金保険の被保険者では無かった可能性も否定

できない。 

また、Ｍ社の当時の事業主及び役員は所在が確認できず、申立人の勤務

実態及び保険料控除について陳述を得ることはできなかった。 

さらに、社会保険庁の記録において、申立人の氏名の読み方の違い等に

よる検索を行ったが、申立人の申立期間に該当する記録は見当たらず、こ

のほか、事業主により申立人の給与から厚生年金保険料が控除されていた

ことを確認できる関連資料及び周辺事情も見当たらない。 

申立期間⑥について、申立人は、Ｎ社に勤務していたと陳述していると

ころ、同社事務担当者は、「入社時の説明において、申立人は既に 60 歳を

過ぎていたため厚生年金保険には加入しないアルバイトとして取扱う旨の

説明を行い、資格取得の手続は行わなかった。」と陳述しており、申立人自



身もアルバイト扱いであると言われたことを記憶していると陳述している。 

また、Ｎ社に係る厚生年金保険被保険者名簿をみると、申立期間に資格

を取得した者が３名確認できるものの、健康保険の整理番号に欠番は無く、

記録に不自然な点も見当たらない。 

さらに、社会保険庁の記録において、申立人の氏名の読み方の違い等に

よる検索を行ったが、申立人の申立期間に該当する記録は見当たらず、こ

のほか、事業主により申立人の給与から厚生年金保険料が控除されていた

ことを確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が申立期間①において労働者年金保険の被保険者であったことを認

めることはできない。 

また、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間②、③、④、⑤

及び⑥に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこと

を認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 4652 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 21 年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 44年１月から 48年３月１日まで 

    私は、昭和 44年１月から 58年 12月 28日までＡ社にＢ業務従事者として

勤務していたが、社会保険事務所で厚生年金保険の加入記録を確認したとこ

ろ、48年３月１日から 58年 12月 28日までの記録とされている。 

入社後、すぐに厚生年金保険被保険者証を社長に提出したので、社会保険

には加入されていたはずだと思っており、申立期間を厚生年金保険の加入期

間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

複数の同僚の陳述から判断すると、申立人は申立期間において、Ａ社に勤務

していたものと推認される。 

しかしながら、当時の事業主の親族からは、「当時、Ｃ職が寄り集まった事

業所で、いずれも独立開業を前提として集まってきた人であり、数年で退社す

る人が多かった。採用当初は社会保険には加入させておらず、加入していない

期間については、給料から社会保険料を控除することはしていない。」との回

答があった。 

また、当時の同僚からも「採用の約１年後に厚生年金保険に加入したが、そ

の際には、事業主から今月より厚生年金保険に加入する旨の説明を受けた。」

との陳述が得られた。 

さらに、社会保険庁の記録において、申立人の氏名の読み方の違い等による

検索を行ったが、申立人の申立期間における被保険者記録は見当たらない。 

加えて、申立人は申立期間に健康保険証を受け取った時期等についても記憶

が定かではなく、また、事業主により給与から厚生年金保険料を控除されてい

たことをうかがわせる事情等も見当たらなかった。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 4653 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和４年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 47年６月 22日から 51年１月５日まで                        

私は、昭和 47年１月５日から平成６年５月 30日まで、Ａ社で継続して勤

務していたが、厚生年金保険の加入記録について社会保険事務所へ照会した

ところ、申立期間の加入記録が無い旨の回答をもらった。申立期間について

厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

複数の同僚の証言から判断すると、申立人は、申立期間を含め、昭和 47 年

１月５日から平成６年５月 30 日まで、Ａ社に継続して勤務していたものと推

認される。 

しかしながら、雇用保険の記録をみると、申立人の離職日（昭和 47 年６月

21 日）と厚生年金保険の資格の喪失日（昭和 47 年６月 22 日）は一致してい

ることが確認できる。 

一方、申立人は、「申立期間当時は歩合制契約であった。」と陳述しているほ

か、当時の同僚からも、「申立人は申立期間当時、歩合制契約の社員に変わり、

厚生年金保険の被保険者では無かったと思う。」旨陳述が得られた。 

また、Ａ社の当時の経理担当者は、「歩合制契約の場合は厚生年金保険には

加入させず、給与から保険料の控除もしない取扱いであった。」と陳述してい

る。 

さらに、Ａ社に係る厚生年金保険被保険者名簿によると、申立人は社会保険

事務所に健康保険証を返却している記録が確認できるほか、申立期間当時の健

康保険整理番号には欠番は無く、記録に不自然な点もうかがえない。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による給与から

の控除については、これを確認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 4654 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 大正 10年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 18年６月ごろから 21年８月ごろまで 

    私は、昭和 18年６月ごろから 21年８月ごろまで、Ａ国のＢ島Ｄ市にあっ

たＥ社（現在は、Ｆ社。）の工場で勤務していた。しかし、社会保険庁の記

録では、同社で厚生年金保険等に加入した記録は無いとのことであった。60

年以上も前のことで、当時の資料は残っていないが、同僚はいずれも同社で

勤務していた期間の厚生年金保険を受給しているので、申立期間を被保険者

期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の申立期間におけるＥ社での在職については、申立人提出の資料によ

り推認できる。 

しかしながら、申立期間当時、労働者年金保険法及び厚生年金保険法の適用

区域は「内地」である現在の日本国内に限られており、Ａ国などの「外地」に

ついては、制度上、原則として同法の適用は無いとの取扱いがされていた。 

当時の外地で勤務する者の取扱いについては、従前の日本国内での使用関係

を存続し、給与も同じ国内の事業所から支払を受けるという措置が講じられて

いる場合においては、労働者年金保険法及び厚生年金保険法に定める適用区域

外である外地に転勤した場合においても、引き続き被保険者として取り扱うこ

とに支障はないという適用がされていた。 

そこで、申立人の労働者年金保険及び厚生年金保険の加入に関する社内記録

について、Ｆ社に照会したが、当時の資料が保存されておらず、確認すること

ができないとの回答であった。 

なお、申立人が名前を挙げた当時の同僚３名について、Ｅ社に係る労働者年

金保険及び厚生年金保険の加入記録を調査したが、いずれも申立期間当時は労



働者年金保険又は厚生年金保険に加入していないことが確認できた。 

これらのことから、申立人は、申立期間中は労働者年金保険法又は厚生年金

保険法の適用区域外で在職していたことになり、外地に転勤する前から日本国

内において被保険者であった者として引き続き被保険者資格を継続する取扱

いの対象者には該当しなかったため、労働者年金保険又は厚生年金保険の被保

険者資格を取得していなかったものと考えられる。 

このほか、申立人が申立期間において事業主により給与から厚生年金保険料

を控除されていたことをうかがわせる事情等は見当たらなかった。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が厚生年金保険被保険者

として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たと認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 4655 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

 氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 51年９月 21日から 53年 12月１日まで 

    私は、昭和 51年６月１日から 53 年 12月１日までＡ社で勤務し、その間

に慰安旅行に２回参加した。年に一度の慰安旅行に２回行っていることから、

申立期間も勤務していたことは間違いないので、申立期間を厚生年金保険の

被保険者記録として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間にＡ社で勤務していた複数の同僚は、申立期間当時、同社の慰安旅

行は年 1回行われていたと陳述しているほか、このうち１名の同僚は、期間は

特定できないものの、申立人が同社で勤務していたと陳述していることから、

申立人の同社での勤務は推定される。 

しかしながら、Ａ社は、申立期間当時の勤務記録及び厚生年金保険被保険者

資格の取得及び喪失に係る資料を保存していないため、申立人の勤務実態及び

厚生年金保険料の給与からの控除の有無については不明としているほか、申立

期間当時の事業主及び同社に勤務していた者からも、申立人の当時の勤務実態

及び厚生年金保険の加入状況については不明であるとして具体的な陳述は得

られず、申立人の申立期間における保険料控除をうかがわせる事情を明らかと

することはできなかった。 

また、社会保険事務所が保管するＡ社に係る厚生年金保険被保険者名簿をみ

ると、申立人は、健康保険証を返却している記録が確認できるほか、健康保険

証の整理番号に欠番は無く、同名簿の記録に不自然な点も見当たらない。 

仮に、申立期間中も厚生年金保険被保険者として、保険料が控除されていた

場合、申立期間中には２回の定時決定、その後資格喪失届も提出されていたと

考えられるところ、これらいずれの機会においても事業所及び社会保険事務所



が申立人の記録漏れに気づかず、記録を誤ったとは考え難い。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の控除をうかがわせる関

連資料及び周辺事情等は無い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。



大阪厚生年金  事案 4656 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

    

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 39年 11月８日から 40年７月１日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、Ａ社

に勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が無い旨の回答をもらった。同

社には、昭和 39年 11月から勤務したので、申立期間も厚生年金保険の被保

険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間について、申立人は、Ａ社に勤務していたと申し立てている。 

しかし、Ａ社は、会社が合併したこともあり、申立期間当時の厚生年金保険

等に係る資料は保存しておらず、申立人の勤務実態及び保険料控除については

不明であるとしている。 

また、当時の事業主は死亡し、総務担当者の所在は不明であり、これらの者

から、申立人の勤務実態及び厚生年金保険の加入状況について確認することは

できない。 

さらに、申立人が覚えている同僚及び社会保険事務所のＡ社に係る健康保険

厚生年金保険被保険者名簿から、申立期間当時に厚生年金保険に加入し、連絡

の取れた８人の同僚に照会したが、申立人を覚えている者はいないため、申立

人の勤務実態を確認することはできない上、複数の同僚は、「申立期間当時、

従業員の中には厚生年金保険に加入していない者もいた。」と陳述している。 

このほか、申立人の申立期間に係る保険料控除を確認できる関連資料及び周

辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。



大阪厚生年金  事案 4657 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 10年生 

    住    所 ：      

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ：  昭和 30年７月から 35年８月まで 

    厚生年金保険の加入状況について社会保険事務所に照会したところ、Ａ社

Ｂ支店に勤務していた期間の加入記録が無い旨の回答を得た。 

Ａ社Ｂ支店には、昭和 30年７月ごろから 35年８月ごろまで勤務し、Ｃ業

務に携わった。 

厚生年金保険料を控除されていたと思うので、申立期間について厚生年金

保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

        

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間にＡ社Ｂ支店の社員として、Ｄ所においてＣ業務に従事

し、事業主により給与から厚生年金保険料を控除されていたと申し立てている。 

しかし、Ａ社Ｂ支店は同社が保管する厚生年金保険被保険者台帳には、申立

期間及びその前後の期間においても申立人の名前は見当たらないとしており、

この台帳に登載されていない者の厚生年金保険料を給与から控除することは

ないと回答している。 

また、社会保険事務所が管理しているＡ社Ｂ支店の健康保険厚生年金保険被

保険者名簿には、健康保険の整理番号に欠番は無い。 

さらに、Ａ社Ｂ支店では、申立期間当時、Ｄ所においては、下請であるＥ職

にＦ業務従事者の募集及び労務管理を任せており、Ｆ業務従事者については、

厚生年金保険の加入対象としていなかったとしており、また、同社の従業員及

びＥ職等も同様の陳述をしている。 

このほか、申立人の申立期間に係る保険料控除を確認できる関連資料及び周

辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。



大阪厚生年金  事案 4658 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 11年生 

    住    所 ：  

     

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ：  昭和 34年４月から 35年３月まで 

    厚生年金保険の加入状況について社会保険事務所に照会したところ、申立

期間について加入記録が無い旨の回答をもらった。申立期間については、Ｂ

市にあったＡ事業所に勤務していたので、厚生年金保険被保険者であったこ

とを認めてほしい。 

        

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間にＡ事業所で勤務し、厚生年金保険に加入していたと申

し立てている。 

しかし、申立人が申立期間当時勤務していたとするＡ事業所は、社会保険事

務所において、厚生年金保険の適用事業所としての記録は無い。 

また、Ａ事業所の所在地を管轄する法務局に商業登記の記録も確認できない。 

さらに、申立人は、Ａ事業所の事業主の名前を正確に記憶していない上、申

立人が同僚であったとする者の連絡先も不明であることから、申立人の同事業

所における勤務状況及び厚生年金保険料の控除について確認することができ

ない。 

加えて、申立人は申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による給与からの

控除について明確な記憶が無く、このほか、申立てに係る事実を確認できる関

連資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。



大阪厚生年金  事案 4659 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 21年生 

    住    所 ：      

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ：  ① 昭和 43年５月から 44年４月ごろまで 

             ② 昭和 47年５月から 49年まで 

    厚生年金保険の加入状況について社会保険事務所に照会したところ、昭和

43年５月から 44年４月ごろまで勤務していたＡ社及び 47年５月から 49年

まで勤務していたＢ社の加入記録が無いとの回答であった。 

両社に勤務していたことは間違いないので、申立期間について厚生年金保

険被保険者であったことを認めてほしい。 

        

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①については、申立人が名前を挙げたＡ社の同僚の陳述から、在職

期間は特定できないものの、申立人が申立期間当時、同社に勤務していたこと

は推認できる。 

しかし、申立人がＡ社を退職したとする時期と近い時期に同社に入社し、申

立人と同様の業務に従事した従業員は、厚生年金保険被保険者としての記録が

無い。このことから、当時同社では、必ずしもすべての従業員を厚生年金保険

に加入させる取扱いを行っていなかったものと考えられる。 

また、Ａ社の当時の事業主及び給与関係の担当者であった事業主の妻は既に

死亡しており、これらの者から申立人の勤務状況及び厚生年金保険料の控除に

ついて確認することができない。 

さらに、申立人は申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による控除につい

て明確な記憶が無く、このほか、申立てに係る保険料控除を確認できる関連資

料及び周辺事情は無い。 

申立期間②については、事業主の陳述から、申立人は申立期間当時、Ｂ社に

勤務していたことが認められる。 



しかし、Ｂ社の事業主によると、「申立期間当時、当事業所は厚生年金保険

に加入しておらず、申立人の給与から保険料を控除することも無かった。」と

している。 

また、社会保険事務所の記録においても、当該事業所が厚生年金保険の適用

事業所であった記録は無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

期間①及び申立期間②において、申立人が厚生年金保険被保険者として申立期

間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことを認め

ることはできない。



大阪厚生年金 事案  事案 4660 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名  ：  男 

    基礎年金番号  ：  

    生 年 月 日  ： 昭和７年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 22年６月１日から 26年６月１日まで 

    私は、昭和 22年６月１日から平成４年７月 20日までＡ社に継続して勤務

していたが、社会保険庁の記録では、定時制高校に通学していた昭和 22 年

６月１日から 26 年６月１日までの厚生年金保険加入記録が無い。同社に採

用後、すぐに健康保険証を受け取っていたことを記憶しており、厚生年金保

険にも加入しているはずなので申立期間を厚生年金保険の被保険者期間と

して認めてほしい。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

昭和 21 年にＡ社に入社し、申立期間において厚生年金保険加入記録のあ

る申立期間当時の従業員が、「申立人は昭和 22年に中学校を卒業後、Ａ社に

入社してきた。」と陳述していることから、申立人が申立期間も同社に継続

して勤務していたことは推定できる。 

しかし、申立人と同じ昭和 26 年６月１日に厚生年金保険被保険者資格を

取得している９人の従業員のうちＡ社に 24 年５月に入社したとする従業員

は、「申立人は、申立期間当時、定時制高校に通学しており、アルバイト的

な勤務であったため、高校卒業後、私と同じ昭和 26 年６月に厚生年金保険

に加入した。」と陳述している。また、その従業員は、「昭和 26年６月当時、

Ａ社の参事と係長が、職員が増えたので厚生年金保険の加入手続をしなけれ

ばならないと話し合っていたことを覚えている。」と陳述している。 

さらに、申立人は昭和 22年６月におけるＡ社の従業員数は約 20人であっ

たと陳述しているところ、同年６月時点の同社での厚生年金保険被保険者数

は８人であることが確認できる。以上のことから、Ａ社は、26 年６月以前

に入社した従業員の一部について入社と同時に厚生年金保険に加入させて

おらず、同年６月１日付けで申立人を含む 10 人を一括加入させたものと考

えられる。 



このほか、申立人が申立期間において事業主により給与から厚生年金保険

料を控除されていたことをうかがわせる関連資料及び周辺事情等は見当た

らない。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が厚生年金保険被保険

者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたと認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 4661  

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 大正７年生 

住        所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 30年３月 24日から同年４月１日まで 

私は昭和 30 年３月 24 日に Ａ社（現在は、Ｂ社。）に入社し、48 年２月

まで勤務していた。 

退職時に会社からもらった退職所得の源泉徴収票には就職年月日が昭和

30年３月 24日と記載されているのに、社会保険の資格取得日が同年４月１

日であることに納得できない。 

申立期間について、勤務していたことに間違いはないので当該期間を厚生

年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が、申立期間もＡ社で勤務していたことは、申立人が所持する退職所

得の源泉徴収票及び昭和 30 年４月１日に入社した複数の同僚の証言から推定

できる。 

しかし、昭和 30年４月１日に入社したとする同僚の一人は、｢申立人は歩合

給である契約社員であった。｣と陳述しているところ、同一日に入社した別の

同僚は、｢当時、契約社員は社会保険の加入に関しては様子見の期間があり、

入社日と同一日に加入できなかった。｣と陳述している。 

また、Ｂ社は、｢当時は必ずしも全員の厚生年金保険被保険者資格を入社日

に取得していなかった。｣としており、契約社員の資格の取得については、｢昭

和 30年３月 24日の入社であれば、契約社員は歩合制のため、保険料を控除で

きるほどの３月分の給与が発生しない。現金で保険料を別に徴収したこともな

かったと思う。｣と回答している。 

さらに、Ａ社に昭和 40 年代に人事担当者として勤務していた者は、｢昭和

30年代から 40年代にかけては入社日以降、何日かして資格を取得することが



あった。また、契約社員については歩合制となっていたため、30年３月 24日

に入社しても社会保険の資格の取得が同年４月１日であることは不自然では

ない。｣と陳述している。 

このほか、申立人が申立期間において、事業主により給与から厚生年金保険

料を控除されていたことをうかがわせる事情等は見当たらない。 

   その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が厚生年金保険被保険者

として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たと認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 4662 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 34年３月 17日から 35年２月 15日まで 

                          ② 昭和 35年２月 15日から 38年７月 20日まで 

             ③ 昭和 38年９月７日から 39年４月１日まで 

             ④ 昭和 39年７月１日から 42年１月１日まで 

厚生年金保険加入期間について照会したところ、昭和 34 年３月から 42

年１月までの期間が脱退手当金を受給済みとの回答をもらった。 

社会保険事務局に調査を依頼したところ、昭和 42年５月 23日に社会保険

事務所にて２万 4,163円を受給済みとの結果が通知された。しかし、私は結

婚のために同年１月初めにＡ市に引っ越ししたため、Ｂ市に帰省したり、郵

送によるやり取りを数回交わした後で、社会保険事務所で受給したのであれ

ば確実に記憶に残っているはずであるが、請求人自身が受給した記録も記憶

も残っていない(同時期にＡ市で受給した失業保険については明確な記憶が

ある。)。 

脱退手当金を受給する意思があったのであれば、Ａ市に引っ越してからで

はなく、退職直後である昭和 42年１月ごろに請求を行っているはずであり、

時期・地域ともに本人が受給したとするには不自然と思われるので、調査し

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を請求した記憶は無く、受給していな

いとしている。 

そこで、申立人が現在も所持している厚生年金保険被保険者証を見ると、

「脱」の押印が確認できるところ、当時の事務処理においては、脱退手当金を

支給した場合、脱退手当金の請求書類として提出された厚生年金保険被保険者

証に脱退手当金を支給した旨の「脱」表示をすることとされていたことから、

申立人の意思に基づかないで脱退手当金が請求されたものとは認め難い。 



また、申立人の脱退手当金は、支給額に計算上の誤りは無く、申立期間に係

る厚生年金保険被保険者資格の喪失日から約４か月後の昭和42年５月23日に

支給決定されているなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

さらに、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手当金

を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情なども含めて総合的に判断すると、申立人は、

申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 4663  

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名  ：  女 

基礎年金番号  ：   

生 年 月 日  ：  昭和 10年生 

住        所  ：   

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ：  昭和 29年４月１日から 35年９月 21日まで 

厚生年金保険加入記録について社会保険事務所に照会申出書を提出した

ところ、Ａ社に勤務していた期間について、脱退手当金支給済みとの回答

を受けた。 

当時は脱退手当金のことは知らず、請求も受け取りもしていない。是非調

べてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、Ａ社に勤務していた期間について自身で脱退手当金の請求手続を

した記憶が無いことから、脱退手当金は受給していないとしている。 

申立人が勤務していたＡ社の厚生年金保険被保険者名簿で、申立人の資格

喪失日が記載されているページを含む前後 15ページに記載されている女性の

うち、申立人と同一時期に受給要件を満たし資格を喪失した 15人の脱退手当

金の支給記録を調査したところ、10 人について脱退手当金の支給記録が確認

でき、全員が資格喪失日から約５か月以内に脱退手当金の支給決定がなされ

ている上、「女性は家庭に入ると働くことはないので脱退手当金を受給した方

がいい、脱退手当金を受給しても年金加入期間が足らないときはカラ期間と

して活かせる場合がある等と説明していた。」と同僚が証言しているとともに、

当時は通算年金制度創設前であったことを踏まえると、申立人についてもそ

の委任に基づき事業主による代理請求がなされた可能性が高いものと考えら

れる。    

また、申立期間の脱退手当金は支給額に計算上の誤りは無く、申立期間に

係る厚生年金保険被保険者資格の喪失日から約３か月後の昭和 35 年 12 月 17

日に支給決定されているほか、申立人の被保険者台帳には、脱退手当金の算



定のために必要となる標準報酬月額等を厚生省（当時）から当該脱退手当金

の裁定庁へ回答した記録が確認できるなど、一連の事務処理に不自然さはう

かがえない。 

さらに、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手当

金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情などを含めて総合的に判断すると、申立人

は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできな

い。



大阪厚生年金  事案 4664 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和７年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ：  ① 昭和 30年８月１日から 31年 12月まで 

           ② 昭和 33年４月から 34年４月 11日まで 

           ③ 昭和 35年４月 30日から 36年４月まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況を照会したところ、Ａ社に勤務

した期間のうち、申立期間①の加入記録が無く、また、Ｂ社に勤務した期間

のうち、申立期間②及び③の加入記録が無いとの回答をもらった。いずれの

会社においても申立期間に勤務していたことは間違いないので、申立期間①、

②及び③について、厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①については、申立人は、昭和 31年 12月までＡ社に勤務し、厚生

年金保険に加入していたと申し立てている。 

   しかし、申立人が記憶している同僚及び社会保険事務所のＡ社に係る健康保

険厚生年金保険被保険者名簿において申立期間に被保険者記録が有る元従業

員に照会しても、申立人の申立期間における勤務実態を確認することはできな

かった。 

   また、元従業員の１人は、「Ａ社は、昭和 30 年ごろから経営不振となり、

人員整理も行われていた。」と陳述している。 

   さらに、前述の被保険者名簿を見ると、申立人と同一日の昭和 30 年８月１

日に、当時の被保険者総数の４分の１近くに上る 35 人が、被保険者資格を喪

失していることが確認できる。 

   加えて、Ａ社は、昭和 33 年に厚生年金保険の適用事業所では無くなってお

り、元事業主も既に死亡しているため、同社から、申立人の申立期間における

勤務実態及び保険料控除の状況について確認することはできない。 



   申立期間②については、元従業員の陳述から、期間は特定できないものの、

申立人が申立期間にＢ社に勤務していたことは推認できる。 

   しかし、元従業員の２人は、Ｂ社では従業員全員に３か月間の試用期間があ

り、その間は厚生年金保険には加入していなかったと陳述しており、当該元従

業員の厚生年金保険加入記録をみると、２人とも、同社における資格取得日は、

それぞれ記憶している入社時期から約３か月後となっている。 

   また、社会保険事務所の厚生年金保険被保険者記号番号払出簿において、申

立人の厚生年金保険記号番号は、昭和 34年５月 14日から同年５月 20日まで

の間に払い出されている。 

   申立期間③については、申立人は、昭和 36 年４月までＢ社に勤務し、厚生

年金保険に加入していたと申し立てている。 

   しかし、昭和 35年７月 14日にＢ社を退社したとする元従業員は、「私が退

社したときには申立人は在籍していなかった。」と陳述しているほか、社会保

険事務所の同社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において申立期間

に被保険者記録が有る元従業員に照会しても、申立人の申立期間における勤務

実態を確認することはできなかった。 

   また、Ｂ社は、事業主も所在不明であるため、同人から申立人の申立期間に

おける勤務実態及び厚生年金保険料控除の状況を確認することはできない。 

   このほか、申立人の申立期間①、②及び③に係る保険料控除を確認できる関

連資料及び周辺事情は無い。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として申立期間①、②及び③に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。



大阪厚生年金  事案 4665 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和７年生  

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 36年５月から 37年５月まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、申立

期間の加入記録が無いとの回答を受けた。申立期間は、Ａ社が経営していた

Ｂ事業所で正社員として勤務していたので、当該期間について、厚生年金保

険被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間にＡ社が経営していたＢ事業所で勤務し、厚生年金保険

に加入していたと申し立てている。 

 しかし、社会保険事務所の記録では、申立人が勤務していたとするＡ社が

厚生年金保険の適用事業所となったのは、昭和 51 年９月 10 日であり、申立

期間は適用事業所になっていない。 

また、Ａ社の元事業主は、「申立期間当時の事業主は死亡しており、会社も

既に閉鎖したため、申立期間当時の資料は残っていない。」と陳述しており、

元事業主から申立人の申立期間における勤務実態及び保険料控除は確認でき

ない。  

さらに、申立人が氏名を記憶している同僚は所在不明であり、同人から申

立人のＡ社における勤務実態等について確認することはできない。 

このほか、申立人の申立期間に係る保険料控除の状況について確認できる

関連資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。



大阪厚生年金  事案 4666 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 18年生  

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 44年６月 22日から 46年ごろまで 

厚生年金保険の加入状況について社会保険事務所に照会したところ、Ａ社

に勤務した期間のうち、申立期間について加入記録が無いとの回答を受けた。

同社には昭和 44年３月３日から 46年ごろまで継続して勤務したので、申立

期間について、厚生年金保険被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間もＡ社に勤務し、厚生年金保険に加入していたと申し立

てている。 

   しかし、Ａ社は、昭和 46 年に厚生年金保険の適用事業所では無くなってお

り、申立期間当時の事業主及び事務担当者は連絡先が不明であるため、同社及

び事業主等から、申立人の申立期間における同社での勤務実態及び厚生年金保

険料控除の状況を確認することはできない。 

   また、申立人が記憶していたＡ社での同僚を含め、社会保険事務所の同社に

係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、申立期間に被保険者記録の

有る元従業員５人に照会を行ったが、申立人を記憶している者はいなかった。 

   さらに、申立人の雇用保険の記録は、社会保険事務所の厚生年金保険の記録

と一致する。 

   このほか、申立人の申立期間に係る保険料控除を確認できる関連資料及び周

辺事情は無い。 

 これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。



 

 

大阪厚生年金  事案 4667 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 12年生 

    住        所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 56年２月から同年８月まで 

厚生年金保険の加入状況について社会保険事務所に照会したところ、Ａ社

に勤務していた期間の加入記録が無い旨の回答を受けた。同社に勤務してい

たことは間違いないので、申立期間について、厚生年金保険被保険者であっ

たことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が、申立期間にＡ社で勤務していたことは、雇用保険の記録から判断

して認められる。 

しかし、社会保険事務所の記録によると、Ａ社は、昭和 54年５月 18日に厚

生年金保険の適用事業所では無くなっており、申立期間当時は適用事業所では

ない。 

また、Ａ社の元従業員は、「昭和 54年ごろ、会社から健康保険と厚生年金保

険の適用事業所では無くなるので、国民健康保険と国民年金に加入するよう言

われた記憶がある。」と陳述している。 

このほか、申立人の申立期間に係る保険料控除を確認できる関連資料及び周

辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。



                    

  

大阪厚生年金  事案 4668 

 

第１ 委員会の結論 

   申立期間のうち、昭和 39年９月１日から 46年９月 20日までについては、

申立人は厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていたと認めることはできない。 

   また、申立期間のうち、昭和 56年 12 月１日から 60年１月１日までについ

ては、申立人は、厚生年金保険被保険者として、その主張する標準報酬月額に

基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めること

はできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ：  昭和 15年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 39年９月１日から 46年９月 20日まで 

             ② 昭和 56年 12月１日から 60年１月１日まで 

厚生年金保険の加入状況について社会保険事務所に照会したところ、Ａ社

に勤務した期間のうち、申立期間①の加入記録が無いとの回答を受けた。私

は、昭和 38 年に結婚し、夫の父が経営する個人事業所で夫と一緒に仕事を

し、39 年９月にＡ社として法人化すると同時に厚生年金保険に加入して被

保険者になったのは間違いないので、申立期間①について、厚生年金保険被

保険者であったことを認めてほしい。 

また、Ａ社に継続して勤務した期間のうち、申立期間②については、給与

が下がった記憶が無いのに、社会保険事務所の記録では標準報酬月額が下が

っているので、正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①については、当時の同僚であり、現在の事業主である申立人の夫

の陳述から判断して、申立人が申立期間にＡ社に勤務していたことは推認で

きる。 

しかし、事業主が経理事務を依頼していたとする会計事務所は、「申立てに

係る事業所からは給与計算等の依頼を受けておらず、源泉徴収簿も無い。」と

回答している。また、事業主が労務管理を依頼していたとする社会保険労務士



                    

  

事務所は、「過去の資料は５年で廃棄する。」と回答しており、申立人の申立

期間に係る厚生年金保険料の控除について確認することができない。 

さらに、Ａ社は、社会保険事務所の記録では、昭和 39年９月１日に新規適

用事業所になっていることが確認できるところ、同社の健康保険厚生年金保険

被保険者名簿を見ると、新規適用時には申立人の夫を含む７人の被保険者が資

格を取得しているが、申立人の名前は無く、申立人は 46年９月 20日に資格を

取得しており、新規適用から申立人の資格を取得するまでの間の健康保険整理

番号に欠番は無い。 

加えて、申立人は、Ａ社の法人化に併せて昭和 39年９月１日に資格を取得

したとしているが、登記簿謄本及び社会保険事務所の記録によれば、同社が法

人化されたのは 42年１月６日であり、申立人の陳述とは符合しない。 

このほか、申立人の申立期間①に係る保険料控除を確認できる関連資料及び

周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として申立期間①に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

申立期間②については、事業主は、申立人について、標準報酬月額を引き下

げた記憶は無いと陳述している。 

しかし、社会保険庁の記録をみると、Ａ社では、昭和 54年から 56年にかけ

て、申立人以外にも４人の従業員（うち３人は事業主の親族。）の標準報酬月

額が６か月から３年の間、引き下げられていることが確認できる。 

また、当該従業員のうち２人は、「申立期間において、勤務形態の変化によ

り給与が変化した。」旨陳述している。 

このほか、申立期間②について、申立人がその主張する標準報酬月額に相当

する保険料を事業主から控除されていたことを確認できる関連資料及び周辺

事情は無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が申立期間②において、厚生年金保険被保険者として、その主張する標準報

酬月額に相当する厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこ

とを認めることはできない。



                    

  

大阪厚生年金  事案 4669 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女     

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ：  昭和３年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 19年４月１日から 20年７月 20日まで 

厚生年金保険の加入状況について社会保険事務所に照会したところ、Ａ事

業所（現在は、Ｂ事業所。）で勤務した期間の加入記録が無いとの回答を受

けた。申立期間に同事業所で勤務していたことは間違いないので、当該期間

について、厚生年金保険被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

 同僚の陳述から判断して、期間は特定できないものの、申立人が申立期間当

時にＡ事業所で勤務していたことは推認できる。  

 しかし、社会保険事務所の記録によると、Ａ事業所が厚生年金保険の適用事

業所となったのは、昭和 39年９月 10日であり、申立期間は適用事業所ではな

い。 

 また、Ｂ事業所は、保管する人事記録に申立人の氏名は見当たらないとして

おり、そのほかに、同事業所が保管する申立期間当時の資料は無く、申立人に

係る勤務実態及び厚生年金保険料控除の状況は確認できない。 

 さらに、Ｃ共済組合は、「昭和 36年３月 31日以前に退職し、通算して共済

組合に加入した期間が 20年（240月）に満たない者の記録は保管していない。」

と回答している。 

このほか、申立人の申立期間に係る保険料控除を確認できる関連資料及び周

辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。



                    

  

大阪厚生年金  事案 4670 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

    住        所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 61年１月から 62年１月５日まで 

厚生年金保険の加入状況について社会保険事務所に照会したところ、Ａ社

に勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が無いとの回答を受けた。同社

には、前職を昭和 60年 12月で退職した翌月に入社したので、申立期間につ

いて、厚生年金保険被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の記録から、申立人が申立期間にＡ社に勤務していたことが認めら

れる。 

しかし、Ａ社において、申立人と同様の時期に厚生年金保険被保険者記録が

有る元従業員６人の厚生年金保険及び雇用保険の加入記録を確認したところ、

２人については厚生年金保険の加入後、２か月から１年３か月後に雇用保険の

加入手続が行われており、１人については雇用保険の加入記録が無いことが確

認でき、同社では、厚生年金保険及び雇用保険の加入手続が必ずしも同時期に

行われていなかったことがうかがえる。なお、元事業主は、雇用保険と厚生年

金保険の取得日に相違がある元従業員がいることについて、「理由は不明であ

る」と回答している。 

また、Ａ社は、平成５年に厚生年金保険の適用事業所では無くなっており、

元事業主は、「会社の人事記録等の資料を保管しておらず、また、申立人を記憶

していないため、申立人の厚生年金保険加入手続及び厚生年金保険料控除の状

況は不明である。」と陳述していることから、申立人の申立期間における保険料

控除の状況について確認することはできない。 

さらに、仮に、事業主から申立てどおりの厚生年金保険被保険者資格の取得

届が提出された場合には、その後に申立人に係る報酬月額算定基礎届を提出す



                    

  

る機会があったこととなるが、社会保険事務所が当該届を記録しないとは考え

難い。 

このほか、申立人の申立期間に係る保険料の控除について確認できる関連資

料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主によ

り給与から控除されていたことを認めることはできない。



                    

  

大阪厚生年金  事案 4671 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

    住        所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 35年２月 15日から同年５月１日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、Ａ社

に勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が無い旨の回答をもらった。同

社には、前職を昭和 35年２月に退職後すぐに入社したので、申立期間につい

て、厚生年金保険被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間にＡ社で勤務し、厚生年金保険に加入していたと申し立

てている。 

しかし、Ａ社が作成し保管する「社員台帳」には、申立人は、厚生年金保険

被保険者資格を取得した日と同じ昭和 35 年５月１日に同社に入社したことが

記載されている。また、同社の事務担当者は、「申立人の入社年月日は社員台帳

のとおり昭和 35年５月１日だと思う。」と陳述している。 

さらに、Ａ社が保管する申立人に係る「健康保険被保険者異動届」には、申

立人の被保険者資格の取得日は、昭和 35年５月１日と記載されており、社会保

険事務所の記録と一致している。 

このほか、申立人の申立期間に係る保険料控除について確認できる関連資料

及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主によ

り給与から控除されていたことを認めることはできない。



                    

  

大阪厚生年金  事案 4672 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和５年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ：  昭和 29年 10月 13日から 31年４月１日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況を照会したところ、Ａ社（現在

は、Ｂ社。）に勤務していた期間のうち、申立期間の加入記録が無いとの回

答をもらった。申立期間も同社で確かに勤務していたので、当該期間につい

て、厚生年金保険被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間もＡ社に勤務し、厚生年金保険に加入していたと申し立

てている。 

   しかし、社会保険事務所のＡ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿に

おいて、申立期間に被保険者記録が有る従業員 11 人に、申立人の申立期間に

おける勤務状況を照会したが、申立人が申立期間において同社で勤務していた

ことを確認することができなかった。 

また、Ａ社の元従業員の一人は、「私は、昭和 30年６月 29日に解雇された

が、その時には申立人は既に退職していた。」と陳述しているほか、申立人が

昭和31年３月31日に退職した時の社会保険事務担当者であるとする者につい

て、申立期間当時の経理事務担当者二人は、「当該事務担当者は、その前年の

昭和 30年４月ごろに退職した。」と陳述している。 

   さらに、Ｂ社は、申立期間当時の資料を保管しておらず、また、当時の事業

主は既に死亡しているため、申立人の申立期間における勤務実態及び厚生年金

保険料控除の状況について確認することはできない。 

   このほか、申立人の申立期間に係る保険料控除について確認できる関連資料

及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。



                    

  

大阪厚生年金  事案 4673 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和５年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 27年 12月 28日から 29年８月 31日まで 

厚生年金保険の加入状況について社会保険事務所に照会したところ、Ａ社

に勤務した申立期間の加入記録が無い旨の回答を受けた。同社に勤務してい

たのは間違いないので、申立期間について、厚生年金保険被保険者であった

ことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

同僚の陳述から、申立人が申立期間において、Ａ社で勤務していたことは推

認できる。 

しかし、Ａ社は、昭和 28 年４月１日に厚生年金保険の適用事業所となって

おり、同日以前は適用事業所ではない。 

また、申立人がＡ社を退職した後の昭和 29 年 12 月ごろから約３年間、同

社に勤務したとする申立人の妹も、同社において厚生年金保険被保険者とし

ての記録は無い。 

さらに、複数の同僚等は、自身が記憶している入社時期の約１年６か月か

ら４年後に厚生年金保険被保険者資格を取得しているほか、このうちの一人

は、「入社後１年以上経っても厚生年金保険に加入させてもらえなかったので、

事業主に申し入れて加入させてもらった。」と陳述している。 

加えて、Ａ社は、申立期間当時の人事記録等の資料を保管していないため、

申立人の申立期間における勤務実態及び保険料控除の状況について確認する

ことはできない。 

また、社会保険事務所のＡ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿に

は、申立期間において健康保険整理番号に欠番は無く、同名簿の記録に不自

然な点もうかがえない。 



                    

  

このほか、申立人の申立期間に係る保険料控除を確認できる関連資料及び

周辺事情は無い。 

 これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



                    

  

大阪厚生年金  事案 4674 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

 氏    名 ： 男 

 基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和６年生  

           住        所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

  申 立 期 間  ： 昭和 26年５月から 27年５月 21日まで 

厚生年金保険の加入状況について社会保険事務所に照会したところ、Ａ社

に勤務した期間のうち、申立期間について加入記録が無い旨の回答を受けた。

同社には、昭和 26年５月に入社し、Ｂ業務従事者として勤務していたので、

申立期間について、厚生年金保険被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

 申立人は、申立期間にＡ社で勤務し、厚生年金保険に加入していたと申し立

てている。  

 しかし、申立人が、記憶している同僚７人は、いずれも死亡又は所在不明で

ある上、社会保険事務所のＡ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿にお

いて、申立期間に被保険者記録が有る元従業員のうち、所在が判明した６人に

照会しても、申立人の申立期間における勤務実態について確認することができ

なかった。 

 また、前述の元従業員のうち、聴取することができた４人中３人は、自身が

記憶している入社時期の約５か月から１年４か月後に厚生年金保険被保険者

資格を取得しており、Ａ社では、申立期間当時、必ずしも採用後すぐには従業

員を厚生年金保険に加入させていなかったことがうかがえる。 

さらに、Ａ社は、昭和 27年 10月に厚生年金保険の適用事業所では無くなっ

ており、元事業主等役員の所在も不明であることから、これらの者から申立人

の勤務実態及び厚生年金保険料控除の状況について確認することはできない。 

このほか、申立人の申立期間に係る保険料控除について確認できる関連資料

及び周辺事情は無い。 

 これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。



                    

  

大阪厚生年金  事案 4675 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男  

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 17 年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 36年１月 20日から同年９月 15日まで 

   ② 昭和 39年８月 20日から同年 11月４日まで 

厚生年金保険の加入状況について社会保険事務所に照会したところ、Ａ社

（現在は、Ｂ社。）に勤務していた申立期間①の加入記録及びＣ社に勤務し

ていた期間のうち、申立期間②の加入記録が無い旨の回答を受けた。 

申立期間①及び②について、両事業所でそれぞれ勤務していたことは間違

いないので、厚生年金保険被保険者であったことを認めてほしい。 

      

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①については、申立人は、Ａ社で勤務し、厚生年金保険に加入して

いたと申し立てている。 

しかし、社会保険事務所の記録では、Ａ社がＢ社として厚生年金保険の適用

事業所となったのは平成２年 10 月１日であり、申立期間は適用事業所となっ

ていない。 

また、申立人は、同僚の氏名を記憶しておらず、申立期間当時の事業主は既

に死亡しているほか、Ｂ社は、申立期間当時の資料を保管していないことから、

申立人の申立期間における勤務実態及び厚生年金保険料控除の状況について

確認することはできない。 

さらに、Ｂ社の現事業主は、「同社は、平成元年に個人事業所から法人に変

更しており、２年までは適用事業所では無かった。また、私は、昭和 37 年ご

ろに同社に従業員として入社したが、適用事業所になるまでは国民年金に加入

していた。」と陳述しているところ、社会保険事務所の同人に係る国民年金保

険料納付記録をみると、昭和 37年 10月から平成２年９月まで保険料を納付し

ている。 



                    

  

このほか、申立人の申立期間①に係る保険料の控除について確認できる関連

資料及び周辺事情は無い。 

申立期間②については、申立人は、Ｃ社で勤務し、厚生年金保険に加入して

いたと申し立てている。 

しかし、Ｃ社において申立期間に被保険者記録がある元従業員３人に照会し

ても、申立人の申立期間における勤務実態について確認することはできなかっ

た。 

また、申立期間当時の複数の元従業員は、申立期間当時、Ｃ社では、１か月

から３か月程度は厚生年金保険には加入していなかったと陳述している。 

さらに、雇用保険の記録では、申立人は、昭和 39年 11月４日に被保険者資

格を取得しており、社会保険事務所の記録と一致する。 

加えて、Ｃ社は、昭和 60 年に厚生年金保険の適用事業所では無くなってお

り、申立期間当時の事業主は既に死亡しているほか、元事業主は当時の資料を

保管しておらず、申立人の申立期間における勤務実態及び厚生年金保険料控除

の状況について確認することはできない。 

このほか、申立人の申立期間②に係る保険料の控除について確認できる関連

資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として申立期間①及び②に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。



                    

  

大阪厚生年金 事案 4676 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：   

生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 38年９月８日から 39年８月１日まで 

私は、Ａ事業所に勤めていたころの元上司に強く請われて、それまで勤め

ていた会社を辞めて、昭和 38年９月８日から 40年９月１日まで、Ｂ事業所

に勤務していた。給料は手取りで３万 4,000円の約束で入社したが、社会保

険に入っていないとは知らなかった。38年９月８日から 39年８月１日まで

の 11か月の厚生年金保険加入記録が無いのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

昭和 39年４月に入社した同僚の陳述から、勤務期間は特定できないものの、

申立人が申立期間当時、Ｂ事業所に勤務していたことが推認できる。 

しかし、社会保険事務所が保管するＢ事業所に係る健康保険厚生年金保険事

業所別被保険者名簿では、当該事業所が厚生年金保険の任意適用事業所となっ

たのは昭和 39年４月 18日であり、申立期間のうち、それ以前の期間は適用事

業所となっていない。 

また、上記名簿よると、当該事業所は任意適用事業所となった昭和 39 年４

月 18 日に４人が厚生年金保険被保険者資格を取得していることが確認できる

ほか、申立人の資格取得日は同年８月１日となっており、申立期間における健

康保険の整理番号に欠番は無く、さらに、同名簿の記載内容に不自然な点もう

かがえない。なお、申立人は、「給料は手取りで３万 4,000 円の約束で入社し

た。」としているところ、同名簿よると、申立人の標準報酬月額がほかの男性

同僚より相当程度高額であることが確認でき、新規適用当時において雇用形態

が異なる者については、厚生年金保険の加入について異なる取扱いが行われた

ことがうかがわれる。 

加えて、申立期間当時の事業主は既に亡くなっているほか、同僚調査におい



                    

  

ても申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の控除についての確認はできな

かった。 

また、社会保険庁の記録において、申立人の氏名の読み方の違い等による検

索を行ったが、申立期間に係る厚生年金保険被保険者としての記録は無い。 

このほか、当委員会において、申立人から直接意見の陳述を受けたところ、

「給与明細書は見たことが無く、厚生年金保険料を控除されたかどうか覚えて

いない。」としているなど、申立人が申立期間において事業主により給与から

厚生年金保険料を控除されていたことをうかがわせる事情等は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。



                    

  

大阪厚生年金 事案 4677 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和６年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 30年から 31年まで 

私は、昭和 30年から約２年間、Ａ社（現在は、Ｂ社。）でＣ職をしていた

が、社会保険庁の記録では、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無く納得

できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険事務所が保管するＡ社に係る健康保険厚生年金保険事業所別被保

険者名簿において、申立人が名前を挙げた同僚が確認できること、及び当該同

僚が申立人を記憶していると陳述していることから、勤務期間は特定できない

ものの、申立人が同事業所に勤務していたことが推認できる。 

しかし、社会保険事務所の記録では、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所とな

ったのは、昭和 31 年３月１日であり、申立期間のうち、30 年から 31 年２月

29日までは適用事業所となっていない。 

また、上記名簿において、健康保険の整理番号に欠番は無く、同名簿の記載

内容に不自然な点もうかがえない。 

さらに、同僚は、「昭和 28年の入社時は、Ａ社は社会保険に加入していなか

った。31 年に社会保険に加入して健康保険被保険者証をもらい、給料から社

会保険料が控除されたのを覚えている。」と陳述しており、適用事業所となる

前は、給与から厚生年金保険料が控除されていなかったことがうかがわれる。 

加えて、当該事業所は、申立期間当時の関連資料等は保存しておらず、申立

人の申立期間当時における勤務実態及び厚生年金保険料の控除について確認

することができなかったほか、同僚調査においても当該事業所が厚生年金保険

の適用事業所となってからの申立人の勤務実態及び厚生年金保険料の控除に

ついて確認することができなかった。 



                    

  

このほか、申立人が申立期間において事業主により給与から厚生年金保険料

を控除されていたことをうかがわせる事情等は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。



                    

  

大阪厚生年金 事案 4678 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間において、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男  

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和３年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 18年 11月 10日から 19年 10月１日まで       

私は、Ａ社（昭和 19 年、買収により名称をＢ社に変更。）で昭和 18年４

月１日から 20年９月 30日まで勤務し、Ｃ課でＥ業務に従事していたが、申

立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。継続して勤務していたことは確か

で、厚生年金保険料も控除されていたと思うので、申立期間を厚生年金保険

被保険者期間として認めてほしい。 

なお、昭和 19 年９月以前の労働者年金保険の適用範囲は男子筋肉労働者

に限定されていたとのことだが、私は就職時にＤ課に頼まれてＦ職として登

録し、実際の仕事はＣ課で仕事していた。申立期間も同じ仕事をしており、

申立期間の厚生年金保険の加入記録が無いことは納得できない。       

          

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、「Ａ社で昭和 18年４月１日から 20年９月 30日まで勤務し、Ｃ課

でＥ業務に従事していた。」と申し立てているところ、社会保険事務所の記録

において、昭和 18年４月１日から同年 11 月 10日まではＡ社において労働者

年金保険法の被保険者資格を、19年 10月１日から 20年９月 30日までは名称

変更後のＢ社において厚生年金保険法の被保険者資格を取得していることが

確認できる。 

一方、申立期間は、昭和 19 年 10 月の厚生年金保険法が施行される前の期

間に当たり、当時の労働者年金保険法においては、工場や炭鉱で働く男子筋

肉労働者のみが被保険者とされていたところ、申立人は、「申立期間当時、Ｃ

課でＥ業務に従事していた。」としていることから、労働者年金保険法の被保

険者として取り扱われなかったものと考えられる。 

なお、申立人が昭和 18年４月１日から同年 11月 10日まではＡ社において



                    

  

労働者年金保険法の被保険者資格を有している理由については、申立人は、

「就職時にＤ課に頼まれてＦ職として登録した。」と陳述していることから、

同事業所において、採用当初の期間については男子筋肉労働者として取り扱

われていたものと考えられる。 

また、申立人が申立期間に一緒にＥ業務に従事していたとして名前を挙げ

た同僚のうち、社会保険事務所において被保険者記録が確認できた複数の者

には、いずれも上記名簿の備考欄に事務系労働者であることを表す「甲」の

表示が記録されている上、これらの者の被保険者資格の取得日は、申立人と

同様に厚生年金保険法が施行された昭和 19年 10月１日となっている。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。



                    

  

大阪厚生年金 事案 4679  

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 10年生 

    住    所 ：   

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 28年４月１日から 29年９月 30日まで 

             ② 昭和 29年 10月 15日から 30年 11月 15日まで 

             ③ 昭和 36年２月 20日から 39年４月 30日まで 

私は、申立期間①においてＡ社に、申立期間②においてＢ社に、申立期間

③においてＣ社に勤務していた。 

しかし、厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所に照会したところ、こ

れらの期間について加入記録が無いとの回答をもらった。それぞれの期間に

社員として勤務していたのは間違いないので、申立期間を厚生年金保険の被

保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①について、社会保険庁の記録において、Ａ社が厚生年金保険の適

用事業所となったのは、昭和 32 年１月１日であり、申立期間は、適用事業所

となっていない。 

また、複数の同僚は、「厚生年金保険の被保険者資格の取得日は、新規適用

日の昭和 32年１月１日であった。」と陳述している。 

さらに、当該事業所は既に適用事業所で無くなっている上、当該期間におけ

る事業主は既に亡くなっており、厚生年金保険料の控除について確認すること

はできなかった。 

申立期間②について、社会保険庁の記録において、申立人が勤務していたと

しているＢ社は、適用事業所としての記録は無い。 

また、管轄法務局にＢ社に係る商業登記簿の記録は無く、事業主は所在不明

のため、厚生年金保険料の控除について確認することはできなかった。 

さらに、社会保険庁の記録において、申立人は申立期間②を含む昭和 29 年



                    

  

10月１日から 30年 12月１日までは別事業所（Ｄ社）において厚生年金保険の

加入記録が確認できる。 

申立期間③について、社会保険庁の記録において、Ｃ社が厚生年金保険の適

用事業所になったのは、昭和 39 年５月１日であり、申立期間は、適用事業所

となっていない。 

また、複数の同僚は、「厚生年金保険の被保険者資格の取得日は、新規適用

日の昭和 39年５月１日であった。」と陳述している。 

さらに、当該事業所は既に適用事業所で無くなっている上、当該期間の事業

主も所在不明で、厚生年金保険料の控除について確認することはできなかった。 

このほか、申立人が申立期間①、②及び③において、事業主により給与から

厚生年金保険料を控除されていたことをうかがわせる事情等は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。



                    

  

大阪厚生年金 事案 4680 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として、その主張する

標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 13年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 54年 11月１日から 58年８月１日まで 

私は、昭和 54年 11月１日から 61年９月１日までＡ市にあるＢ社でＣ業

務をしていた。勤務していた間の給料は 40万円から 50万円ぐらいあったの

に、社会保険庁の記録では 54年 11月１日から 58年８月１日までの標準報

酬月額の記録が 11万 8,000円から 16万円とされているので、申立期間に係

る標準報酬月額を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、Ｂ社に勤務した昭和 54年 11月１日から 58年８月１日までの標

準報酬月額（11 万 8,000 円から 16 万円。）が、当時に受け取っていた報酬額

（40万円から 50万円。）より低額であると申し立てている。 

しかし、社会保険事務所が保管するＢ社に係る事業所別被保険者名簿を見る

と、申立期間当時、申立人と同じ職種であった４人の同僚の標準報酬月額は、

いずれも申立人と同額又はほぼ同額であることが確認でき、申立人の標準報酬

月額のみが低額であるという事情は見当たらない。 

また、Ｂ社の事業主からは、「申立期間当時の資料は残っていないことから、

申立人の給与額及び標準報酬月額の算出方法等は覚えていないものの、保険料

控除については、届出した標準報酬月額に基づく保険料しか控除しておらず、

それ以上の控除はしていない。」としている。 

さらに、申立人が主張する標準報酬月額に相当する厚生年金保険料を事業主

により給与から控除された事実を確認できる給与明細書等の関連資料は無く、

同僚からもそれをうかがわせる陳述等は得られなかった。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、その主張する標準報酬月額に基づく厚生

年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。



                    

  

大阪厚生年金 事案 4681 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：   

生 年 月 日 ： 昭和 11年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 32年４月 11日から 39年４月１日まで 

私は、申立期間において、Ａ社では１年未満勤務し、Ｅ業務等に従事して

いた。Ｂ社では１年以上勤務し、Ｆ業務に従事していた。Ｃ事業所では１年

未満勤務し、Ｇ事業等に従事していた。Ｄ店では、Ｈ業務等に従事していた。

いつからいつまで勤務したか詳しくは覚えていないが、勤務した会社の順番

はＡ社、Ｂ社及びＣ事業所、Ｄ店の順だったと思う。昭和 31 年８月２日か

ら 32 年４月 11 日までの厚生年金保険の被保険者として記録がありながら、

その後、約８年間に被保険者としての記録が無いのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間において最初にＡ社で勤務し、厚生年金保険に加入して

いたと主張している。 

しかし、申立人が申立期間当時勤務していたとするＡ社は、社会保険庁の記

録において厚生年金保険の適用事業所としての記録は無く、また、同社の所在

地を管轄する法務局に商業登記の記録も無い。 

さらに、申立人は、Ａ社の複数の同僚の姓は記憶していたものの、その連絡

先は不明であるため、これらの者から、同社における申立人の勤務実態及び厚

生年金保険料の控除について確認することができない。 

加えて、申立人のＡ社における厚生年金保険料の事業主による控除について

は、申立人に明確な記憶が無く、また、これを確認できる関連資料及び周辺事

情は無い。 

申立人は、申立期間において２番目にＢ社で勤務し、厚生年金保険に加入し

ていたと主張している。 

しかし、申立人が申立期間当時勤務していたとするＢ社は、社会保険庁の記

録において厚生年金保険の適用事業所としての記録は無く、また、同社の所在

地を管轄する法務局に商業登記の記録も無い。 



                    

  

さらに、申立人は、Ｂ社における同僚等の名前を記憶しておらず、同社にお

ける申立人の勤務実態及び厚生年金保険料の控除について確認することがで

きない。 

加えて、申立人のＢ社における厚生年金保険料の事業主による控除について

は、申立人に明確な記憶が無く、また、これを確認できる関連資料及び周辺事

情は無い。 

申立人は、申立期間において３番目にＣ事業所で勤務し、厚生年金保険に加

入していたと主張している。 

しかし、申立人が申立期間当時勤務していたとするＣ事業所は、社会保険庁

の記録において厚生年金保険の適用事業所としての記録は無く、また、同社の

所在地を管轄する法務局に商業登記の記録も無い。 

さらに、申立人は、Ｃ事業所の事業主の名前を記憶していたものの、その連

絡先は不明であるため、同社における申立人の勤務実態及び厚生年金保険料の

控除について確認することができない。 

加えて、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による控除につい

ては、申立人に明確な記憶が無く、また、これを確認できる関連資料及び周辺

事情は無い。 

申立人は、申立期間において４番目にＤ店で勤務し、厚生年金保険に加入し

ていたと主張している。 

社会保険庁の記録により、同一事業所名で被保険者資格を有し申立てに係る

事業所にも勤務したことのある同僚の陳述から判断すると、申立人がＤ店に勤

務していたことが推認できるものの、当該同僚は、同事業所は厚生年金保険の

適用事業所では無かったとも陳述している。また、申立人が名前を記憶してい

た同僚も、その連絡先は不明であるため、同事業所における申立人の勤務実態

及び厚生年金保険料の控除について確認することができない。 

さらに、申立人が申立期間当時勤務していたとするＤ店は、社会保険庁の記

録において厚生年金保険の適用事業所としての記録は無く、また、同店の所在

地を管轄する法務局に商業登記の記録も無い。 

加えて、申立人のＤ店における厚生年金保険料の事業主による控除について

は、申立人に明確な記憶が無く、また、これを確認できる関連資料及び周辺事

情は無い。 

さらに、社会保険庁の記録において、申立人の氏名の読み方の違い等による

検索を行ったが、申立期間に係る厚生年金保険被保険者としての記録は無い。 

このほか、申立人が申立期間において事業主により給与から厚生年金保険料

を控除されていたことをうかがわせる事情等は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。



                    

  

大阪厚生年金 事案 4682 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

 住    所 ：  

 

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 49年ごろから 50年７月１日まで 

             ② 昭和 50年９月 20日から 51年ごろまで 

私は、昭和 49年ごろにＡ社に正社員として入社し、51年ごろまで約２年

間勤務し、Ｂ業務に従事していたにもかかわらず、社会保険庁の記録では厚

生年金保険の加入期間が50年７月１日から同年９月20日までの２か月とさ

れており納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①について、社会保険事務所が保管するＡ社に係る事業所別被保険

者名簿の健康保険の整理番号に欠番は無く、また、同名簿の記載内容に不自然

な点はうかがえない。 

さらに、複数の同僚は「入社後しばらくしてから厚生年金保険に加入した。」

と陳述していることから、Ａ社では必ずしも入社後すぐに厚生年金保険に加入

させていた訳ではないことがうかがわれる。 

申立期間②について、上記名簿の申立人の欄には、昭和 50年９月 20日の資

格の喪失に伴い健康保険被保険者証を返納したことを示す「返」の記録が確認

できる上、同名簿の記載内容にも不自然な点はうかがえない。 

申立期間①及び②について、Ａ社の事業主は、「当時の記憶は定かでなく、

資料も残っていないが、社会保険に加入していない者から社会保険料を控除す

るようなことはしていない。」と陳述している。 

また、上記名簿において、申立期間に被保険者記録がある従業員 16 人全員

に照会したものの、回答を得られた６人からは申立人の申立期間に係る勤務実

態及び厚生年金保険料の控除について確認することができなかった。 



                    

  

さらに、社会保険庁の記録において、申立人の氏名(旧姓を含む。)の読み方

の違い等による検索を行ったが、申立期間に係る厚生年金保険被保険者として

の記録は無い。 

このほか、申立人が申立期間において事業主により厚生年金保険料を控除さ

れていたことをうかがわせる事情等は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。



                    

  

大阪厚生年金 事案 4683 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として、その主張する

標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 58年 11月１日から 59年５月１日まで 

    私は、昭和 58年 11月１日に、Ａ社から同じ事務所内にあるＢ社に異動と

なったが、両社での仕事の内容及び収入に変化はなかった。 

しかし、社会保険庁の記録では、Ｂ社での標準報酬月額が 15 万円とされ

ており、Ａ社での標準報酬月額の 30 万円から半減しているので、申立期間

の標準報酬月額を 30万円に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間の実際の給与額と社会保険事務所に記録されている標準

報酬月額とが相違していると申し立てているところ、給与明細書等の関連資料

が無いことから、申立期間の給与額及び厚生年金保険料控除額を確認できない。 

また、Ｂ社は商業登記簿上では現存しているものの、事業主等との連絡が取

れない上、Ａ社も既に倒産しているため、申立人の申立期間当時の給与額及び

保険料控除額に関する陳述が得られない。 

さらに、Ａ社及びＢ社の同僚からも、申立人の申立期間当時の給与額及び保

険料控除額に関する陳述は得られなかった。 

加えて、管轄社会保険事務所が保管するＢ社に係る厚生年金保険被保険者名

簿を見ると、申立人の申立期間に係る標準報酬月額の減額及び訂正処理などの

不自然な処理が行われた形跡も認められない。 

このほか、申立人が申立期間において、その主張する標準報酬月額に相当す

る厚生年金保険料を控除されていたことをうかがわせる事情等は見当たらな

い。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間において、そ

の主張する標準報酬月額に相当する厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを認めることはできない。



                    

  

大阪厚生年金 事案 4684 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 10年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 30年 11月ごろから 36年 12月まで 

             ② 昭和 37年４月１日から 41年６月１日まで 

             ③ 昭和 42年 11月５日から 45年６月 30日まで 

私は、昭和 30 年 11 月ごろから 36 年 12 月までＡ事業所に勤務していた

が、社会保険庁の記録では、同事業所での勤務期間が厚生年金保険の未加

入期間とされている（申立期間①）。 

また、私は、昭和 37 年４月１日から 42 年 11 月６日までＢ社（現在は、

Ｃ社。）に勤務していたが、社会保険庁の記録では、同社での厚生年金保険

被保険者資格の取得日が 41年６月１日とされている（申立期間②）。 

さらに、昭和 42年 11月から 45年６月までの間に、勤務期間は不明だが、

Ｄ社に勤務し、Ｅ所でＦ業務に従事していたが、社会保険庁の記録では、

同社での勤務期間が厚生年金保険の未加入期間とされている（申立期間③）。 

申立期間①、②及び③を厚生年金保険被保険期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①について、申立人は、Ａ事業所に勤務し、厚生年金保険に加入

していたと申し立てているところ、申立人が所持するＧ業務講習受講修了証

及び業界誌の記事から、期間は特定できないものの、申立人が申立期間にお

いて同事業所に勤務していたことは推定できる。 

しかし、Ａ事業所は、社会保険庁に厚生年金保険適用事業所としての記録

は無い上、類似する名称による事業所検索を行ったものの、該当する適用事

業所の記録は見当たらない。 

また、申立人が記憶するＡ事業所の事業主及び同僚は所在不明であるため、

同事業所での厚生年金保険の適用及び申立人の申立期間に係る厚生年金保険



                    

  

料の控除に関する陳述が得られない。 

申立期間②について、雇用保険加入記録から、申立人が申立期間②にＢ社

に在籍していたことは確認できる。 

しかし、Ｂ社は、昭和 38年５月１日に厚生年金保険の適用事業所となって

いることが、管轄社会保険事務所が保管する同社に係る厚生年金保険被保険

者名簿から確認でき、申立期間のうち、同日以前の期間において、同社は適

用事業所とはなっていない。 

また、申立人は、「Ｈ業者の紹介でＩ職としてＢ社に入社した。」と陳述し

ているところ、Ｂ社に係る厚生年金保険被保険者名簿により申立期間当時の

被保険者記録が確認できる同僚は、「当時、Ｉ職のようなＬ業務従事者は、社

会保険に加入できなかったと思う。Ｌ業務従事者以外の一般社員は、Ｌ業務

従事者よりも給与が低く、福利厚生として社会保険に加入できた。私は、Ｉ

職補助として入社したが、Ｂ社での厚生年金保険被保険者資格を取得した時

点では、Ｉ職以外の職種に従事していた。」旨陳述している。さらに、申立人

が当時の同僚として名前を挙げた者を含む同社での申立期間当時の被保険者

記録が確認できる複数の同僚も、「厚生年金保険被保険者資格を取得した時点

では、Ｉ職以外の職種に従事していた。」、「私は、Ｂ社にＩ職以外の職種で入

社した。」旨陳述している。 

加えて、管轄社会保険事務所が保管するＢ社に係る厚生年金保険被保険者

名簿を見ると、同社での申立人の被保険者資格取得日と同一日の昭和 41年６

月１日に 115 人が被保険者資格を取得していることが確認できるところ、当

時の事情を聴取できた５人は、「昭和 41 年６月１日以前からＩ職又はＩ職補

助としてＢ社に勤務していた。」旨回答しており、うち１人は、「私は、Ｊ職

として勤務しており、昭和 41年６月１日に厚生年金保険に加入するまで保険

料は控除されていなかった。給与の手取額が減ったので、よく覚えている。」

と陳述している。 

これらのことから、Ｂ社では、同社でＫ業務に勤務していた従業員につい

て、昭和 41年６月１日から厚生年金保険に加入させる取扱いとしたものと考

えられる。 

また、Ｂ社は、「申立期間当時の資料は廃棄済みのため、申立人の申立期間

に係る厚生年金保険料の控除の状況は不明である。」旨回答している上、同社

での当時の経理担当者とされる同僚は、所在不明であるため、申立人の申立

期間に係る厚生年金保険料の控除に関する陳述が得られない。 

さらに、Ｂ社に係る厚生年金保険被保険者名簿を見ると、申立人の被保険

者資格の取得日までの健康保険の整理番号に欠番は無く、連続して付番され

ていることが確認でき、同名簿の記録に不自然な点も見当たらない。 

申立期間③について、申立人は、Ｄ社での仕事内容等を明確に記憶してお

り、申立人が同社に在籍していたことは推定できるものの、申立人提出の履



                    

  

歴書の職歴欄には、同社の記載は無く、申立期間のうち、昭和 43年１月から

同社とは別の事業所に勤務していたと記載されている上、申立人は、「Ｄ社で

は、半年間以上は勤務していないと思う。明確な勤務期間は思い出せない。」

と陳述しており、同社での勤務時期及び期間に関する申立人の記憶は曖昧
あいまい

で

ある。 

また、Ｄ社は、「申立期間当時の人事記録は残っておらず、申立人の在籍及

び勤務実態は不明であるが、厚生年金保険被保険者資格の取得及び喪失に係

る届出書類を保存しており、昭和 40 年ごろから 47 年ごろまでの期間の届出

書類を調査したところ、申立人の被保険者資格の取得手続を行った形跡は無

い。」旨回答している。 

さらに、管轄社会保険事務所が保管するＤ社に係る厚生年金保険被保険者

名簿には、申立期間③の健康保険の整理番号に欠番は無く、連続して付番さ

れていることが確認でき、同名簿の記録に不自然な点も見当たらない。 

このほか、申立人が申立期間①、②及び③の厚生年金保険料を事業主によ

り給与から控除されていたことをうかがわせる関連資料及び周辺事情は見当

たらない。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が厚生年金保険被保険

者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことを認めることはできない。



                    

  

大阪厚生年金 事案 4685 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 13年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 28年４月１日から 29年５月１日まで 

             ② 昭和 29年７月 31日から 30年 11月１日まで 

私は、中学を卒業した翌月の昭和 28年４月から 30年 10月末までＡ社に

勤務していた。 

しかし、社会保険庁の記録では、Ａ社での厚生年金保険被保険者期間が昭

和 29年５月１日から同年７月 31日までの２か月しかないので、申立期間①

及び②を厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

管轄社会保険事務所が保管するＡ社に係る厚生年金保険被保険者名簿によ

り申立期間①及び②当時の在籍が確認できる複数の同僚に照会を行ったもの

の、同社での申立人の申立期間①及び②における在籍に関する陳述を得ること

はできなかった。 

また、Ａ社は、昭和 52年６月 30日に適用事業所では無くなっており、申立

期間当時の事業主の所在は不明である上、同社での申立期間当時の事務担当

者も既に死亡しているため、申立期間①及び②における申立人の勤務実態及

び厚生年金保険料の控除に関する陳述が得られない。 

さらに、申立人が、申立期間①当時において、自身と一緒にＡ社に住み込み

で勤務していたと陳述している先輩同僚３人の同社での厚生年金保険被保険

資格の取得日は、申立人の資格取得日と同一日であり、同社では、入社から一

定期間経過後に従業員の厚生年金保険被保険者資格の取得手続を行っていた

ことがうかがえる。 

加えて、管轄社会保険事務所が保管するＡ社に係る厚生年金保険被保険者名

簿には、申立期間①の健康保険の整理番号に欠番は見当たらず、連続して付番



                    

  

されていることが確認できるとともに、申立期間②における申立人に係る標準

報酬月額の定時決定の記録は無く、同名簿の記録に不自然な点も見当たらない。 

このほか、申立人が申立期間①及び②の厚生年金保険料を事業主により給与

から控除されていたことをうかがわせる関連資料及び周辺事情は見当たらな

い。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が厚生年金保険被保険者

として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことを認めることはできない。



                    

  

大阪厚生年金 事案 4686 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和４年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 22年５月 20日から 24年８月１日まで 

             ② 昭和 25年５月 31日から 26年５月 31日まで 

             ③ 昭和 26年５月 31日から 27年５月１日まで 

             ④ 昭和 27年７月１日から 28年１月 10日まで 

             ⑤ 昭和 28年９月 25日から 31年５月 30日まで 

             ⑥ 昭和 34年７月１日から 36年９月 23日まで 

社会保険庁の記録では、Ａ社（申立期間①）、Ｂ社（申立期間②）、Ｃ事

業所（申立期間③）、Ｄ事業所（現在は、Ｅ社。）（申立期間④）、Ｆ社（申

立期間⑤）及びＧ事業所（申立期間⑥)で勤務していた期間が厚生年金保険

の未加入期間とされている。 

申立当時、税金と厚生年金保険料は必ず一緒に給与から控除されていたの

で、申立期間①、②、③、④、⑤及び⑥を厚生年金保険被保険者期間として

認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①について、管轄社会保険事務所が保管するＡ社に係る厚生年金保

険被保険者名簿において、申立人が名前を挙げた同僚２人の被保険者記録が確

認できることから、期間は特定できないものの、申立人が同社に勤務していた

ことは推定できる。 

そこで、Ａ社の社会保険の適用状況をみると、同社は、昭和 23 年４月１日

に厚生年金保険の適用事業所となった後、24年３月１日に適用事業所では無く

なっていることが、同社に係る厚生年金保険被保険者名簿から確認でき、申立

期間①のうち、22 年５月 20 日から 23 年４月１日までの期間及び 24 年３月１

日から同年８月１日までの期間において、同社は適用事業所とはなっていない。 

また、申立人は、Ａ社の申立期間①当時の従業員数は 12人から 13人程度で

あったと陳述しているところ、同社での被保険者数は７人程度で推移している

ことが同社に係る厚生年金保険被保険者名簿で確認できることから、申立期間



                    

  

①当時の同社では、すべての従業員について厚生年金保険に加入させる取扱い

ではなかったものと考えられる。 

さらに、Ａ社の事業主及び同僚は既に死亡又は所在不明であるため、申立人

の厚生年金保険料の控除に関する陳述を得ることができなかった。 

加えて、Ａ社に係る厚生年金保険被保険者名簿には、健康保険の整理番号に

欠番は無く、連続して付番されていることが確認でき、同名簿の記録に不自然

な点は見当たらないことから、同社での申立人の記録が失われたとは考え難い。 

申立期間②について、申立人が記憶する当時の事業主の氏名がＢ社の商業登

記簿で確認できるとともに、申立人は、当時の事業所所在地及び事業主の自宅

住所地を明確に記憶していること、及び申立人提出の当時の写真から、期間は

特定できないものの、申立人が同社に勤務していたことは推定できる。 

そこで、Ｂ社の社会保険の適用状況をみると、同社は、昭和 27 年３月１日

に厚生年金保険の適用事業所となっており、申立期間②において、同社は適用

事業所とはなっていない。 

また、Ｂ社は、「申立人の勤務実態及び厚生年金保険料の控除の状況は不明

である。」旨回答している上、同社の当時の事業主は既に死亡しているため、

申立人の勤務実態及び厚生年金保険料の控除に関する陳述が得られない。 

申立期間③について、申立人は、「Ｃ事業所の当時の事業主は、Ｈ職であっ

た。」と陳述しているところ、管轄社会保険事務所が保管するＣ事業所の厚生

年金保険被保険者名簿に氏名が確認できる同僚も同様の陳述をしていること、

及び申立人提出の当時の写真から、期間は特定できないものの、申立人が同事

業所に勤務していたことは推定できる。 

しかし、Ｃ事業所の社会保険の適用状況をみると、同事業所は、昭和 28 年

９月１日に厚生年金保険の適用事業所となっており、申立期間③において、同

事業所は適用事業所とはなっていない。 

また、Ｃ事業所が適用事業所となった昭和 28 年９月１日より前から同事業

所に勤務していた同僚２人は、「Ｃ事業所が厚生年金保険の適用事業所となる

前の期間の給料から厚生年金保険料は控除されていなかったと思う。」旨陳述

している。 

さらに、Ｃ事業所は、昭和 46年８月 11日に適用事業所では無くなっており、

当時の事業主は所在不明のため、申立人の勤務実態及び厚生年金保険料の控除

に関する陳述が得られない。 

なお、Ｃ事業所が経営していたＩ事業所に係る厚生年金保険被保険者名簿に

おいても、申立人の氏名は見当たらなかった。 

申立期間④について、Ｅ社の事業主は、「当社は、昭和 44 年２月 10 日に法

人化する前には、Ｄ事業所という名称で申立人が陳述している住所地で事業を

行っていた。」旨陳述していることから、期間は特定できないものの、申立人

がＤ事業所に勤務していたことは推定できる。 

そこで、Ｄ事業所の社会保険の適用状況をみると、同事業所は、法人化によ

りＥ社となった後の昭和 44 年３月１日に適用事業所となっており、申立期間

④において、同事業所は適用事業所とはなっていない。 



                    

  

また、Ｄ事業所の当時の事業主は既に死亡しているため、申立人の勤務実態

及び厚生年金保険料の控除に関する陳述が得られない。 

申立期間⑤について、申立人が記憶する当時の事業主の国籍及び自宅住所地

が、管轄社会保険事務所が保管するＦ社に係る厚生年金保険被保険者名簿によ

り同社での在籍が確認できる同僚の陳述と符合することから、期間は特定でき

ないものの、申立人が同社で勤務していたことは推定できる。 

しかし、Ｆ社は、昭和 40年１月 30日に適用事業所では無くなっており、当

時の事業主は既に死亡しているため、申立人の勤務実態及び厚生年金保険料の

控除に関する陳述が得られない。 

また、申立人は、Ｆ社での同僚を記憶していなかったため、同社に係る厚生

年金保険被保険者名簿により同社での申立期間当時の被保険者記録が確認で

きる複数の同僚を抽出して照会したものの、申立人の勤務実態及び厚生年金保

険料の控除の状況に関する陳述を得ることはできなかった。 

さらに、Ｆ社の事業主の親族である同僚は、「私は、当時、Ｊ業務を担当し

ていたので、正社員であれば覚えているが、申立人のことは記憶していない。

当時、日雇いの社員がいたので、申立人は日雇いの社員だった可能性がある。

正社員は厚生年金保険に加入させていたが、日雇いの社員は厚生年金保険に加

入させていなかった。」旨陳述している。 

加えて、Ｆ社に係る厚生年金保険被保険者名簿には、申立期間⑤当時の健康

保険の整理番号に欠番は無く、連続して付番されていることが確認でき、同名

簿の記録に不自然な点は見当たらないことから、同社での申立人の記録が失わ

れたとは考え難い。 

申立期間⑥について、申立人は、Ｇ事業所の事業主のＫ職として同事業所に

勤務し、厚生年金保険に加入していたと申し立てている。 

しかし、Ｇ事業所は、社会保険事務所に適用事業所としての記録は無く、同

事業所の所在地を管轄する法務局に商業登記簿の記録も無い。 

また、Ｇ事業所の事業主及び同僚の所在が不明であり、申立人の在籍状況、

勤務実態及び厚生年金保険料の控除の状況に関する陳述が得られない。 

なお、申立人は、「Ｇ事業所の当時の従業員数は、事業主の親族３人を除く

と自身を含めて２人であった。」と陳述しており、当時、同居の親族を除く従

業員が５人未満のＬ業種事業所は厚生年金保険の非適用事業所であったため、

同事業所は厚生年金保険に加入していなかったと考えられる。 

このほか、申立人が申立期間①、②、③、④、⑤及び⑥において、事業主に

より給与から厚生年金保険料を控除されていたことをうかがわせる関連資料

及び周辺事情は見当たらない。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が厚生年金保険被保険者

として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことを認めることはできない。



                    

  

大阪厚生年金 事案 4687 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 12年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 41年６月 10日から 45年５月 19日まで 

             ② 昭和 45年６月 21日から 46年３月 31日まで 

社会保険庁の記録では、Ａ社及びＢ社での厚生年金保険被保険者期間に係

る脱退手当金が支給済みとなっている。 

しかし、私は、脱退手当金の請求手続をしておらず、受給していないので、

申立期間を厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金は受給しておらず、請求した記憶も無

いとしている。 

社会保険庁の記録によれば、申立人の脱退手当金は、Ｂ社での厚生年金保険

被保険者資格の喪失日から約３か月後の昭和46年６月25日に支給決定されて

いることが確認できる。 

そこで、管轄社会保険事務所が保管するＢ社に係る厚生年金保険被保険者名

簿を見ると、申立人の欄には脱退手当金の支給を意味する「脱」の表示が記さ

れていることが確認できる上、Ａ社及びＢ社における申立人の被保険者期間は

同一の厚生年金保険被保険者台帳記号番号で管理されており、両社での被保険

者期間を支給対象期間とした脱退手当金の支給金額に計算上の誤りは無いな

ど、一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

また、申立人から聴取しても、受給した記憶が無いというほかに脱退手当金

を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

なお、申立人は、Ｂ社での厚生年金保険被保険者期間である申立期間②につ

いて、Ｃ市で勤務した記憶は無いとしているところ、Ｂ社の現社長は、「昭和

45 年ごろにＤ支局を開設したが、労務管理はＢ社で行っていたことから、申



                    

  

立人は、Ｄ支局で勤務していたと考えられる。」旨陳述している上、同社が保

管する申立人に係る厚生年金保険被保険者資格取得確認通知書の記録及び管

轄社会保険事務所が保管するＢ社に係る厚生年金保険被保険者名簿における

申立人の記録が一致しており、同名簿の記録に不自然な点も見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情なども含めて総合的に判断すると、申立人は、

申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。



                    

  

大阪厚生年金 事案 4688 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和８年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 27年２月 28日から 28年４月１日まで 

     社会保険事務所に厚生年金保険の加入記録について照会したところ、Ａ社

に勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が無い旨の回答をもらった。同

社に間違いなく勤務していたので、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間

として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社から提出された人事記録及び複数の同僚の証言により、申立人は、昭和

27年２月 22日に同社Ｂ事業所に臨時職員として雇用され、申立期間中も継続

して勤務していたことが認められる。 

しかし、Ａ社が保管する申立期間当時の厚生年金保険被保険者台帳には、申

立人の同社における被保険者資格の取得日が昭和 28 年４月１日であることが

確認でき、社会保険庁の記録と一致する。 

また、Ａ社は、「臨時職員は有期雇用契約であり、労働条件により、社会保

険に加入する場合と加入しない場合とがある。申立人は、昭和 27 年２月に社

会保険に加入しない労働条件で臨時職員に雇い入れたが、28 年４月１日に社

会保険に加入する労働条件で、再度、雇い入れたものと思われる。」と回答し

ている。 

さらに、社会保険庁の記録では、Ａ社Ｂ事業所に申立人と同時に入社し、申

立期間中、申立人と同じＣ課で継続して勤務していたと陳述している同僚の厚

生年金保険被保険者資格の取得日が申立人と同一日であることが確認できる。 

このほか、申立人が申立期間において、事業主により給与から厚生年金保険

料を控除されていたことをうかがわせる事情等は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。



                    

  

大阪厚生年金 事案 4689 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、船員保険被保険者として船員保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名  ：  男 

    基礎年金番号  ：  

 生 年 月 日  ： 昭和 10年生 

    住    所  ：  

 

 ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 28年４月ごろから 29年４月ごろまで 

    社会保険事務所に船員保険の加入状況について照会したところ、Ａ社のＢ

船に乗船していた期間の昭和28年４月ごろから29年４月ごろまでの記録が

無い旨の回答をもらった。船員保険に加入していたはずなので、申立期間を

船員保険の被保険者加入期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、船員保険手帳を保有していないが、申立期間にＡ社所有のＢ船

に乗船していたとする複数の同僚の証言により、期間を特定できないものの、

申立人が同船に乗船して勤務していたことは推認できる。 

しかしながら、Ａ社は、申立期間当時の従業員に関する資料を保有してい

ないため、申立人の申立期間に係る勤務の状況及び船員保険料の控除につい

て確認することができない。 

また、申立人は、「昭和 27 年３月に学校を卒業後、Ｃ市のＤ店等で夏の間

アルバイトをしており、同年９月ごろからＡ社のＢ船に乗船した。下船後、

同じＤ店で勤務を繰り返していた。」と陳述しており、さらに、上記の同僚１

名は、「申立人は、Ｂ船に８か月ぐらい乗船していた。」と陳述していること

から、申立人のＢ船における乗船期間は、船員保険の加入記録がある昭和 28

年３月以前の 27年９月ごろから 28年３月ごろであったと推認できる。 

これについて、Ａ社に係る船員保険被保険者名簿で船員保険に加入してい

ることが確認できる上記の同僚１名は、「船員保険の加入については試用期間

があった。会社は、船員保険の加入時期を船長に一任しており、私の場合も

乗船してから約１年６か月後に加入した。」と陳述していることから、同社で

は、申立人を含め、乗船から一定期間経過後に船員保険の加入手続を行って



                    

  

いたものと考えられる。 

加えて、社会保険事務所のＡ社に係る船員保険被保険者名簿において、申

立人の欄には、健康保険証の返証された時期を示す「28.４.16」との記載が

確認できる。 

このほか、申立人の申立期間に係る船員保険料の事業主による控除につい

ては、申立人に明確な記憶が無く、ほかに確認できる関係資料及び周辺事情

は無い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が船員保険被保険者として申立期間に係る船員保険料を事業主により

給与から控除されていたことを認めることはできない。



                    

  

大阪厚生年金 事案 4690 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 13年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ：  昭和 48年１月１日から 61年５月１日まで 

    私は、Ａ社に昭和 48年１月にＢ職として就職し、61年５月まで勤務した。

しかし、社会保険庁の記録では、申立期間の厚生年金保険加入記録が無く、

納得できない。 

申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間にＡ社で勤務し、厚生年金保険に加入していたと申し立

てている。 

しかし、申立人が申立期間当時、勤務していたとするＡ社は、社会保険事

務所において、厚生年金保険の適用事業所としての記録は無い。 

また、Ａ社は平成９年６月に解散し、元事業主は、「当時の資料は残されて

おらず、申立人に関する記録も無い。」と回答している。さらに、申立人は、

同社における上司及び同僚等の氏名を記憶していないため、これらの者から

申立人の同社における勤務状況及び厚生年金保険料の控除について確認する

ことができない。 

加えて、申立人は、申立期間を含む昭和 45 年 10 月４日から平成３年８月

19 日まで国民年金に加入し、その保険料を納付していることが確認できる。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による給与か

らの控除については、申立人に明確な記憶が無く、ほかに確認できる関連資

料及び周辺事情も無い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。



                    

  

大阪厚生年金 事案 4691 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名  ： 男  

    基礎年金番号  ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 14年生 

    住    所  ：  

 

 ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 33年５月から 34年１月まで 

    社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、Ａ社

に勤務した申立期間の加入記録が無い旨の回答をもらった。申立期間に同社

で勤務したのは確かなので、申立期間を厚生年金保険の被保険者として認め

てほしい。  

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間にＡ社で勤務し、厚生年金保険に加入していたと申し立

てている。 

   しかし、Ａ社は、申立期間当時の従業員に関する資料を保有しておらず、申

立人の同社における勤務の状況及び厚生年金保険料の控除について確認する

ことができない。 

   また、申立人は、Ａ社に昭和 33 年５月に入社したとしているが、入社時に

既に同社に勤務していたとする先輩同僚の同社における厚生年金保険加入記

録をみると、34 年５月１日に被保険者資格を取得しており、申立人が入社し

たとする日より遅れて厚生年金保険に加入していることが確認できる。 

   さらに、Ａ社に係る厚生年金保険被保険者名簿から昭和 35年５月 10日に被

保険者資格を取得していることが確認できる同僚は、同社に 34 年６月に入社

したとしており、11か月遅れて被保険者資格を取得している。 

   以上のことから、Ａ社は、申立期間当時、従業員を一定期間経過後に厚生年

金保険に加入させていたものと考えられる。 

   このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による控除につ

いては、これを確認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申



                    

  

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 


